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　本学創立 120 周年に当たる今年，拓殖大学経営経理研究所が創設 60 周年を迎えましたこと，関
係者の一人として誠に喜びに耐えません。
　当研究所の前身であります経理研究所が発足した昭和 34（1959）年は，我が国が敗戦の後遺症
から逞しく立ち上がり，経済の復興，成長へ向けて力強くテイク・オフした正に戦後経済の復興か
ら自立成長へと移行する歴史的な転換期ではなかったかと思います。
　そういう日本経済の大きな転機，流れの中で，産業立国を目指す新しい時代の要請に応えて，本
学の経営経理研究所が呱々の声を上げた歴史を観るとき感慨もまたひとしおであります。
　同研究所は，経営や会計・税務等に関する理論及び実務の調査研究を主眼とし，一方戦前からの
長い歴史を有する商学部の付属機関として，諸々の調査・研究の成果を同学部にフィードバックす
ると同時に，これまで会計士，税理士を始め，経営の実務に精通した多くの有能な人材を育成し，
我が国の経済界，産業界に送り出してきました。
　また「経営経理研究」という紀要を発行し，関連分野の諸問題に関する研究や調査・分析等に関
する活動結果が広く学外にも発表されており，斯界での評価も極めて高く，当研究所の今後の更な
る充実と発展に期待するものがいかに大きいかは言うまでもありません。
　21 世紀は正にグローバル化の時代でありますが，今日では更に AI やデジタル化の進展により産
業構造や企業の業務システム，そして私たち一人一人の生活様式まで変化を迫られる時代となりま
した。
　同研究所に所属する教員の皆様には，これまで以上にそれぞれの専門分野での研鑽を深め，その
研究成果を積極的に社会に還元し，寄与貢献することを期待してやみません。
　この 60 周年を機に，これまで多くの実績を蓄積された経営経理研究所が，更にその成果を遺憾
なく発揮され，学生への実務教育や公開講座等の充実と併せて，今後一層の御活躍と御発展を心よ
り祈念して，お祝いの言葉と致します。

経営経理研究所
創立 60 周年を祝して

理事長　福　田　勝　幸
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　拓殖大学経営経理研究所が，本年創立 60 周年を迎えるにあたり，心からお祝い申し上げると共
に，今日まで研究所の運営発展に努力してこられた関係者各位に敬意を表したいと思います。
　本学においては，建学の精神である海外において活躍できる実務にたけた職業人材育成のため
に，経営学，会計学が語学とともに重要視されてきました。経営経理研究所は，この伝統をさらに
発展させるべく「経営，会計及び税務に関する理論及び実務の調査研究」を主な目的として，昭和
34 年に設立されました。創立 60 周年を迎えた今日では，社会の情報化，グローバル化に対応し，
その目的は「経営・会計・情報・流通及び国際ビジネス等についての調査研究」と変わってきてい
ますが，その基盤となる学問は会計学，経営学であることに変わりはありません。
　大学では平成 28 年度より日本フランチャイズ協会の協力の下，寄付講座「フランチャイズビジ
ネス論」を開講してきましたが，更にこれを発展させ，フランチャイズビジネスの全般的な研究，
流通，マーケッティング分野における研究を深化させ教育に資することが出来るよう「フランチャ
イズビジネス研究センター」を本年研究所内に設置いたしました。このように実務と結びついた新
しい分野の研究を取り込みながら研究所は進化を遂げてきています。しかし，近年の技術の進歩は
目覚ましく，特に，ディジタル化の進展と共に急速に発展してきたデータサイエンス，人工知能

（AI）と結びついた電子取引，ディジタルマネー等の分野，そしてこれらを使って急成長してきた
米国における GAFA（グーグル，アマゾン，フェイスブック，アップル）や中国の BATH（バイ
ドゥ，アリババ，テンセント，ファーウエイ）のような情報通信産業の研究は，現代の実際の商取
引，経営と深く結びつき，世界的にも急速に研究が進展している分野ではないかと思います。経営
経理研究所においても，これまで 60 年の伝統と，歴史の上に立ち，更にこのような新しい分野の
調査研究にも取り組んでいってほしいと思います。
　現在，世界は新型コロナウィルス感染拡大により大きな危機に立たされています。このような危
機的な状況の中で，本研究所の使命である経営，会計，情報，流通，国際ビジネスの分野における
調査研究を推し進め，この新型コロナウィルス感染を克服した後の新しい社会におけるこれらの分
野の在り方が示されることを期待しています。

経営経理研究所
創立 60 周年を祝して

学　長　川　名　明　夫
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　拓殖大学経営経理研究所の創立 60 周年を，心よりお祝い申し上げます。これまで，研究所の発
展に貢献されてこられた多くの研究所関係者の方々のご尽力，ご努力に深い敬意を表するととも
に，研究所の一員として大きな喜びを感じております。
　私は，2013 年 4 月に第 17 代所長を拝命し，2 年間，所長として研究所の運営に携わらせて頂き
ましたが，在任中に『経営経理研究』の第 100 号（2014 年 3 月発行）の発行をむかえ，「歴代所長
による座談会」と祝賀パーティーという記念事業を実施させて頂きました。座談会には，伊藤善朗
先生（第 11，14 代所長），小原　博先生（第 12 代所長），三代川正秀先生（第 15 代所長），芦田　
誠先生（第 16 代所長）にご参加頂き，私が司会を務めさせて頂きました。また，本座談会の企
画・立案は，当時，研究所の運営委員・編集委員をされていた故・内田金生先生が担当して下さい
ました。
　座談会では，各種講座や公開講座が始まった経緯，紀要発行の今後や月例研究会のあり方，奨学
論文への取り組みと学部のゼミナール教育との連携，学内の他研究所との交流，そして知的サロン
的雰囲気をもっていたかつての研究所についてなど，多岐にわたる貴重なお話を伺うことができた
ことを今でもよく覚えております。
　また，1959（昭和 34）年に設置された，経営経理研究所の前身である経理研究所の創立 10 周年
記念事業として発刊された，『経営経理研究』創刊号（1968（昭和 43）年）のページを開くと，ま
ず，１ページに掲載されているのは経理研究所所長（当時）の三代川正一先生の「創刊のことば」
です。そこには，経理研究所発足時の苦しい状況として，「旧称二号館という建物の中で，薄暗い
電灯のもとで数人の学生を相手にして，暖房もないなかを白い息をはきながら授業をしたのがこの
始まりである」という文章があります。また，そのような地道な活動の結果として，「幾多の学者，
会計士，税理士の職業会計人と経理マンを養成した」とあります。
　私がこの研究所の存在を本学固有の特徴であると考えるのは，研究機関誌の発行や月例研究会を
はじめとする研究者の調査研究活動にとどまらず，関係者の皆様の熱意と強い使命感に支えられ，
一般にも開放された，上述のような公認会計士試験や税理士試験，そして日商簿記検定や販売士試
験などに向けた受験講座，夏期セミナー，奨学論文，コンピュータ普及初期における全国の高校教
員に対する電子計算機講習会や文京区からの依頼のコンピュータ講座，さらには地域の方々を対象
とした公開講座を実施するなど，広く社会でのニーズに対応するオープンな活動を積極的に行って
きたという理由からです。
　創刊号には，中曽根康弘総長（当時）の「創刊を祝して」も掲載されていますが，そこには，

「経理研究所が単に大学のためだけのものではなく，広く一般に開設された，社会性のある研究機

経営経理研究所
創立 60 周年を祝して

副学長・商学部教授　潜　道　文　子
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関として関係者に注目され……」という文章があります。
　まさしく，現在のウィズ・コロナ時代，そして，その延長上にあるといわれるアフター・コロナ
時代において，新たな時代の大学のあり方を考える上でも，経営経理研究所の歴史からひも解くこ
の拓殖大学の DNA ともいえる「社会性」の視点は極めて重要なのではないかと考えます。
　最後に，今後の経営経理研究所の益々の発展を祈念すると同時に，私も所員の一人として，何ら
かの貢献ができればと願っております。
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　経営経理研究所創立 60 周年を迎え，諸先輩方の研究に関するご情熱とひたむきなご努力があり
ましたことを痛感いたしております。私は平成 27 年 4 月 1 日から 4 年間，経営経理研究所の所長
を務めさせていただきました。当時，大役を仰せつかり，研究所の役割と所長の使命についてよく
考えたうえで，就任の挨拶で次のように述べました。

　　�　「教育基本法（平成 18 年改正）および学校教育法（平成 19 年改正）において，大学が果た
すべき役割は，学術研究，人材育成，教育研究の成果を広く社会へ提供することであると位置
づけられています。私は，大学が果たすべき 3 つの役割の中では学術研究が最も重要であると
考えています。それは，我々教員が水準の高い学術研究を行ってはじめて質の良い教育（人材
育成）や社会貢献（成果を広く社会へ提供すること）が可能になると思うからです。具体的に
は，以下のような運営方針を立てて使命を果たしていきたいと思います。

　　①�　紀要『拓殖大学�経営経理研究』は会員の研究成果を発表する機会を提供するという主旨
をもって発行されています。紀要の水準を上げることが経営経理研究所全体のレベルアップ
につながり，質の良い教育，社会貢献が可能になると思われます。そこで，紀要の水準を上
げるために，投稿論文を広く募集し，しっかりとした基準に基づいて査読を行い，論文の質
を上げていきたいと考えています。

経営経理研究所
創立 60 周年をお祝い申し上げます

商学部長・教授　中　村　竜　哉

質の良い投稿
論文の募集

査読による論文の
質向上

紀要『拓殖大学 経営経理研究』
の水準向上

経営経理研究所全体
のレベルアップ
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　　②　所員に対する研究助成，出版助成を実施していきます。
　　③�　質の良い投稿論文を増やすために，質・量両面で月例研究会を充実させていく必要があり

ます。参加者を増やし活発な議論ができるように，比較的会議の開催が少ないと思われる毎
月第 2 金曜日の午後に月例研究会を開催します

　　④　研究者から構成された読書会やスタッフセミナーの創設も行いたいと考えています。
　　⑤�　講演会やシンポジウム，公開講座を開催していきます。講演会等では，所員が所属する学

会における最先端の動向を報告していただきたいと考えています。
　　⑥�　「研究所奨学論文」を学生の研究成果をアウトプットする場としてとらえ，これを充実さ

せていきたいと考えています。
　　⑦�　文京区（財）文京アカデミーとの共催講座は地域社会への貢献の側面を重視し，実学を

キーワードとしたテーマで実施していきたいと考えています。
　　⑧�　地域社会や企業から調査研究の課題を募集し，課題解決策の策定や提言をし，地域貢献の

役割を果たしていきたいと考えています。
�
　特に，①の事業には力を入れて推進いたしました。私の在任 4 年間に，紀要を 12 巻発行いたし
ました。掲載された論文・研究ノート・書評等は 101 編に至ります。教育と地域社会への貢献に結
び付く研究活動に一定の成果をあげたものと思われます。執筆をいただきました先生方には感謝い
たします。ありがとうございます。
　④と⑧の事業につきましては実施できずに，今後の課題となっています。今後は，商学部教員の
1 人として，研究活動を中心にして学生教育と地域社会への貢献を果たし，経営経理研究所の更な
る発展に貢献できるように努力してまいります。
　経営経理研究所創立�60�周年をお祝い申し上げます。
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　1900（明治 33）年に創立した本学が来年大還暦を迎えます。1959 年 4 月に開設したこの研究所
は今年還暦を迎えました。学部の三年生の折，研究所が開講した「税理士・会計士講座」で簿記論
と財務諸表論を受講し，その（1964）年の 12 月に合格通知を受けたのがわたしと研究所のかかわ
りの始まりです。当時新進気鋭の大堺利實講師（のちに本学学長となる）が両受験科目を担当して
いましたが，その後，財務諸表論を嶋和重先生が，簿記論をわたしが担当するようになりました。
このように学部生のころから育ててくれた研究所の還暦は感無量です。
　研究所創立十周年を記念して本紀要『経営経理研究』が創刊（1968 年 11 月）され，その祝辞に
中曽根康弘総長が，初代研究所長を務めた佐藤勘助商学部長が巻頭論文を，檜田信男，井出貢，山
根勝次，嶋和重，本山實，三代川正次，小林末男，森垣淑，豊田悌助，江村元，斉藤明，足立武
雄，三代川正一らが寄稿し，当時の熱意が感じられます。とき同じくして 1970 年に，既存の大学
院に博士後期課程を設置することになり，そのために必要な集書活動を研究所が担い，研究機関と
して始動し始めました。
　研究所二十周年記念号（第 23 号）の投稿者は第 6 代所長の小林末男以下，嶋和重，三代川正秀，
後藤玉夫，直井繁らでした。特段「三十周年」と付した号は発行されませんでしたが，佐藤勘助先
生（1990 年 5 月 28 日逝去）の愛弟子である第 8 代所長の嶋和重が企画した「佐藤勘助先生追悼号」

（1991 年 9 月刊第 47 号）が三十周年号に相当するでしょう。ここには大堺利實，嶋和重，岡本治
雄，小林末男，秋山義継，後藤玉夫，川口榮一が寄稿しています。
　1997 年 4 月に名称が「経理」研究所から「経営経理」研究所へ変更され，1999 年 12 月刊の四十
周年号（第 63 号）に，増田英敏，今村哲，北中英明，小林政尚，小原博，井出喜胤が投稿してい
ます。この号に先立つ 62 号（1999 年 6 月）に，第 12 代所長小原博がそのころまでに退職された
功労教員（大堺利實，鬼形功，平石平一郎，河原祐介，西村林，川口榮一，三代川正一）の略歴及
び業績を特集し，これがその後の「退職記念号」に引き継がれました。
　五十周年の第 88 号（2010 年 3 月）は絹巻康史と小生三代川の寂しい寄稿となり，残りを大学院
生が編纂した（本誌）「総目録・執筆者一覧」で補充しました（なお，ここに挙げた寄稿者名は敬
称を略し，また論文・研究ノート・資料等に限定したことをお断りします）。
　当初研究所は「経営・経理及び貿易に関する」教育，研究，社会貢献を標榜して産声を上げ，学
生らの教育（資格取得講座や合同ゼミ活動）や社会貢献活動（コンピュータ講座や公開講座）に始
まり，時代と研究所員の要望に応えて，常設の教育・社会貢献機能と「資料収集」機能を縮小し
て，研究活動，特に紀要の発行と研究費の分配機能に特化してきたように見えます。
　本誌「六十周年記念号」が 118 号目となり，『経営経理研究』の紙価が問われる円熟期を迎えて
います。さらなる 60 年もあっという間に目の前を過ぎ去ることでしょう。その大還暦（121 年）
に向けて次代の研究所員とともに，研鑚の歴史を積み重ねられることを祈念しています。

研究所の還暦を祝し，大還暦を夢見る

商学部元教授　三代川　正　秀
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　経営経理研究所創立 60 周年を心よりお祝い申し上げます。正直なところ一口に 60 年と言いまし
ても実感がわきませんが，この間 19 人の所長，年報発行総数 118 号と聞きますと，歴史の重さを
感じます。表 1 は，経営経理研究所の歴代所長とその在職期間です。

表 1　経営経理研究所　歴代所長一覧及び在職期間

氏名（専門分野） 所　属 在職期間　　

初代 佐藤　勘助（会計） 経 理 研 究 所 1959（S34）.�3.�13　～　1968.�4.�20

二代 三代川正一（会計） 経 理 研 究 所 1968（S43）.�4.�20　～　1971.�8.�1

三代 大堺　利實（会計） 経 理 研 究 所 1971（S46）.�8.�1 　～　1975.�6.�13

四代 後藤　玉夫（情報） 経 理 研 究 所 1975（S50）.�6.�17　～　1977.�3.�31

五代 西村　　林（商学） 経 理 研 究 所 1977（S52）.�4.�1 　～　1979.�3.�31

六代 小林　末男（経営） 経 理 研 究 所 1979（S54）.�4.�1 　～　1982.�4.�30

七代 後藤　玉夫（情報） 経 理 研 究 所 1982（S57）.�5.�1 　～　1987.�3.�31

八代 嶋　　和重（会計） 経 理 研 究 所 1987（S62）.�4.�1 　～　1991.�3.�31

九代 工藤　秀幸（経営） 経 理 研 究 所 1991（H�3）.�4.�1 　～　1992.�3.�31

十代 瀬藤　嶺二（貿易） 経 理 研 究 所 1992（H�4）.�4.�1 　～　1995.�3.�31

十一代 伊藤　善朗（会計） 経 理 研 究 所 1995（H�7）.�4.�1 　～　1997.�3.�31

伊藤　善朗 経営経理研究所 1997（H�9）.�4.�1 　～　1999.�3.�31

十二代 小原　　博（商学） 経営経理研究所 1999（H11）.�4.�1�　～　2001.�3.�31

十三代 絹巻　康史（国際取引） 経営経理研究所 2001（H13）.�4.�1�　～　2005.�3.�31

十四代 伊藤　善朗（会計） 経営経理研究所 2005（H17）.�4.�1�　～　2007.�3.�31

十五代 三代川正秀（会計） 経営経理研究所 2007（H19）.�4.�1�　～　2009.�3.�31

十六代 芦田　　誠（交通） 経営経理研究所 2009（H21）.�4.�1�　～　2013.�3.�31

十七代　　　　　　　　潜道　文子（経営） 経営経理研究所 2013（H25）.�4.�1�　～　2015.�3.�31

十八代　　　　　　　　　中村　竜也（ファイナンス） 経営経理研究所 2015（H27）.�4.�1�　～　2019.�3.�31

十九代　　　　金山　茂雄（情報） 経営経理研究所 2019（H31）.�4.�1�　～　現在に至る

　周知のように，経営経理研究所（当初は経理研究所）は，拓殖大学研究所（昭和 15 年）と海外
事情研究所（昭和 30 年）に次ぐ本学 3 番目の研究所として，1959 年（昭和 34 年）に産声をあげ，
以来本学における経営会計分野の研究拠点として活動を行ってきました。研究・教育・社会貢献 3
本柱を中心とした経研の活動は歴史を通じて変わっていませんが，時代々で重点が変わってきた印

祝・経営経理研究所創立 60 周年

商学部元教授　芦　田　　　誠
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象を受けます。発足当時の研究会を中心とした時代から，やがて簿記講習会や税理士・公認会計士
受験講座，夏季合宿セミナーなど学生の教育に重点が置かれた時代（1965～1990 年代半ば），そし
てどちらかというと研究と社会貢献が中心となっている現代です。経営経理研究所の現在の具体的
な活動は，研究所所属教員への研究助成と月例研究会の開催，紀要「経営経理研究」発行などの研
究活動，並びに文京区民を対象としたコンピュータ講座や公開講座の開講など社会的貢献が中心と
なっています。オンラインか対面授業かコロナ以後の大学教育の在り方が問われている折，経営経
理研究所についてもその在り方が問われていると考えます。
　経営経理研究所のあるべき姿についてはさまざまな意見がありますが，原点に立ち返り「経営経
理研究創刊号（昭和 43 年 11 月 1 日発行）」に掲載されている中曽根康弘元総長の言葉が参考にな
ると考えます。「経理研究所が今後ますます巾広い，直摯な研究活動を通じて，広く社会に貢献し，
企業に役立つ人材を送り，さらに経営経理研究の先端を歩んで時代の要請にこたえる為一層努力し
ていかなければならない」，この言葉です。
　経営経理研究所が今後進むべき方向は，経営会計分野の最先端の研究を中心とし，その成果を教
育現場や社会に還元するところに同研究所の存在意義があると考えます。創立 60 年の節目を機に
改めて経営経理研究所の在り方を再確認し，さらなる発展を期すことも創立 60 周年事業の重要な
ミッションであると思います。この点を強調し，60 周年に寄せる言葉とさせていただきます。経
営経理研究所創立 60 周年おめでとうございました。
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〈論　文〉

IT による社会の形成と規制

金　山　茂　雄

要　　約

　情報通信革命の到来は，インターネットに代表されているように様々な場面，組織や情報の管理体
制，組織体活動に問題を提示した。この場合，企業経営に新たな一面を見ることができ，また重要な
側面でもある。人間の行動は「情報による社会への変化」，「イノベーションによる産業の活性化」，

「組織の再編」，「雇用」等に深く関わっている。
　情報による社会へのテクノロジーの進歩は，情報通信技術を基盤とした通信インフラとそのハード
ウェア，そして情報コンテンツのソフトウェアの融合と協調による総合的かつ複合的なテクノロジー
に支えられている。これらのことを踏まえて，IT 社会の形成のための諸問題，特に規制に関する現
状の把握が重要であり，企業などの事例を含めて段階的に整理し結論を導いていく。
　本研究では，はじめにテクノロジー開発の史的展開とその当時の社会背景を把握することに努め
る。さらにそれから社会の変化の様子を再認識し何が問題なのか，指摘する。また，事例を含めなが
ら未来社会へのテクノロジーの活用法の探究へ進み，IT の社会への役割など何を我々に与えてくれ
るのか，若干の考察を試みることにする。

キーワード： IT 社会，テクノロジー，規制と緩和，未来社会

経営経理研究　第 118 号
2020 年 10 月　pp.�11-25

1．はじめに

　トフラーは，「第三の波」の中で，米国では 1955 年から 65 年にかけて情報革命が起こったと述
べているが，これを裏付けるのが，プラートの著しい就業構造だと言える。これによると，1950
年頃のアメリカの工業人口は約 40％弱であったが，最近では 15％を切っているということである。
つまり，製造業の人口が減少しているということである。それは，情報化に伴うソフトウェアの利
用に移っているからである。それを反映しているのか，その後米国の情報投資は確実に増加してい
る。1968 年頃は設備投資のうち，情報機器への投資率は 10％ぐらいであったが，1996 年頃では
25％にもなっている。日本は，13％程度と，米国の約半分の投資率である。この数字は日本と米国
の情報化に対する温度差の現れである。情報が力の源泉となっている今日，日本は民間投資，公的
資本投資の両面で情報化に注力する必要がある1）。この時，米国では将来の基幹産業として位置付
け，全産業の 4 分の 1 に成長させようとしていた。
　個人の主観的な欲望，欲求などに経済行動の動機づけで知られる限界効用価値説は，今でも重要
な限界の価値学説の理論である。また，個人の主観的に望むものが個人の心理的行動に影響を与え
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る。それが経営者の場合，企業に深く関わりが生じ，経営者は，企業の取り巻く環境や市場の経済
現象を把握し，その経済行動を主体としての人間の様々な心理的要因を知ることができる。それが
重要になる。
　企業の再生させる場合，その多くがリストラによって達成している。リストラという企業内の人
事改革の波は中高年者，そしてバブル入社組の整理に続いて，新卒採用に波及してきた。その原因
は，バブル崩壊後の景気が芳しくないことであり，大学進学率増加，進学希望者全入学時代到来に
よって，新卒者の能力の低下傾向であるともいえるが，企業の雇用形態の転換が行われようとして
いるときであると考えられる。これまでにも，転換期は訪れたことがある。戦前から戦後へは，産
業そのものが農業から工業へと変わった。そして，戦後は産業の発展とともに経済成長期に入り，
戦後成長の頂点といえるバブル期へとつながる。バブル期には人手不足が生じ，企業は新卒大学生
をできるだけ多く確保し，他の企業に目移りされないようにあの手この手を使って苦心した。そし
て多くの外国人労働者の手も借りることとなった。農業に従事する人口は着実に減少し，20 世紀
後半には絶頂期にあった製造部門は，雇用面で重要性が低下した。また，従来型のサービス部門に
おいても，新たな雇用はほとんど生じていなかった。その代わりに，情報処理に従事する人口が増
えていった。政治・経済面に関しても，新たな時代が始まろうとしていた。それは一つのコンセン
サスを作り，情報社会という言葉で表現されている。
　今と違い 20 世紀は社会の移り変わりがゆっくりとしていた。しかし，情報社会は極めてダイナ
ミックなプロセスで多量の情報とデータが世界を駆け巡り，また速度も益々高速化した。情報社会
は，情報技術と通信技術そして，メデイアの三つの要素から構成されている。様々な製品・サービ
スが提供され，巨大な市場が誕生し世界の通信市場は，サービス部門だけ見ても 1995 年の 5000 か
ら 6000 億ドルの需要があった。つまり年率 8％の成長を続けることになるわけである。また，新
製品の導入サイクル・ライフサイクルも極めて短くなってきている。このことは，我々の社会が革
新的な製造社会へと変貌を遂げた結果であるといえる。これは製品についてだけでなく，企業の組
織構造についてもいえることで，市場について長期的に成功を続けたいと考える企業は，着実にリ
ストラなど社内改善に努力している。この傾向は将来も同様であり，一層強まるであろう。それ
は，すでにイノベーションによる市場変化が起きていることを示している。企業は需要の急速な変
化に対して，常にそれを調整していかなければならない。すなわち，立ち上げ期間を加速し，プロ
セスをより最適化し，そしてより顧客重視を思考していくからである。雇用の創出と産業の変化は
企業価値によるところがある。IT が社会の中心的役割へと変わるとき，IT は我々に何を与えてく
れるのであろか，興味深いものがある。
　情報による社会へのテクノロジーの進歩は，情報通信技術を基盤とした通信インフラとそのハー
ドウェア，そして情報コンテンツのソフトウェアの融合と協調による総合的かつ複合的なテクノロ
ジーに支えられている。これらのことを踏まえて，IT 社会の形成のための問題，特に規制に関す
る現状の把握が重要であり，企業などの事例を含めて段階的に整理し結論を導きたい2）。
　本研究では，はじめにテクノロジー開発の史的展開とその当時の社会背景を把握することに努め
る。さらにこれからの社会の変化の様子を再認識し何が問題なのか，指摘する。また，事例を含め
ながら未来社会へのテクノロジーの活用法の探究へ進み，IT の社会への役割など何を我々に与え
てくれるのか，若干の考察を試みることにする。
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2．社会的環境変化（諸外国の現状） と過去の開発競争

　AI 研究は 2 つの方向性に考えられる。一つは実際の問題を解く人工知能，もうひとつは，自身
で判断し何をする。この二つである。特に，後者は自律性があり，人工知能の特徴でもある。
　AI を取り巻く環境というのは，データが至るところにあり集まっている。IoT などは，コン
ピューターの中に現実のデータ・情報が大量に蓄えられている。単にセンシングデータだけではな
い。医療分野では患者のデータ，小売業では POS データで沢山のデータ・情報が残っている。つ
まり，様々な産業にデータ・情報が溜まっている。もうすでに深層分野に関する研究が始まり，そ
れを「深層学習」と呼んでいる。人間に関する研究の中では究極の分野・領域にあたる頭脳の部分
である。人間にとって深層世界は未開の領域でコンピューターの基本とされる計算の機能は，人間
が開発した。しかし，自分たちの頭脳の計算の機能がわかっていない。それを人間の頭脳の計算の
機能をシミュレーションする研究が始まった。コンピューターは，大量のデータを短時間に処理し
結果を出してくれる。また，いろいろなデータから規則性，特徴づけられたデータを抽出してくれ
る。米国の世界的な四大企業，「グーグル，アマゾン，マイクロソフト，フェースブック」に代表
される情報産業は，自分たちが保有しているデータをどう価値化してビジネスに結び付けるかとい
うニーズがわかっている。何かを検索する際，必ずキーワードを入力する。つまり，ユーザーは入
力したキーワードに興味を持っていることがわかるし，その周辺も同様にとらえることができる。
そこに宣伝を出していけば明確なニーズが見えてくる3）。

2.1　過去の開発競争と結果より

　コンピューター（ここでは以降，情報技術と称する）が普及し，通信のテクノロジーが進歩する
一方，コンピューター神話は崩れ落ち，「人と機械」との関係が話題に挙がっている4）。「人と機械
の共存」から「人と機械の共生」へとシステム概念も変化し，「従来の機械」から「電子機械」へ
と変わってきている。これは「アナログ」から「デジタル」への変化を意味する。同様に経済・経
営・社会・文化なども「デジタル化」の影響を少なからず受けている。このようなイノベーション
は以前にもあった。その一例として，東欧諸国などである。
　国際社会に目を向けると当時のソビエト連邦をはじめ東欧諸国の政治・経済体制の崩壊による民
族運動の激化と EU の台頭という相反するように思われる動きが見られるが，共に集団の中の「個」
の自覚として捉えられることができ，これらは「共存」から「共生」へと展開されることとして

「文化」レベルでのコミュニケーションの問題と考えられる。そこで，従来から続いてきた技術基
盤と産業社会（企業社会を含め）が根底からの変化を迎えようとしていることでもある。例えば，

「水」が「氷」になる現象や「蒸気」になる現象のようにも捉えることができる。特に，今では泥
で「水」が濁り「泥水」になるようなことである。技術の大きな変動は必ず大きな社会変動を生み
出す。今日，情報技術の革新によって，生み出した組織体を中心とする社会システムが崩れはじ
め，新しい社会システムが着実なテンポで多様に生まれようとしている。その方向は，「能動型社
会システム」，「参加型社会システム」などへの転換である。つまり，情報を利活用した社会への形
成であり，情報を活かした経済・経営の活動・展開を行うことである5） 6）。
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　経営・経済活動および展開の変化という意味では，情報技術の発展，つまりコンピューター史の
一部でも若干把握することができる。次に簡単に概観する。
　世界最初のコンピューターは，1946 年，ペンシルバニア大学のモークリ，エッカートらによっ
て開発された。後に，この技術的成果が一つの会社設立へと動くことにもなる。1951 年，米国政
府の人口統計局へ商品化した第 1 号機が納入された。パンチカードシステムに代表されるように，
コンピューターを活用したシステム体系の考え方もこの時期に生まれはじめているのである。パン
チカードシステムの開発メーカーは IBM である。その後，IBM は 1964 年に発表したコンピュー
ターが，ソフトウェアにより科学技術計算や事務処理などに適用した汎用コンピューターでコン
ピューターの世界市場の独占的地位までも築きあげたのである。
　経営・経済の側面から観ると市場にない「もの」を逸早く発明し，また開発すること，そして，
商用ベースに乗せることなど「先手必勝」の考え方こそ組織体の業界内の優位性を確保でき，さら
に商品開発や安定した経営へと進むことができる。また，これらコンピューターの開発において従
来から着目しなければならないのは，「数の概念」と「数学者」の存在である。なぜなら，コン
ピューターの内部は「数」という一種の「記号」であり，「暗号」でもある。それらが組み合わ
さっただけでは理解できないものに変わる。このことは，「記号」や「暗号」は全ての処理におい
て抜群の能力を発揮する。その能力の一つとして効率性や生産性などがあり，特に処理の速さの点
では特徴ともいえる。これらの能力を経営・経済の中で利活用することは，活動とその内容の変化
および展開の速さが増すことでもある。
　以上の史的展開は，コンピューターの発明と今日，先端技術の代表とされるインターネットにも
みられるように商用化への出発点が米国で，さらにネットワークを強化していく国家が日本である
ような規則性が導き出される。また，この事実関係は文化的側面から異なった文化圏の違いも根底
に存在する。
　一方，AI のような社会的環境変化をもたらすことにより労働の変化も起きる。テクノロジー

（本論文では，20 世紀が「技術」，21 世紀が「テクノロジー」と以後表すことにする）のイノベー
ション（本論文では，20 世紀が「変革」，21 世紀が「イノベーション」と以後表すことにする）が
社会全体に，特に労働面で，どのように影響したのかは，過去の「産業革命」が顕著に示してい
る。
　産業革命に近い事象が最近の労働市場である。働き方改革の下，労働に対する意識が変わってき
ている。現在，70 歳以上で働く人は，464 万人と 10 年前の 1.8 倍に増加している。こうしたシニ
アの力を活用する職場には，健康面で働き方の配慮なども求められる。
　仕事があるから健康でいられる。いつまで続けられるか 1 年，2 年が勝負になる。事実，70 歳以
上で仕事に従事するということは，社会の高齢化が示している。70 歳前半の就業率は，男性 41％，
女性 24％である。また，60 歳後半の就業率は，男性 58.9％，女性 38.6％といずれにしても多くの
高齢者が働いている。また，高齢者には体力の差があり，皆同じ仕事というわけにはいかない。し
かし，過去の経験が最大限活かした仕事をすることである。よって，複雑な仕事はかなり負担とな
る。よって，産業革命当時と同様に単純労働となるだろう。当時と比較して，日本の場合は，女性
の社会進出が目立つ。以前は，結婚後子育てが主で子育てと両立して働こうと考えていた女性は，
少なかった。しかし，近年の傾向もあり，仕事と子育ての両立が社会制度化し，可能になってい
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る。産休や育児休暇などである。特に，共働きの場合，夫も育児休暇が取れる制度になっている。
以前はなかった制度であり，様々なところで社会が変化している。
　産業革命により，単純労働が急激に増加し一般化した。これは，機械の投入である。それによっ
て，婦人・年少労働者も増えたのである。当時，英国の中心工業地帯で男子労働者 20％に満たな
い。字が書け，計算ができる者は全体の労働者の中で 30％程度である。このような中で，工場全
体としては，機械に依存して高度に作動せねばならない。この技術的基礎からの産物として「上
司」が「1～10 まで」細かく指揮し，労働者はただ命令に従って働くというトップダウン型システ
ムが産業管理システムとして形成された。決定権はトップに集中し，情報の流れは滝の水が上から
下に流れるように上は「指令」，下は「報告」である。これが 20 世紀のテーラーシステムにおいて

「思考作業を現場労働から分離」という原則となって展開し，フォードシステムにおいて「人びと
のところへ仕事を持っていくのではない。それぞれの仕事のところへ人を運んでいく」，「組立ライ
ンの原則を適用する本質的メリットは，労働者の側における思考の必要性を減らすことである」と
いうシステムに引き継がれ，管理社会の枠組みが作られた。それは，「各構成の単位間の一義的固
定」，「上下関係による統合」，「トップの意志決定は実行には必ずしも携らないし，ボトムレベルは
実行に携り意志決定に携らない」という構造である。また，市場経済はそれが「自由」に放置され
るかぎり「集中化」への傾向をはらむ。それが「集中進行型システム」である。大企業への集中と
ともに多くの市場において寡占企業による支配が成立する。そこで，資本は市場における消費者を
も支配しようとする。寡占企業によって系列化された流通経路は，メーカーから独立した流通業者
がその独立性に立って行いうる情報・商品についての選別，商業の社会性を失わせる。その構造条
件に立って，寡占企業は販売活動において，ある製品の若干の優越的な特徴をいかにそれが実体の
ないものであろうと，いかに微少なものであろうと，取り上げ，より大きく見せかけ人々の心によ
り意味あるように見せかけねばならない。すなわち，正しくない情報活動を展開する。いわゆる宣
伝や広告などの情報の氾濫とは裏腹に消費者は本質的には情報不足に陥れられる。また，消費者の
中に寡占支配の源としての無知が作り出される。消費者の無知が寡占のパワー資源になる。そこに
は，世の中の労働，消費，生産に対してごく少数の大きい者，強い者が動かすという権力集中型体
系の展開にほかならない7） 8）。
　情報の技術と変革に伴い，労働プロセスの在り方が産業革命発生からより一層変化したことは前
述において把握できる。
　技術の変革は従来の機械化のような「何も考えなくても，決まりきった仕事だけを行う」という
業務形態が大きく変わってくる。仕事の連結性に応えるために，全ての労働者は，自分が直接かか
わりを持つ部分についてだけ把握し，理解するのではなく，それぞれの部分が全体のシステムの中
でどのような機能と役割を持っているかについて全体的・動態的な把握，理解，認識，そして情報
を得なければならない。このことを満たすためには，全ての労働者が十分な一般的，工学的，管理
的教育水準と十分な情報と決定能力を持つことが要求されてくる。これは，一般労働者の知的，情
報水準の向上が産業だけでなく，社会全体に進む傾向にある。すなわち，機械的，定型的，反復的
な仕事などの単純労働の多くはソフトウェア化され，工場やオフィスから姿を消すこととなる。さ
らに，異なったポジションの仕事間の連結性が増え，仕事の境界がなくなり，柔軟性と適応性がよ
り一層必要となる。また，通信の分野でもパーソナルコミュニケーションとマスコミュニケーショ
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ンを統合しネットワークコミュニケーションという新しい形態が形成される。パーソナルコミュニ
ケーションは電話などの双方向，マスコミュニケーションはテレビなどの一方向，ネットワークコ
ミュニケーションは多数の双方向である。このネットワークコミュニケーションはマルチメディア
に相当し，個人がさまざまな技術とシステムで世界的，地域的，組織的規模で進めており，その活
動が各個人の情報選択，正確な情報の取得・発信に役立ち，さらにネットワークの基礎能力に寄与
している。そこには，管理する者と管理される者との境界がなくなり，それによって社会の構造に
影響を与え以前より言われている「情報を持つ者が世界を支配する」考えではなく「全ての人達が
支配する」ことにほかならない。つまり，参加型社会システム，参加型市場経済の考えに共通する
ところがある。

2.2　先端的テクノロジーと新しい経営の社会への役割

　ハイテクノロジーといわれる「新しい科学」，「ニューテクノロジー」は，10 年以上前から，ど
のように企業経営に活かし企業成長ができるか，と言われていた。一般社会では不透明，カオス，
ファジィなどと曖昧な表現で現状を表していた。詳細に分析すると世界経済の不況，特に先進的な
国の場合，最悪の状況であり，例外なく不況と財政赤字に悩んでいる。その最悪の環境下にありな
がら，収益を毎年上げている企業も実際にある。それは，各企業の本路線，方針の転換など多角化
が活発化してきたため，業界内が変化してきたことが原因である。いまでは，同じ業界・業種に属
していても発展・成長企業と低迷企業とが混在するというところが特徴的傾向になっている。ま
た，発展・成長企業の中で以外に大企業より中堅企業の活躍が目立っている業種もある。これら中
堅企業の手掛けている商品の市場は大企業が市場参入するには，量産効果が得られにくい分野であ
る。現在では，価格と競争力など大企業が参入したくてもできなくなっている。つまり，中堅企業
が技術的ノウハウなどを握ってしまった形になっているわけである。このような状況下では，企業
活動のために新技術の開発・研究により一層力を入れ，産業創出へとシフトしていかなければなら
ないのである。また，技術的ノウハウを持っていないマイナス部分を企業の技術提携により補い新
しい商品開発へと自社の進む道を切り開くほかないのである。よって，業界・業種の枠を越えた競
争と協調へと自然に方向性を見だすことになる。成熟した産業に革新的技術を採り入れ，またその
ために企業内では，抜本的な技術転換や設備投資が必要となる。その点，欧米では積極的に新技術
を導入し，環境変化に対応していく姿勢に遅れをとったところが多い。そして，情報と通信のテク
ノロジーのイノベーションは，メディアが集束した結果，誕生する市場の成長を実現する鍵をもっ
ている。マーケット・リサーチによれば，開発期間が 5 年に満たないような革新的な製品によって
生み出される利益は，今後ますます増加していくと分析している。研究開発に多くの投資を必要と
することで，当然そのためには慎重に，かつ徹底的なテクノロジーのイノベーションについての管
理を行っていくことである。それが欠けると製品開発や技術の進歩は間違った方向へ向かう可能性
がある。
　ここで重要なことは，テクノロジーのイノベーションというのはユーザーに対してメリツトをも
たらすものである。また，製品やサービスを提供する側の競争力というのは，単なる技術の向上に
よって決定するのではなく，顧客がその方向を決める。当然，技術にばかり過大に縛られてしまう
ことなく，技術革新のペースをさらに応用の分野にも拡大していく必要がある。つまり，企業に
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とってテクノロジーの真の課題は，急速なイノベーションとコントロールされた応用のイノベー
ションとの間の微妙なバランスをいかにして処理するかということである。長期的には，こうした
顧客指向の対応に成功した企業のみが市場において成功することになる。例えば，ドイツテレコム
はヨーロッパの企業の中で重要な経済分野におけるイノベーションの中でも比肩できる力があるこ
とを実証している会社である。ドイツの電気通信のインフラは世界でも有数のレベルにあり，その
栄光に座して何もしないことはない。技術の収集とそして重要な成長市場の融合によって，企業の
千里薬の舵取りを柔軟に行っている9）。
　イノベーションによって競争力は増加するが，これはイノベーションを顧客の求めるものに応じ
た製品に置き換えることのできる企業の競争力のみが増加していくのである。情報化社会は様々な
側面を持っているが，ユニークな成長市場であり，ここから実に多くの新しい製品やサービスが生
まれ，その源になっているのは直接，間接的に情報（電気）通信のテクノロジーであるといえる。
広い意味での情報を扱うことが，将来のビジネス・チャンスを生み，そうしたチャンスをグローバ
ルな社会の形成に活かしていけるかどうかは，企業自身のこれからの活動展開で証明されるもので
ある。また他，情報通信のテクノロジー等が新しい資源なら，この資源を最大に活用し，運用する
ことである。運用する「力」がビジネスを成功に導くことにもなると考えるものである。企業に
とってこのような社会状態は大いに意味深いものがある。物質的に生活が豊かになったということ
は，日常生活の中で多種多様の物が存在することを意味し，その裏には並みの商品やサービスの提
供では，消費者が感心を持たないことであり，たとえ商品を購入したとしても消費者自身が満足し
ない結果となるのである。そのような状況から企業は危機感を抱くと同時に存在すら危なくなるこ
とを意味するのである。現実にこのような現象が産業界や日常の生活の中で観ることができる。消
費者の欲求や要求は従来よりも多く，また，企業が消費者の求める物をなかなか捉えることができ
ないのである。その一方で，企業は他社に勝利する目的があり，ここに創造的経営の問題が現れる
のである。
　創造的経営の基本的な思考は，従来の戦略に由来する。しかし，テクノロジーのイノベーション
の発達と創造的経営の基本的な思考は，社会環境が従来と比べて大きく変化していることからもそ
の意味合いが変わる。従来の戦略は元々戦争から由来し，それはどうやったら相手に勝てるか，総
合的・全体的にあらゆる角度から策を示している。したがって，企業経営の場合，総合的・全体的
展望に立ち，他社との競争の中で，企業自体の優位性の維持と勝利する方法を示していると捉える
ことができる。そこで著名な研究者の見解を考慮にいれながら，次のように捉えることができる。
それは一組織が達成するだろう主要なサービスである。このようなサービスを創り出し，配分する
場合における主要な特異性の基礎でありその組織が必要とする諸資源の継続的流れを獲得すること
を可能にさせる。さらに，その特質として，一つ目は当該企業を何年にもわたって，導いていくも
のであり，動因を築き上げるための時間が必要である。二つ目は，創造的経営は企業目的の達成に
力となる一つの効果的な手段であり，新しい開発に導く活動の流れでもある。企業経営の策定者が
諸目的を決定し行う手法である。この決定は最終の目的を達成するための手段であり創造的経営に
係わる事業，製品，市場および実行されるべき機能，目的達成のための組織にとって必要とされる
主要方針に係わる規約を含んでいる。方針は事業計画を適切に実施し，実施のための達成される可
能性のある組織にいかに業務を配分できるか，を示している。三つ目は，社会環境の変化とは環
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境，社会，テクノロジー等の変化の割合，経営組織の増加と国際化，天然資源の希少性，コストの
増大が組織環境を一層複雑なものとしている。四つ目は，創造的経営が包括的な目的を達成するた
めの活動の全般的手順と諸資源の開発である。組織の目的とそれらの変革の手順，目的達成のため
に用いられる諸資源と獲得，利用，配備を支配する方針でもある。また，企業の基本的な長期目的
の決定と諸目標への到達に必要な活動である。これらのことから分かるように，企業がどのような
事業に参入したら経営の効果が現れるのかを決定しなければならない。創造的経営の目的は直接的
に市場に対しての主要方針・方向の機能などである。企業がどのように目的を達成するかは，他社
の目的と達成までは推測可能であっても決定までは至らない。それは，思考と行動の指標に対する
枠の設定に過ぎないのである。また，創造的経営は「組織目的に対する手段であるのが戦略であ
り，組織目的を達成する方法である」と捉えている。もちろん，到達地を幾つかにわけることによ
り選択性が生じてくる。選択性の現れが決定を生むのである。また，経路に従って活動することは
決定の履行であり，実行である。一つの到達目的があるならば決定と実行の双方とも必要になる。
いろいろな問題が発生し，戦略と目的はその問題と機会が認識され，解決し，新たな創造が出現し
て展開する。進展することがよりよいものへの発展とつながるのである。例えば，造船会社の飲料
水事業へ，鉄鉱会社の情報産業へ，情報産業会社のカメラ事業への参入など挙げられる。これらの
ことを踏まえて，創造的経営はある設定された目的に対して，最終到達点への手段であり，そこに
は，組織の哲学，使命の規定が設定され，その目的の中に存在し，一つの組織文化を形成してい
る。その中には，環境変化への対応，競争上の詳細分析と内部的組織分析が必要になり，長期的，
あるいは短期的，選択的，継続的な分析手法や出発地点から目的地に至る経路まで展開し活動して
いる。研究開発や商品開発が技術・研究開発戦略，製造が収益性改善計画戦略である。しかし，戦
略によるテクノロジーのイノベーションはその適応性に関し，テクノロジー中心の戦略では異なっ
た思考が存在する。

3．テクノロジーと規制のイノベーション

3.1　技術進歩と利用のため規制緩和

　IT の導入が企業の戦略上重要な一要因になっている今日，企業が競争優位，競争力強化などの
ため設備投資が不可欠となる。もちろん，経営の効率化と生き残りへの願望からでもある。ここで
は IT 導入が企業，企業社会に何をもたらしたのか，また，その影響から新産業創出への試みなど
を観てみることにする。そして，科学技術の領域や分野は，メディア等でも報じているように様々
な規制によって未来志向的に物事を考えることには不適用である10）11）。
　特に，規制と技術（テクノロジー）の関係は，新しいテクノロジーが規制と相性が悪いものが多
い。新しいテクノロジーは開発するだけでなく，規制の壁を破り突破して市場にて商品として，一
般大衆がその価値を知る。市場に出る前は規制（ルール）にしたがい，その商品がルールに沿って
いるか，チェックするのに時間が撮られる場合が多い。よって，本当にそのテクノロジーが活かさ
れて商品化されるのであれば，協力なリーダーシップがそこに存在しなければならない。
　規制に関しては，楽天のような場合は，めったにない。それは，電波はもともと国民の有限資産
であり，防衛省などが使用してきた携帯電話事業者が使いやすい帯域がありましたが，有効に活用
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されていなかったので，その領域を開放する形で楽天が携帯電話事業に新規参入することができ
た。携帯電話事業も 3 社となるとほぼ独占した市場となり，競争の原理が働かなく，良いサービス
などが停滞する。それが，楽天が新規参入し 3 社から 4 社に増えたことにより，競争環境が形成さ
れ様々なサービスが新たに展開されるだろうと期待している。
　規制改革は，テクノロジーの社会的な実装実験である。実際問題，ユーザーからの要望には壁が
高く答えられない事が多い。2007 年頃は，おサイフケータイが世の中に登場し携帯電話で支払え
るようになった。この方法で支払うとあとでクーポンが届く，いわゆる特典である。次に特典を使
いまた何か買いに行く。この現象は，リピータの消費者行動のパターンである。つまり，届くクー
ポンは，1 通のメールである。この 1 通のメールが多くの購買意欲を刺激するということである。
実際には多くの規制という壁にあたりユーザーの要望に応えることが難しいのが現状である。しか
し，テクノロジーの進歩が消費者の行動を変える力があの，いろいろな選択ができれば社会は，少
なくとも選択肢の分だけ大きく変わる。それができるのがテクノロジーである。テクノロジーは絶
えず現実の社会を観ながら進み，それが常に「デジタル化」への試みを実行しているのである。
　テクノロジーの実装社会がもたらすデジタル化は，規制から我々をもっと自由にさせると思う。
古い規制を取り払うことでイノベーションは高い評価を受けた。そして，テクノロジーが実装しや
すい社会形成ができれば規制の中の社会の閉鎖感を打ち破ることができる。テクノロジーの社会実
装がもたらすデジタル化は，いろいろな場面で本当に頑張っている人，社会が目指す目標に向かっ
て努力して実力をつけた人が評価される社会を実現できると考える。例えば，最近の社会状況の変
化から「在宅勤務」「テレワーク」が増えている。これは，時間も場所も問わず，障害があっても
社会参画できるソリューションである。都市に集中する情報やリソースにアクセスできる，いわゆ
る枠にはまった社会形成ができる。そして，管理や監視ができる社会でもある。
　金融業界では，通信と情報のデジタル化で大きく変わり，これからも変わる。さらに，AI の導
入がさらに推進され，いろいろな機会の提供ができる。例えば，飲食店が 2 店舗目を出すために
は，金融機関からお金を借りようとする。その場合，日本では資本金，運営年数，借入金額など，
時間をかけて金融機関が評価し決定する。米国では，クラウド化によって毎日の会計処理がリアル
タイムで観ることができる。結果的に，飲食店は 2 ヶ月程度の実績で 3 千万円ぐらい融資が受けら
れる。デジタル化のテクノロジーでリアルタイムに能力を測ることができる。もちろん，履歴も残
る。しかし，一般的な評価は反対でテクノロジーが入ることを規制が壁を作っている。よって，日
本では，規制緩和のための努力が必要になる。テクノロジーが規制緩和を成し遂げよりよい社会を
形成するのである。

3.2　規制と認証

　一方，規制で身動きが取れないのが認証制度である。認証制度が変わればどんなによくなるのか
分からない。近年，日本列島は大規模な災害に直面する場合が多い。例えば，大雨や雷で停電が多
い。それぞれを防ぐためにインフラ整備も重要で，各ビルに蓄電池があれば 2・3 日は持つはずが，
なぜか日本ではあまり普及していない。日本の蓄電池の価格は海外の 5 倍～10 倍と言われており，
価格は高く能力は残念だが半分程度である。技術力のある日本は，高性能の製品を開発できるし，
場合によっては海外の製品が入ってきても問題ないはずなのに，なぜ普及しないか不思議である。
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それは，海外からとなると輸入品となるつまり，貿易の問題であり認証が必要になる。この場合，
経済産業省関連の技術認証となる。また，特許にも関係する。蓄電池の場合は，電気をため利用す
るものであるが，電気を使うだけでなく，充電するため電力会社の系統へつなげるために，そのつ
なげるための認証が必要となる。しかし，技術認証の取得には，認証する団体等が技術試験を実施
し確認する。もし確認するための技術試験が実施不可能の場合は，いくら認証のための申請を行っ
ても認めてもらえない。なせなら，自分たちで申請内容が確認できないからである。もともと技術
認証の場合，申請確認ができる施設があることが絶対的条件になるが，このような場合が日本国
内，しかも経済産業省関連の団体であり，はじめから認証を認めないためのに存在している団体で
あるといえる。これでは，規制の中で，どうにも新しいテクノロジーの利用ができない。また，市
場の競争も生じないため，一般国民は，関知していないことでもある。なかなか民間企業からの要
望も通らない事案である。近年，規制の解除や変更は，関係する所管の省庁ではなく，外郭団体に
委嘱する場合も増えている。いわゆる以前実施された行政改革と同様で，許認可制の改革でもある
と思われる。つまり，JIS（日本工業規格協会）規格等には，いろいろな団体があることである。

4．通信と放送の規制およびデジタル化の事例

　日本の携帯電話料金は，質とのトレードオフの関係性のため，質の評価も必要である。海外，特
に先進国でも都市部でもつながらない場所は普通にある。しかし，富士山のような高い山でも写真
を撮影しインスタグラムにアップできる日本は，通信の質が高品質であることが証明される。つま
めり，料金体系だけで評価するものでないことが分かる。
　一方では，料金体系が高止まりになっていて，価格競争が起こりしづらいことも事実である。競
争原理や市場原理の社会では，非常に問題である。料金体系の価格競争が停滞しているということ
は，他の業界も同様になっていることが推察される。また，日本のモ倍業界が特有の構造問題とし
て A 社に利益を吸い取られていることが推察できる。A 社の端末機は，15 万円と高い。NTT ド
コモ，au，ソフトバンク，iPhone と Android の端末を同じ価格で売っているのは，iPhone が売れ
るようにそれぞれの通信会社が値引きをしているからである。値引きの原資は，毎月払う料金であ
る。端末と通信が一体で売られていることから端末を購入した者はわからないことになる。消費者
は分からない。通信料金と端末が別個で売ることで判断ができるようになる。端末を扱う会社や
メーカー，通信サービスが公平に競争できる。また，新しいサービスも期待できる。しかし，元々
放送業界には解決しなければならない問題が存在している。問題の構造は，日本放送協会（略称：
NHK，以後 NHK と呼ぶ）が毎年数千億円の受信料が入ってくるが，広告枠を販売して予算を獲
得する民間放送局（略称：民放）では収入の形態が異なる。そして，組織体としての規模に差があ
り，同じ放送業界で競争することははじめから難しい。NHK がインターネットによる同時配信を
30 年間実施しなかったのは国際化やマルチメディア化が要因であると考える。世界の先進国の公
共放送はパソコンやスマートフォンで見ることができる。近年，大規模な災害が起こり，同じ情報
を同じ時間帯で発信し，世界の人々と共通の認識を持つことができる放送が，テレビだけであるこ
とが問題であり，NHK のインターネット同時配信が必要である。この NHK の場合は，日本の経
済構造の問題であり，以前 3 公社 5 現業の民営化改革である。旧国鉄（旧日本国有鉄道）は，
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NHK と同様に国鉄は，私鉄と異なり鉄道事業のみに規制されていた。また，旧電電公社（旧電信
電話公社）も同様で電話事業に限り他事業はできない。当日，海外向けとして国際電信電話会社

（現在の KDDI）があり事業展開している。これらは，国民の税金で運営されている各省庁のよう
に国家ベース（国立機関として）展開する組織や組織体とその他の機関に分け，運営されいろいろ
な事業ができるようにしなければならない。現在も中途半端な形態で維持管理している組織や組織
体がある。それは国家機関が民営化され，その後株式会社となり株式を発行する。一般社会では，
民間組織や組織体としての会社である。つまり，一企業として存在するが，株式の 50％前後を国
家が保有している場合が多い。そのようにしなければならない理由はあるが，客観的にあり得ない
状況といえる。つまり，完全な民間企業として存在していないところに規制がそのまま残り運営さ
れている。
　NHK は，中途半端な現状から完全な各省庁と同様に，総務省の一組織や組織体として組込み運
営した方が社会的な役割や目的が明確になる。現在のように受信料を徴収し運営するくらいなら日
本体育協会（略称：日体協）が国家機関へ吸収されスポーツ庁（文部科学省の一組織）として新た
な組織として活動するように舵を切り替える時期でもあるといえる。
　3 章で述べたよう規制は，これからの社会には必要なしくみへの取り組みである。つまり，でき
るだけ規制による枠の排除である。大きな枠は国家や世界といった枠と同様に最低限のルールがな
いと無法地帯化する。日常の生活が安全であることで心が安定し安心した生活が過ごせるそのため
には必要である。デジタル化はインターネットに代表される重要なテクノロジーである。日本が新
しい規制の改革へ取り組む前提条件と捉えることは，新しいテクノロジーを前提にしない。これ
は，国内の法律と摺り合わせ作業から発生するとこか，それとも根本的に新しいものへの不安から
試みないのか，明確ではないが現在存在しているものから見直し作業が開始される場合が高い。つ
まり，新しいテクノロジーが社会で使用する場合，法律と照らし合わせて全てを作り替えることに
なる。これらは，何かを見直すときの大きな針として上げられている。しかし，大きな方針である
ため，各論の議論に進む過程で必ずつまずく，その後は先に進まないから議論がかみ合わず審議終
了の場合が少なくない。よって，見直しが行われたが結論として難しいとなり，先送りされ今後の
検討課題となる。デジタル化は，三つのポイントがあり上述した過程を経て進むのであれば結果は
明白である。一つは「リスクに応じた適性な規制への転換でリアルタイムに得たデータのデジタル
テクノロジーの利活用」である。例えば，石油やガスなど大規模プラント施設では年に 1 度全ての
稼働している機械等の設備を停止する。それは安全確保のための点検の実施である。現状のテクノ
ロジーでは IoT センサーと情報システムでの毎秒単位の監視が可能であるため 1 日全ての設備を
停止して点検するより，毎日稼働している状態での毎秒単位の監視情報の方が正確であり，安全も
確保できる。しかし，年 1 回安全点検が実施される。これも規制している結果である。また，年 1
回設備が停止すると安全点検の実施のためのコストが発生する。ネットワークに接続されていれば
センサーと情報システムで処理ができる。無駄なコストが削減できる。この規制の緩和がこの分野
や業界に限らすその他の分野や業界にも拡大し利活用ができるテクノロジーでもある。
　二つ目は「医療機器の CT 画像と AI との接続による正確な医療データの利活用のためのソフト
ウェアのアップグレード」である。以前は，ソフトウェアのアップグレードなどに対して規制があ
り，アップグレードができなかった。しかし，現在は法律の改正等もありアップグレードが可能に
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なった。元来とアップグレードするための認可申請が必要であった。

5．おわりに（テクノロジーと規制への課題）

　テクノロジーの発展が現代企業の大きな外的な力となり，社会を変えさせるものが存在している
ことが分かっている。新たな社会の形成がグローバルな意味の社会形成であり，その一方で企業
は，コスト削減，時間節約，業務改善，組織再編，情報の共有化，顧客との一体化など，その状況
の中でより一層市場，商品の需要創造，顧客創造，経営の質の向上，シェア拡大，利益最大化など
を追求しなければならない。
　市場はテクノロジーの利用により拡大へと向かい無限に拡がる。そのとき，常に情報が活用され
情報の選別能力が問われる。情報は企業にとって重要なデータで企業にとっては大きなメリットを
もたらす。そのためにテクノロジーが活用されるのである。現実の市場では多品種対応しなければ
ならない。そこにも情報のテクノロジーが使われている。もちろん，商品を購入する場合，パター
ン化した操作手順で工場への発注，生産，流通・配送と会社の一連の業務を処理することになり，
業務の短縮や経営コストの低下をもたらしてくれる。さらに，利用者は情報の共有化が活発に行わ
れ，企業のような組織階層とは異なり，各階層の水平化が行われ，よって企業の活動の効率化と市
場の商品取引の増加や企業間ネットワークの進展へと貢献度が増す。
　情報のテクノロジーの導入の効果が CRM の顧客との直接対応が可能になったわけである。IT
の幅広い利用とコンピューターに蓄積されたデータベースの活用により新たなテクノロジーのイノ
ベーションへと動き，将来的に利用拡大へのテクノロジーのイノベーションが進む。そこで，問題
になるのがデータベースに蓄積されたデータであり，データの質である。データの質が高く価値あ
るものでなければ企業間ネットワークの際，データの共有化が難しくなる。なぜなら，お互いのメ
リットがあるものでなければならないからである。よって，当然，企業間提携の際，詳細な規定，
規格等のルールが一つのカギになるのである。例えば，情報の共有による共同商品開発，共同市場
調査，消費者同志の団体といったクラブの設立などが可能であり，固定した顧客管理と市場への
シェア確保が可能になる。テクノロジーの利用がビジネスをより幅広くすることができ，そこには
顧客，発注，売上データの確認，さらに AI の利用で容易に管理ができるのである。
　マルチメディアやインターネットへの関心の高まりを観ると，IT のめまぐるしい変化の速度に
比べて，従来の広告・メディア等の分野は，新しいテクノロジーの戦略的理論化への努力が遅れて
いたが，1990 年代後半マルチメディアの情報のテクノロジー戦略的思考が取り入れられ急激に活
発化し，コンピューターと通信のテクノロジー等を結合し，さらに広範囲に活用・展開する傾向に
ある。そこで，メディアが新しいテクノロジー思考によりどのように変化しているのか，概観する
企業の市場活動という視点からマルチメディア化を観ると当時，次のような利用がある。①イン
ターネットやパソコン通信の普及とツールとしての利用。②衛星デジタル多チャンネル放送の開始
やケーブルテレビの広域化・利用可能。③ CD-ROM やゲームソフトおよび屋外の大型スクリーン
などの新しいメディアの販売促進利用などを含む次世代メディア開発，などが挙げられる。
　産業革命で見るように，機械が部品を作り，そしてたくさんの部品の集まりから新たな機械を作
りだす過程がより高度化することでどのような状態になるか，想像がつくだろう。つまり，オート
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メーションとメカトロニクスに繋がるのである。そこには，人の作業しているようすが見なくなっ
ていくのである。仮に IT 化の象徴であるインターネットがすべての人々に利用されるようになっ
たら，生産現場や工場から人の姿がなくなる可能性がある（20 世紀末に完成した世界的な機械メー
カの無人化工場がある）。つまり，雇用問題が発生する可能性が生じることになる。この社会的現
象は労働者の意識，生産現場の作業組織，そして雇用に多大な影響を与えることになる。また，企
業の定着率の低下，人間関係にも及ぶことになる。このようにテクノロジーのイノベーションに
よって，仕事に対する意識が変わる。つまり，コンピューターのハードウェアやソフトウェアの利
用には差がない。また，国際競争や企業間競争が生産性向上の絶対条件であると人々は認識するだ
ろう。
　以上から，社会や環境の変化がテクノロジーの進歩の結果であり，我々に還元してくれているこ
とは明確である。そのとき，社会的価値，意味が媒介となることも当然であろう。本論文とは直接
的な問いではないが間接的に述べると「これらのことを踏まえながら新しいテクノロジーが生活に
浸透し社会や生活，文化として特定の社会的性格，価値，意味が形成されるのであれば生活は社会
にしたがうことになる。」と考えられる。
　結論的には，本論文のタイトルである「IT 社会の形成のための規制と諸問題」の解決にはかな
りの時間が必要である。なぜなら，IT のようにテクノロジーのイノベーションが進む過程で生じ
る新しい問題がメリットもあるがデメリットもある。さらに，このようなイタチごっこを繰り広げ
ている状況をいつも繰り返すことに意義や本質があると言えない。そして，真に IT の社会への役
割などが何を我々に与えてくれるのか，今後も探究することにする。
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〈論　文〉

赴任者向けオンライン異文化研修の 
実施についての事例研究

鄭　　　偉

要　　約

　本論では，海外赴任者向け異文化研修をオンラインバージョンで実施したケースを事例研究として
取り上げ，実施の方法から課題と対策を紹介し，対面式で実施するオフラインバージョンと比較しな
がら，その効果と可能性について検討していく。最後に，これからの赴任者向け異文化教育とトレー
ニングのオンライン化によって，さらなる赴任者支援の可能性についての提言を試みたい。

キーワード： 異文化トレーニング，海外赴任者，グローバル人材育成

経営経理研究　第 118 号
2020 年 10 月　pp.�27-41

1．オンライン研修を導入する背景

　近年以来，オンラインによる E-ランニングの普及と反転授業の導入が，学校教育と企業研修の
現場に大きな変化をもたらしている。MOOCs（Massive Open Online Courses）　講義を配信する
ための ICT 技術の発展によって，「いつでも」「どこでも」教育をうけられる時代に突入し，大き
な関心を集めている。特に，新技能の習得というニーズと多忙な業務に追われるビジネスパーソン
にとって，場所の制限を受けず，断片的な時間を有効利用できるオンライン学習の需要は日に日に
高まっている。従来のオフライン研修における，講師と参加者との学習の場の共有，及びフェイ
ス・ツー・フェイス（F2F）のコミュニケーションによって保障される学習効果に愛着を持ちなが
らも，多くの企業が研修予算の再編と研修の効率化を検討していく中，一部の研修内容をオンライ
ンにて実施するように切り替えている。また，オンライン研修の可能性を模索しながら，その有効
性を高める研鑽も，企業と研修機構と共に進めてきた。
　その最中，2020 年初頭の新型コロナウィルスの感染拡大に伴い，2 月下旬より，多くの企業が対
面式の集合研修の取りやめを余儀なくされた。重要かつ緊急の研修や，中長期的に人材を育成する
カリキュラムに欠かせない研修などが開催される場合，ほぼオンラインのみの実施が可能という今
日において，オンライン研修の普及は急務である。
　これまで対面式で開催した研修コンテンツをオンライン向けに改変し，ZOOM や TEAMS など
のオンライン会議用アプリケーションを用いて，オンラインで実施した場合，本当に従来通りの教
育・研修効果を得られるか，また，どのような問題が現れ，どのように対策していくかなど，明ら
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かになっていない。従って，実践的なノウハウの共有や新しい可能性と価値の創造についての議論
が，現場の応用から研究の場までの重要かつ緊急課題となり，注目を集めている。本論では，2012
年より著者が運営してきた日系企業の海外赴任者向け異文化研修の実施内容とその実績と効果を踏
まえ，2020 年 4 月以降に同研修をオンラインバージョンで実施したケースを事例研究として取り
上げ，参与観察とヒアリング調査という定性分析の手法を用いて，実施の方法から課題と対策を取
り上げる。さらに，これまでにほぼ同様の研修内容を対面式で実施したものと比較しながら，オン
ライン実施の効果と可能性について検討していく。オンライン研修用のソフトウェアの活用など，
実施上のテクニカル面に焦点を当てるのではなく，ビジネスパーソンに向ける異文化教育とトレー
ニングの分野において，既存のコンテンツをいかにサイバースペースという空間において参加者に
伝え，知の共有という「場」において，学習の効果を生み出すかというプロセスに焦点を当てる。
最後に，ポストコロナ時代だけではなく，インダストリアル 4.0 時代における異文化教育とトレー
ニングの可能性についての提案を試みたい。

2．赴任者向け異文化研修の目的 / 特徴 / 内容

　海外赴任者の育成と支援は，グローバルに展開する日本企業にとって極めて重要な課題であり，
赴任者の異文化適応力と異文化マネジメント力の向上がその支援の重要な一環であることが多くの
研究に示され，施策提案がなされてきた（ブラック・グレガーゼン・メンデンホール・ストロー，
2001, 白木，2014，Meyer，2014）。これらの研究は 2000 年以降，グローバル経営と異文化マネジ
メントの視点から，海外業務に関わるビジネスパーソンにとっての異文化対応力に焦点を当て，そ
の能力開発の方法と学習内容を論ずるものである。赴任者の現地における成功の定義と要因が多様
であるため，異文化研修がもたらす効果を明確に検証することは難しいが，研修の狙いである異文
化対応力向上の重要性とビジネスにとってのプラス効果を提示している。海外でビジネスを行うビ
ジネスパーソンにとって，異文化適応力とコミュニケーション力が海外でビジネスにおける海外赴
任の失敗率が 42％と言われる中で，勤務する国の文化的差異から生まれる「カルチャー・ディス
カウント」が一番のマイナス要因に当たる1）。つまり，仕事をする文化的環境及び相手の変化に
よって，既存の「ビジネスコンピテンシー」と経験は期待通りのパフォーマンスを発揮することが
できず，タスクの遂行に障害が生じた。そのため，赴任者に如何なる海外赴任への動機付けをし，
グローバルビジネスに対応するマインドセット，異文化環境でビジネスを行う「カルチャーコンピ
テンシー」の習得と異文化の他者を巻き込むコミュニケーションスキルの提供が，企業にとって
も，赴任者本人にとっても，海外赴任するための重要な装備キットとなる。その一連の教育とト
レーニングを赴任前に行い，赴任者を支援することが赴任前異文化研修の目的である。
　本研修のケースとして取り上げる海外赴任者向け異文化研修は，複数の企業から派遣され，複数
の国に出向し，トップマネジメントからトレーニーまでの多様な層が参加する公開講座形式の研修
プログラムである。2012 年より始まったこの研修の参加企業も，2019 年までには 35 社にまで伸
び，研修参加者の事後評価のみならず，派遣後の現地評価と任期終了後の本人評価によって，研修
への継続派遣に繋がっている2）。通常行われる企業のインハウス研修に比べ，業界，企業の組織文
化の差異，参加人数や年齢層も考慮しながら，最大公約数である「海外赴任」に特徴付け，赴任者
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という役割で海外に行く対象者に特化した異文化研修として，「赴任者」，「方法論」，「発信力」と
いう 3 つのキーワードを中心に構成している。各キーワードに対応するプログラム内容について
は，上記の表 1 に纏めておく。
　「赴任者」という対象者に特化したこの異文化研修は，15～25 名程度の参加者に向け，1 グルー
プ 4～6 名とした上で，7 時間の実施を前提にコンテンツが設計されている。出向先が異なる 40 か
国にも及ぶ参加者を，毎回の人数と赴任先に合わせて事前にグループ分けをし，その際，同じ出向
先同士のネットワークづくりと共通の話題を議論してもらうため，なるべく出向先を纏めたグルー
プ分けをしている。講義の時間は 2.5 時間程度に抑え，参加者に主体性を持たせたグループワーク，
シミュレーション，ロールプレイを中心に，ワークショップ形式で行ってきた。この研修をオンラ
インバージョンに変更し両者を比較すると，実施の手法とコミュニケーション要素という点で大き
なチャレンジになるのは，研修の大半を占める，グループワークの部分であろう。場の共有を前提
に，対面かつ同時進行的に行う複数のグループワークを，どのようにオンラインで実現し，なおか
つ，いかに学習効果を保証するかは死活問題に違いない。ここで，グループワークで実施する演習
項目を，次ページの表 2 に，タイトル，所要時間，内容，狙い別を記しておく。
　上述したように，既存の赴任者向け異文化研修のコンテンツを大きく変えずに，オンラインバー
ジョンで実施するには，講義の部分の工夫も必要だが，何よりもワークの部分をいかなる形で「学
習の場」から「学習の空間」に移行し，「講師」と点在化する個々の「受講者」の間にインタラク
ティブなコミュニケーションが存在することが重要である。さらに受講者が「参加」し，共に「学
習」する疑似対面の効果，あるいはそれ以上ものを実現していくかが，勝負のポイントとなってく
る。つまり，メディアコミュニケーションの特徴である「1 対 N」，「N 対 N」という同時進行の特
徴を生かして，ワークショップを有効に実現する作業である。
　現時点，アプリケーションの機能で対応できないワークは，6 番のシミュレーションのみである。

「赴任者のチャレンジ」と名付けるこのシミュレーションゲームには，大人数によるインタラク
ションと非言語要素を含む五感を活かすコミュニケーションを要すること，シミュレーションの流

表 1　赴任者向け異文化研修の特徴と 3 つのキーワード

赴任者

長期間にわたるマイノリティー体験，アウェイ状熊でのビジネス
慣れ・適応の仕組みと文化的疲労の解消
着任直後のセットアップの方法，現地の視点を踏まえた上での PR 方法
現地での生活のセットアップと適応スキル

「赴任者」と「現地人社員」という役割の差異とその対応
赴任者の役割，ロールとタスクの設定　など

方法論

文化的差異がビジネスに与える影響を体系的に理解する
異文化マネジメントにおけるフレームワークとツールによる予測と対応の方法
カルチャーコンパス3）とアセスメントレポートの読み方
コミュニケーションによる文化理州の其践方法（COA モデル4））

発信力
日本的なものを異文化の他者に向けて発信
質疑・批判される際に，対応するための発信
ネガティブフィードバックによる現地人へのリーダーシップ・スキル
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れが参加者の随時の判断によって，対話相手を変更したり，1 対 1，小集団対 1，小集団対小集団
で行ったりという不確定要素が多く含まれるため，現時点では，オンラインによる実施が難しいと
考えられる。オンラインでこのシミュレーションを実現するためには，バーチャルリアリティー及
びより高速な通信技術の実現を待たなければならない。従って，オフラインバージョンからオンラ
インバージョンに変更した際に，唯一この部分を外した。その代わりに，赴任中直面する現場の
ケースから参加者に起こりうるものを取り上げ，ネガティブフィードバックの手法を用いた現地人
社員に対する説得と指導のロールプレイに置き換える。グループ討議とロールプレイの組み合わせ
で組み立てた，インタラクティブなワークであることに変わりはないが，シミュレーションよりオ
ンラインで実施する際のテクニカルな操作がしやすくなることは確実である。以下は，ZOOM と
いうオンライン会議用のアプリケーションを用いるオンラインバージョンの実施を紹介し，その課
題と対応方法についてまとめる。

表 2　赴任者向け異文化研修のグループ・ワーク

ワークのタイトル 時間 ワークの内容 ワークの狙い

1 異文化体験と感想の紹介
（アイスブレーク）

15分 参力者の異文化体験を紹介した上，そ
の感想を述べる

グループ内の自己紹介
異文化に対する 4 つの認知レペルの確認

2 グローバルビジネスにお
ける日本人の強みと弱み

45分 海外でのビジネスという文脈と関連付
けをした上，文化の相対性を用いて，
日本的ビジネスの特質を異なる視点か
ら捉える練習をする

グローバルビジネスにおける「相対性な思考」，
「アウェアネス」，「他者視点」の応用について，
参加者のビジネスの現状と関連付けをした上で，
実践力を身に着ける

3 赴任者の自己紹介 45分 着任直後，現地の同僚からのチェック
ポイントを意識した上で，現地の言葉
を交えながら，「価恒の提示」と「接
点作り」という 2 つのキーワードを
持って，自己 PR を行っていく

赴任者に対する現地の評価ポイントを理解する。
他者視点を踏まえた上での自己 PR の方法の習得
赴任前の準備リストをチェック

4 マルチレンズと他行への
アプローチ

60分 他者を理解する際に，3 つの視点を切
り替えながら，異文化の経営環境にお
ける「他者」への理解と接近の方法に
ついて学習する。まず，他者について
のマイナス的な印象をリストアップ
し，3 つのステップと，異文化認知管
理の手法を通して，処理していく

このメソッドを通して，異文化経営における多
様的な認知手法を学習，認知管理のスキルを上
げることによって，他者との信頼，協働，シナ
ジー効果を高める。類似性によるフィルタリン
グやリフレーミングなどの手法とスキルを学習
する

5 自分の文化的特徴を相手
に伝えよう

45分 文化的差異を意識した上で，�自分のビ
ジネスの特徽�（日本的なやり方，�組織
のやり方）� を相手に伝え，� 理解・納
得・共感してもらう練習。（例：ホウ
レンソウの実施，�根回し，�擦り合わせ
文化）

差異を理解した上で，相手のロジックとスタイ
ルを踏まえ，客観的な説明と説得のスキルを練
習する。赴任先の職場の課題と関連付けをし，
実際に対応する際の実践力を身に付ける

6 赴任者のチャレンジ（ビ
ジネスシミュレーション）

80分 赴任者がタスクを持ち，与えられた
時間内に現地人社員に向けてタスク
逹成していくシミュレーションゲー
ム。3 ランドを通して，現地人との間
の文化的差異による課題を発見し，
乗り越える試みをする

クスクと文脈づけ，学習してきた異文化コンピ
テンシーに関する知識・スキルを実践する。そ
の実践を通して，参加者自身の傾向と問題解決
のプロセスを理解し，コミュニケーションを通
して他者の文化を理解し，共にルール作りをす
る経験を赴任前に得る



― 31 ―

3．オンライン研修の実施について

　赴任者向け異文化研修のコンテンツをオンラインで実施する際の，オンライン操作の特徴を踏ま
え，①「事前資料と課題」　②「講義の部分」　③「ワークの部分」　と大きく 3 つの要素に分けて
紹介する。

①　事前資料と課題
　オンライン研修の場合，参加者が一方的に講義を聴く時間と，集中力の持続による内容の理解度
の課題があると言われている。また，「メインセッション」　「グループ」　「ワークグループ発表」　

「メインセッション」の移行に伴う，オンライン上の切り替え作業が頻繁に発生すると，大きなタ
イムロスが発生しやすい。また，参加者の個々人の置かれる環境でのネット通信状況のばらつきに
よって，研修の流れが想定よりスムーズではないことを前提に運営をしなければならない。そのた
め，必要な知識ポイントとワークの説明を事前課題として，一週間前までに，研修の教材と共に参
加者に届け，取り組むように指示をしている。
　知識獲得上のポイントは，主に文化的差異の理論とその説明の内容にある。この部分に関して，
教材スライド以外に，簡単な解説と事例を文書化し付け加えることによって，講義を聞かなくても
概要が理解できる程度の事前資料を配布する。さらに，研究当日のワークに備えて，事前課題を課
していく。その事前課題は，「当日の演習内容」　「演習目的」　「事前準備」　という 3 つの項目に
よって構成されている（表 3）。

表 3　事前課題の例

事前課題 3：現地社員に向けての自己紹介　

当日の演習内容：海外赴任直後，現地の同僚・ビジネスパートナーに向けて自己紹介をします。主に，現

地の同僚，ビジネスパートナーに向けて，自分の価値の提示をし，現地との親近感作りをします。冒頭と

最後の言葉は極力現地の言葉を使ってください。発表時間は 1 人 2 分です。

演習目的：赴任した直後に，現地人にチェックされるポイントを踏まえた上での自己 PR の手法の学習

事前準備：たたき台になるネタのベースを用意してください。

　事前資料と課題の提示によって一方的な講義の部分を減らしたことは，オンライン受講の疲労度
の低減に繋がり，参加者の内容理解の向上に役立った。また，事前課題の提示によって，参加者に
準備の時間を与え，作業の内容と目的を理解した上で取り組むことができるため，ワークの効率化
にも繋がった。さらに，オンライン研修におけるブレークアウトとメインセッションの切り替えに
よるリスクも大幅に軽減でき，個別演習間のステップアップ関係と演習と研修全体との関連付け，
及び整理にもなっていると言えよう。ただ，事前課題の取り組みがオンライン研修の前提となり，
参加者にその認識を事前の了承として得ることが重要なポイントなっている。今まで合計 4 回ほど
の実施経験からすると，企業の参加者が基本的にその仕組みを理解し取り組んだ上で，オンライン
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研修に参加している。

②　講義の部分
　オンライン研修において，講師が参加者の集中力とネット経由の送信によるノイズを考慮し，い
かに効率よく正確に伝えるかが，講義におけるもっとも重要なポイントとなる。そのため，講義形
式で発信する情報量を細かく分断し，一回の発話に付き 10-15 分以内に収めることを目安としてい
る。また，講師と参加者の間の対話感覚を強く意識し，一問一答をキャッチボールのイメージで，
双方向の流れで進行することにより，参加者のコミットメントを維持し高められる。　PC に向
かって話す講師が長時間座って発信すると，言語メッセージ以外のボディーランゲージを始めとす
る表情，ジェスチャーなどの非言語メッセージが制限されやすいため，経過時間と共に発信のメッ
セージ性が弱まる傾向もある。そのため，なるべく対面式と同様に，立って話した方が身体の動き
やジェスチャーを表出しやすく，非言語メッセージの量が増える。さらに，対面感を増すために，
資料の共有と話す PC を講師用のメイン機とし，もう一台の PC をサブ機として，参加者の受講様
子を見ながらチャット欄に入ってくるメッセージを確認する。サブ機の画面を大型スクリーンに投
影することよって，教室にいる全員に向けて講義をする擬似感覚が湧きやすく，今までのオフライ
ン研修に近いイメージを得られる。つまり，2 台の PC を通して，「送信」と「受信」を分けて行
うことによって，講師が参加者に向けて「講義」をする，というコミュニケーション感覚が得ら
れ，対面式で蓄積してきた講義の経験と暗黙知が生かされていくであろう。

写真 1　発信用の PC と受信用の PC 及び投影用のスクリーンの設置

③　ワークの部分
　対面式と同様に，赴任先別でグループ分けをした上で，ZOOM のブレークアウト機能を駆使し，
オンラインでのグループワークを進行できる。ブレークアウトとは，ZOOM の特徴的な機能であ
り，グループワーク分けの機能を指す。研修中，講師が参加者をそれぞれを割り当てられたブレー
クアウトルームに案内していく。ブレークアウトの時，音声や画面が共有されるのは同じブレーク
アウトルーム内のメンバーのみとなり，講師は自由にブレークアウトルーム間を行き来できる。そ
の機能の活用が，グループワークにとって最も重要なポイントとなり，成功するために下記の工夫
を行っている。
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　まず，参加者全員が初めてオンライン研修を受ける初心者と想定し，開始前からグループ分け /
ブレークアウトと，全体共有 / メインセッションに戻る，のテスティングと確認を行う。参加者の
個々人のネット環境に合わせ，必要なアドバイスを出す。例えば，家族に映像コンテンツ鑑賞中止
の協力を求め，ネット回線スピードを確保する。スマートホンでの参加者には，話し合いの際に，
ビデオをオフにするなど，テクニカルな障害を取り除く作業を研修開始の前に行う。
　つぎに，グループの数に合わせた台数の PC を用意し，同時進行中のグループワークの進行状況
を確認したり，アドバイスの追加を行ったりすることによって，オフライン研修とほぼ同様の関与
可能性を確保できる。講師は，各ブレークアウトルーム間を行き来できるが，各グループに順次移
動すると，各グループの作業に対するタイムリーな指示と助言を出せない。それによって，指示と
課題についての理解が不明確であれば混乱が生じ，予定通りのグループワークが完成できず，研修
全体の流れが乱れ，遅れが生じかねない。その対策として，講師のメイン機を用いての各部屋間の
移動をやめ，グループの数に応じた数の PC を用意し，各部屋に講師用のサブアカウントを作り，
随時に各グループの作業を確認できる状態を確保する。それによって，同時進行中のグループ内の
会話の様子と内容に応じ，タイムリーに軌道修正の指示やアドバイスを出せるようになる。「順次
入室」から「随時入室」へのセッティングの変更によって，グループワークの同時性が確保され，
講師対複数のグループとのかかわりが，対面式とほぼ同様の感覚以上に高い関与度を持って参加で
きる。それによって，ワークの効率性と生産性の向上に繋がると言える。

写真 2　グループ数分の PC の設置と研修中の確認

　グループワークの際には，討議の結果をまとめた上で，その資料をメインセッションで全体共有
をしながら発表してもらう流れとなっている。この作業をスムーズに進行するには，参加者にグ
ループワーク用のワークシートを与え，アウトプットイメージを提示する（写真 3）。グループ全
員がワークシートを持つため，ローテーションで書記を決めれば，作業の結果を記入した上で発表
できる仕組みになっている。ワークシートの共有は，作業のアウトプットイメージをより明確に提
示するのみならず，書記と発表者を替えることによって，参加者のグループワークと研修へのコ
ミットメントが高められることが確認されている。
　研修のタイムマネジメントとして，ブレークアウトセッションの時間設定はあらかじめ決めてお
り，多少の余裕を持たせるようにしている。それは，グループワークの時間追加（再度ブレークア
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ウトする）を回避し，1 回で完成できるような工夫に繋がる。ただ，平均以上のスピードで課題を
完成したグループにとっては，メインセッションに戻るまでの待機時間が確実に発生し，学習の弛
みが出てくる可能性がある。ブレークアウト後の断片的な空白時間を埋めるため，対面式研修時の
サイドディスカッションを意識して，参加者にグループ内の雑談時間として，研修と関連するテー
マを提示している。例えば，各社のコロナ対応の状況や，海外移動の辞令と実際に交替・移動する
タイミング，赴任先の出入国状況と住居探しの準備などをテーマとして提示している。参加者に
とって，他社の参加者との情報交換によって様々な気づきとヒントを得るよいきっかけとなり，オ
ンライン研修の疲れの解消と参加の充実感に繋がっている。
　グループ発表とロールプレイなどを実施する際に，カメラのオン・オフの切り替えによるハイラ
イト効果が生まれ，参加者同士の参加促進と主体性を強化した上での発表により，満足感の向上に
繋がっていると言える。ZOOM には，利用者の発話と動きによって，利用者の顔を画面上に投射
する仕組みがある。発表グループが発表する際に，他のグループのメンバーがビデオオフとミュー
トに設定することによって，発表グループのみが画面上に出てくる。その効果が，全員の前に立
ち，他の参加者に向けて発表する感覚と類似する。また，講師とのロールプレイの際も，このよう
な設定をすることによって，フォーラムシアター（討論演劇）に近い感覚で行うことができる。
フォーラムシアターとは，ある問題について，参加者がケースを文脈付けた上で，短い劇を演出す
る感覚で問題を解決していく手法である。一人の参加者がうまく対応・解決できなかったら，傍観
するグループの仲間が役者交替の感覚で異なるアプローチを試み，みんなでパフォーマンスを通し
た解決方法を探っていく手法である。そのため，ケースに対する解決案を「発表」するよりも，実
際に「演出」し体感的に解決してみる手法として，より実感を得やすいメリットがある。他のグ
ループの参加者はカメラオフにし，スクリーンという舞台を発表グループに与え，観劇という感覚
で学習できる。オンライン研修用に取り入れた現場のケース分析に，このウェブカメラの機能を活
かすことによって，近い感覚でフォーラムシアター的な演習ができ，1 日の最後という疲れやすい
時間帯に，良い参加喚起と学習効果をもたらしている。

写真 3　オンライン研修用のワークシート
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4．オンラインバージョンの特質と研修効果について

　赴任前異文化研修のオンライン化は，オフラインのコンテンツを PC とネット回線というメディ
アを通してそのままデリバリーするのではなく，上述した様々な工夫をし，オンラインによるコ
ミュニケーションの特性を生かすことによって初めて，効率よくかつ効果的に実施できると考えら
れる。メディアの変化を意識する際には，「F2F のコミュニケーション感覚を生かす」，「オンライ
ン新機能の活用」　という 2 つの側面がある。
　「F2F のコミュニケーション感覚を生かす」というのは，これまでの対面スタイルに近い状況を
作ることによって，参加者のコミュニケーションの効率と効果を高めるアプローチだと言える。例
えば，赴任者向け異文化コミュニケーションのような，ワークを中心とする研修プログラムを運営
する際に，個々の参加者のウェブカメラを常時オンにする必要がある。その際，個々の参加者が異
なる場所からオンラインで「対面」するため，音声のみのコミュニケーションに比して情報量は格
段に上がる。ウェブカメラの利用は音声情報に視覚情報が付け加えることとなり，コミュニケー
ションの質の違いは明らかである。また，上述したように，講師もギャラリービューで参加者の受
講状況を確認することによって，よりオフライン時の感覚を持って講義しやすくなる。例えば，ブ
レークアウト時の少人数グループディスカッションにおいて，相手の顔が大きく画面に映り，5 人
以内の討議であれば対面式とそれほど差異を感じないとの参加者の感想が聞かれている。
　モバイルメディア時代の特徴については，「いつでも・どこでも」と「いま・ここ」の再構成で
あると言われている（松下，2019）が，オンラインを前提とした「いま・ここ」の意義も，高速通
信 ICT 技術の発達によって高められる。オンライン上の対人コミュニケーションは，関係者同士
が限りなく F2F に近い情報量に満たされることによって，F2F のコミュニケーション感覚が喚起
され，活発になるだろう。
　オンライン新機能の活用というのは，オンラインの特徴を生かすアプリケーション機能の活用を
指す。例えば，ZOOM をはじめ殆どの会議用アプリケーションに会議チャット機能があり，資料
の共有，講義を聞くと同時に質問とコメントを入力して講師や他の参加者に発信できる。この機能
は明らかに，SNS とモバイルメディアコミュニケーションの特質である，1 対 N，N 対 N の通信
から由来し，オンライン会議アプリケーションで生かされている。対面研修の場合，参加者の多く
が講義途中で質問とコメントを出すことに躊躇し，講師に聞きたくても聞けない場面がしばしばあ
る。オンラインアプリケーションの新機能を活用することによって，このような問題が一気に改善
されていく。例えば，講師側が出した質問を，参加者が書き込みで回答する際に，他の参加者も話
を聞きながら他者の意見を確かめられるため，多角的な学習効果が得られていると言えよう。この
点については，参加者の事後アンケートにおいても明確に反映されている。
　最後に，赴任者向け異文化研修をオンラインの特徴を生かしたうえで実施した結果を，参加者へ
の事後アンケート評価の点数と自由記述欄の内容を踏まえて効果を検討していきたい。全体評価の
中でもっとも基本的な項目は，「講座の満足度」，「業務に役に立つか」，「講師への評価」の 3 つと
なっている。2019 年通年オフラインで実施してきた結果の平均値は表 4 の通りで，2020 年 4 月か
ら 6 月までに，合計 4 回オンライン形式で実施した点数と比較すると，それ程大きな差はないこと
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が分かる。

表 4　オフラインとオンライン研修の評価

講座の満足度 業務に役に立つ 講師への評価

オフラインプログラム 4.6 4.3 4.5

オンラインプログラム 4.2 4.25 4.15

　また，プログラムのオンライン化に伴い，参加者と人事担当者に事後ヒアリングを行った。代表
的な意見として，一部を抜粋し下記表 5 に挙げる。

表 5　オンライン研修の参加者意見の抜粋

・�Zoom での開催に大変感謝します。GW なども集合研修同様に実施でき満足です。（男性，30 代，大手メー

カー）

・Zoom 開催でありながら，GW を実施できた点。（男性，30 代，大手メーカー）

・�Zoom�によるオンライン研修であったが特に気になる点もなくテンポよく講座自体が進んでいたと感じ

た。（男性，50 代，大手メーカー）

・�講師の方が現地ローカルスタッフになりきった演習は，オンラインだけど非常にリアル感があって面白

く感じました。（男性，40 代，大手メーカー）

・オンライン研修であったが，それ故に気楽に質問しやすかった。（男性，40 代，大手メーカー）

・�GW の際，方向性が違ったときや議論が止まった時など，すぐに助け船を出していただきました。（男性，

20 代，大手メーカー）

・�Web 受講という環境下でしたが他の受講生との討議もでき，特に不自由な点もありません。（女性，40

代，大手メーカー）

・時世柄 Web 講座の準備を進めていただきありがとうございました。（女性，40 代，大手メーカー）

・短期間でとても完成度の高い講座を設計されたと感謝しております。（女性，40 代，大手メーカー）

・�また今回はネット講義でしたが，実際に会って講義をした方がやはりより密に行えると思います。コロ

ナ終息後はまた直接集まって講義を行ったほうが良いと思いました。（男性，20 代，大手メーカー）

・�テンポが良く，質問に対する回答も適切でした。但しネット回線の為，聞き取りにくい場面はありまし

た。（男性，50 代，大手メーカー）

・�速度や説明はわかりやすかったです。オンラインということで，何度かネット環境が不安定な際に講師

の言葉を逃してしまうことがありました。（男性，20 代，大手メーカー）

　もともとオフラインのためにデザインされた異文化研修のコンテンツとして，オンライン用に修
正を加えた上で実施したため，参加者の評価点数と事後調査における意見から，決して悪くない受
け止め方だと理解できる。また，3 か月と言う限定された期間の実施にしては，実施の成熟レベル
も数字に表れていると言える。個別評価とコメントを見る限り，講師への評価の低下は，ネット環
境と通信の質と関連すると推測できる。さらに，オフラインに比べ，プログラムそのものの構造が
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より固められたため，講師の経験による即興性の発信が減り，コンテンツそのものの存在感が大き
く感じられるとも言える。オフラインの場合，特に好評だった赴任者のチャレンジというシミュ
レーションの代わりに導入した，現地人部下指導のロールプレイも多くの好評を得ていたことか
ら，オンラインによる即興性があり，なおかつインタラクティブなワークの可能性にプラスの裏付
けとなっていると考えられる。また，参加者の反応とアンケートの分析から，20-50 歳までの受講
者の間に，年齢によるオンライン形式への反応の大きな差異はなかった。デジタルネイティブの
20 代に比べて，40 代後半の参加者も劣らぬ反応が見られた。年齢よりも，職種，職場環境，培っ
てきたビジネススキルといった学習経験との関連があるのではないだろうか。工場の業務よりもす
でにテレワークに慣れてきたオフィスワーカーや，日常的に使うビジネス・アプリケーション，
OffJT による学習・研修経験の多寡によって差が表れてきている。初歩的な参与観察とアンケート
から得た結論とはいえ，オンライン研修の進化と継続にポジティブな示唆を与えている。
　オンライン研修をオフライン研修と比較する際には，これまでの実施回数の差が大きく存在する
ものの，オンラン研修の継続運営によって改善を重ねていくことによる安定性に，参加者側のテレ
ワーク等オンライン作業に対する慣れも加わり，オンライン研修の実施効果が今後さらに向上する
ことが期待される。結論として，オンライン研修はウィズ・コロナの時世が生んだ一時的な代用品
ではなく，完全に新しい形態の研修として，ポストコロナの時代においてもさらに続き，発展して
いくと思われる。

5．将来の可能性と展望

　ICT の発展によって，情報伝達やコミュニケーションの速度と範囲が大きく発展している。さ
らに，モバイルメディア，ソーシャルメディアの発展によって，社会学者の Bauman（2000）が唱
える「液体」化社会からさらに「気体」化へ，仕事と学習，遊びなどの境が消えつつある（松下，
2019）と言われている。これまでに，Bauman は，勤務場所も時間も固定される工業時代の社会と
比較し，PC とインターネットの誕生によって，仕事の時間も場所もより流動的かつ柔軟になる時
代の特徴を「液体」化と定義してきた。モバイルメディアとソーシャルメディアの発展によって，
イノベーション産業を中心とする時代的特徴は，ビジネスとプライベートの境界線を曖昧にし，

「気体」化へと進むようになっていると言われている。赴任者向け異文化研修のオンライン化は，
多忙な業務という時間制限から解放され，集合研修に参加できない各地に点在する対象者も参加し
やすいというメリットが第一にあげられる。また，赴任前の多忙な時期に異文化研修に参加できず
に出向した人が，赴任してからでも現地でオンライン研修に参加することができるようになる。通
常，出張や担当ベースで現地と接点を持ってきた参加者が，赴任前研修で紹介された内容に関して
もっとも理解度が高いという傾向が明確に表れているが，全く出向先と接点を持たない赴任者に
とって，現地着任後，現場感覚と問題意識を多少持った上で参加すると，研修の効果が一段上がっ
ていくと考えられる。従って，着任後の 2 カ月以内に「赴任前研修」の内容を受けてもよく，寧
ろ，より高い効果が期待できる。これも，研修のオンライン化でなければ，実現できないことだと
言える。このように，オンライン研修は今後，オフラインと並行し，より多様なニーズに答えられ
るよう存続，発展していくに違いない。
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　さらに，赴任者向けの教育支援に関しては，オンライン化によってこそ，これまで以上に発展し
ていくだろう。2020 年の日本企業の採用面接においては，海外勤務中の赴任者がそこに加えられ
た。海外勤務を志望する学生に対し説明と面接を行う際，海外にいるという「遠隔」は障害になっ
ていたのではなく，寧ろ海外業務の内容と動機がよく伝わり，学生から逆質問される程効果的だっ
たという5）。文化が異なることに起因する誤解や思い込みによるストレス（自身・他者）を客観評
価して落としどころを作る作業は，とても現実的かつ必要なプロセスだと，赴任前研修を受けた大
手企業のグローバル人事がその意義を認識している。さらに，機会があれば現地に赴任中の方や
ローカルの社員と共に実施し，比較したいと述べている。グローバル化によって未体験のゾーンに
マイノリティーとして入る海外赴任者にとって，オンライン研修の深化はより強い支援を得られる
こととなる。また，赴任中の方や現地人の同僚が持ち込む「現場の空気」を赴任前研修に持ち込
み，「繋ぐ」だけではなく，現地と「重なる」ことが得られることによって，一段高い効果が得ら
れる。
　「赴任前」と「赴任後」の支援を検討する際に，時間上の継続性と空間上の連結を踏まえる必要
がある。以下に，赴任前研修から赴任後の支援（表 6）とオンラインによる本社と現地のコミュニ
ケーションの変化という視点から，これからの変化について検討してみたい。これまでの海外赴任
者支援の研修は，赴任前と赴任後に分かれている。赴任前のニーズが高く，企業の重視度によって
参加率が少しずつ上がっているものの，赴任後のフォローアップはコストやアレンジの難しさなど
の事情によって難航している。海外赴任は社員のキャリア形成にとって重要なステップであり，企
業にとっても大きな投資である。にもかかわらず，多くの日本企業では赴任前に異文化教育研修を
実施しても，世界各国に派遣後の赴任者に対する赴任後の現地適応を支援する施策を行うケースは
まだ少ない。

表 6　赴任前研修と赴任後フォローの内容と関連性
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　赴任者向け異文化研修のオンライン化を推進することによって，この継続性が実現しやすくな
る。現地に行き，現地で開催する赴任後研修の代わりに，まずオンラインで展開する「ミクロラー
ニング」6）がその支援を実現できる。赴任後のフォローを意識する「ミクロラーニング」は，アク
ションラーニングの要素を含め，赴任者が赴任前に学習した内容を現地で実践し，経験したものを
自ら語るというナラティブプロセスを経験する。さらに，それを赴任中 / 赴任前の駐在員（自社・
他社）とオンライン上に共有し，参加者同士の共有によって赴任前に学んだものを継続的に実践す
る。専門家からアドバイスをもらうより，より効果的にステップアップにつながる。従って，赴任
者向け異文化研修のオンライン化及びその拡大によって，赴任後の支援に繋がり，下記の 2 つのメ
リットが生まれてくる。　
　まず，赴任者が自ら生む，赴任者にとって最適な「集合知」の創出が挙げられる。「集合知」と
は，インターネットの普及によってアカデミズムによる専門性が低下しつつある中，オンラインス
ペースに集積する多数の群衆の参与によって形成する「知」である。これは，今の時代において新
しい知の変容として高い価値があると認められ（Surowiecki，2004，西垣，2014），組織のダイ
バーシティマネジメントにも繋がっている。赴任者の多様性，赴任先の多様性，置かれるビジネス
環境の多様性によって，オンライン上に形成される解釈，認知が，赴任後の大切な「集合知」とし
て機能する。オンライン上のこの共有プロセスは，「集合知」の形成と蓄積に繋がり，関わる個々
人の赴任者が，自らのものとして活用することができる。そのようにして，異文化を理解し，適応
していくのである。それは野中（1996）が提示したナレッジ・マネジメント・モデル（SECI）7）（刺
激しあう / アイディアを表に出す / まとめる / 自分のものにする）が示したとおりである。
　次に，オンライン研修が赴任後（時間），現地（空間）への延長によって，赴任者にとって大切
な「サード・プレイス」の形成に繋がる。「サード・プレイス」とは，Oldenburg（1989）が提案
した，プライベートの家とパブリックの職場以外に，家庭と仕事の領域を超えた個々人が定期的で
自発的でインフォーマルな，楽しみの集いのための場である。日本人にとって，行きつけの飲み屋
で常連同士が語りあう場がその好例に当たるだろう。インフォーマリティーとパブリシティという
要素が併用する「サード・プレイス」は，人間中心主義の街づくりに欠かせない存在でありながら
減少していると言われているが，オンライン空間においてはしっかりと構築されている。ミクロ
ラーニングや SNS が作り出すオンラインスペースが，容易に自然体としての「サード・プレイス」
を生み出し，「場」の提供となる。長期的に海外勤務する赴任者にとって，集合知の形成と情報の
交換も重要だが，文化的疲労の解消や，前向きなモチベーションの維持，つながる連帯感の醸出な
ど，赴任者にとってより重要な持続的支援になるであろう。これまでにも，邦人赴任者が多く集中
する上海，バンコクなどの街には様々なオフラインの会があるが，大きな関心を集めていながらも
運営に必要な時間とコストの問題によって持続性と規模がかなり制限されている。これもメディア
コミュニケーションの N 対 N の特徴によって，オンライン上にはより簡単に実現できる。コロナ
禍による移動制限の中，点在する赴任者によって開催されるオンラインの集いは，危機と不安に陥
る個々の赴任者に大きな支えになったことが，すでにそのサード・プレイス機能のよい事例を提示
してくれている。
　最後に，より高速な通信により，本社，赴任者，現地人幹部による，オンラインワークショップ
の開催がより実施しやすくなってくる。組織文化の共有，ビジョンづくり，経営視点の共有，長期
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的な課題設定など，異文化同士の協働によって進める作業が行いやすくなり，専門家による支援的
参与も行いやすくなる。ネット通信環境さえ良ければ，現在の「繋げる」状態から，さらにオンラ
インによる本社と現地の「並存する」，「重なる」状態へと発展していくだろう。そこで，本社と赴
任先の「並存」状態によって，新たなコミュニケーションの形態と組織空間が生み出されてくる。
例えば，組織文化浸透の課題は，この並存状態によって加速を促進されていくだろう。赴任者の大
きなタスクの一つである本社の理念，文化を現地に伝えるという，従来は時間と労力の必要とされ
る作業も，オンラインのワークショップやテレワークの増加によって達成しやすくなるだろう。本
社と現地，赴任者同士による新しいコミュニケーションの形態から，Castells（1997）が提案する
情報化の加速によって，参加者の間に構築されるプロジェクト・アイデンティティー（プロジェク
トの共有による共同体意識）の形成にもつながる。また，単なるコミュニケーションの手段から，
知の創造，コラボレーションへ，同じ会社に所属する職場感覚から，お互いの共通の価値観や目的
などをもとにして形成されるアソシエーションへ昇華していく可能性が高まる。
　今回の海外赴任者向け異文化研修のオンライン化を通して，ICT を活用し，時間や場所を有効
に活用する新たな研修スタイルが確実に進んでいると改めて認識できたと同時に，将来に向けて，
オンライン異文化研修の特徴である柔軟性と創造性をより意識し，参加者がいる「場所」を持ち込
む利点をさらに生かし，赴任前と赴任後支援の一貫性と一体感を進化させることによって，より新
しい形で多くの海外赴任者を支援できるであろう。

《注》
1）  カルチャー・ディテクティブ https://blog.culturaldetective.com/2014/02/11/failure-in-overseas-assign 

ments/（2020/06/24）
2）  2019 年度の派遣企業の合計は 35 社で，すべて大手企業である。参加者の合計は 315 名となり，赴任者

ではない人事担当者，オブザーバー参加者が含まれない。35 社のうち，年間 10 名以上参加の定期派遣
企業は 10 社，残りの 20 数社は年間数名程度の派遣である。

3）  Culture Compass（カルチャーコンパス）は，ホフステードの 6 次元モデルをベースに個人の異文化適
応力を測定するツールである。

4）  COA（Communication Oriented Approach）モデルとは，対象化された静的な「文化」を問題とする
のでなく，赴任者が現地社会や現地の人々とかかわる中で，相互作用を通じて自ら内部に「文化理解・
他者理解」をつくり上げていき，さらにその理解に基づいて行動していくプロセスに焦点を当てるアプ
ローチである。（鄭偉，「中国赴任者研修の新たな視点 ―コミュニケーション・オリエンテッド・アプ
ローチ」，グローバル経営，2010 年 6 月号）

5）  日本経済新聞 2020 年 6 月 10 日 12 版「大手に人材とられる」
6）  ミクロラーニングとは，コンパクトな学習内容を持続的に学習する E ラーニングプログラムである。
7）  SECI モデルとは，一ツ橋大学の野中郁次郎教授が提唱した，知識創造活動におけるナレッジ・マネジ

メントの枠組みである。個人が持つ暗黙知は，「共同化」（Socialization），「表出化」（Externalization），
「連結化」（Combination），「内面化」（Internalization）という 4 つの変換プロセスを経ることで，共有
の知識（形式知）になると考える。
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〈論　文〉

情報セキュリティ対応組織の経営組織論の 
視点からの研究

―実践論に基づく CSIRT 研究の可能性―

寺　本　直　城

要　　約

　本論文の目的は， 情報セキュリティ対応組織を経営組織論の視点から分析することの可能性につい
て論じることである。情報化社会がますます進展し，情報コミュニケーション技術の発展および経営
組織への普及が進む現代において，組織をコンピュータセキュリティインシデントから防衛すること
が重要な経営課題となっている。そのような社会的背景のもと，CSIRT（Computer Security Inci-
dent Response Team）を実装する，ないし実装しようと試みる経営組織が増えつつある。しかしな
がら，CSIRT の構築や運用は多くの場合において困難に直面していると報告されている。本稿では，
このような問題意識のもと，主にコンピュータサイエンスの分野から論じられてきたコンピュータセ
キュリティ対応について，経営組織の視点から展開していくことの可能性について論じた。
　本論文は，3 つのセクションにより構成されている。第 1 に，CSIRT の現状について論じた。ここ
では，CSIRT とは何か，そして，我が国における CSIRT の置かれた現状について明らかにした。第
2 に，CISRT 研究の現状について議論した。CSIRT 自体は，組織的な議論がそれほど数が多くはな
いものの行われてきた。組織的な CSIRT 研究・報告・議論がもたらしてきた貢献と，その限界につ
いて論じた。第 3 に，実践論的アプローチに基づく CSIRT 研究の可能性について論じた。CSIRT に
ついての組織の分析は今まで規範論に基づいて行われてきた。これらの研究の限界と新しい可能性と
して実践論に着目した。

キーワード： CSIRT，実践論的転回，コンピュータセキュリティインシデント

経営経理研究　第 118 号
2020 年 10 月　pp.�43-57

序

　本稿の目的は，経営組織の情報セキュリティ対応に対して経営組織論の視点からの分析・研究を
展開することの可能性について論じることである。近年，情報コミュニケーション技術（以下，
ICT；Information Communication Technology）の進展に伴い，多くの経営組織において情報イ
ンフラストラクチャー（以下，情報インフラ）の整備が進んでいる。これらの情報インフラは，企
業の業務の合理化・効率化に資するだけでなく，新たなビジネスチャンスを生み出す基盤にもなっ
ている。他方で，近年，企業を含む多くの組織を対象としたサイバー攻撃や大規模な情報漏えい事
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故などの，いわゆるコンピュータインシデントの発生例は枚挙に暇がないほど増えつつある。この
ような事情に鑑みて，近年，組織にとっては，コンピュータインシデントに備えることが非常に重
要な経営課題となりつつある。
　コンピュータインシデントから組織・企業を防衛するべく，情報セキュリティについての専門的
な対応組織として CSIRT（シーサート；Computer Security Incident Response Team）を構築・
実装する組織が増えつつある。この事実が重要なのは，コンピュータインシデントへの対応を個人
として行うのではなく，組織的に行おうと考える組織が増えているということである。今や，サイ
バー攻撃や情報漏えい事故は，悪意をもった個人によるものだけではなく，悪意をもった組織的犯
行である場合があることも指摘されている（松原，2017；横浜，2018）。他方で，そのような悪意
を持つ個人や組織によるものだけではなく，組織内部の構成員による悪意のない行為（たとえば，
単純なミス）などによって引き起こされる場合もある。もはや企業や組織の誰か個人的な構成員
が，以上のように多様な原因によって引き起こされるコンピュータセキュリティインシデントから
組織を守ることが困難になっている。情報セキュリティに対して組織的対応を行う必要性が増して
いるということを前提にするならば，情報セキュリティは非常に高度な技術的側面を有しつつも，
他方で，組織的な側面が今度さらに重要視されるようになると考えられる。萩原・杉浦（2017）
は，CSIRC（シーサーク；Computer Security Incident Response Capability），すなわち「コン
ピュータセキュリティインシデントへの対応能力

4 4

」という名称も過去に使われており，本来ならば
機能で実施すればよいものであるものの，チームで実施することや協働作業の重要性から CSIRC
という言葉は消え，CSIRT が残ったものと考えられると指摘している。
　以上の点から，本稿では情報セキュリティ組織の一つである CSIRT に焦点を当て，CSIRT を組
織論的な視点から論じることの重要性や可能性について論じたい。これらを明らかにするために，
第 1 に CSIRT および CSIRT 研究の現状について明らかにしたい。CSIRT はそのコンピュータセ
キュリティインシデントへの対応に注目されているという社会的背景があるにも拘らず，その構築
や運用については困難に直面している。このセクションでは，CSIRT とは何かといった根源的な
問いとともに，CSIRT が置かれている現状そして問題について議論していく。第 2 に CSIRT 研究
の動向を経営組織論的に分析するときの視点として実践論的転回について論じていく。第 3 に，既
存の CSIRT 研究の動向を組織研究の枠組みに当てはめながら，今後の情報セキュリティ組織研究
の方向性を示していく。

1．CSIRT の動向

⑴　CSIRT の現状

　CSIRT とは，コンピュータセキュリティインシデントに対応するための組織・チームを指す言
葉である。我が国最初の CSIRT である JPCERT/CC（ジェイ・ピー・サート・コーディネーショ
ン・センター；Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center）によれば，コ
ンピュータセキュリティインシデントとは「情報および制御システムの運用におけるセキュリティ
上の問題として捉えられる事象」と定義される。組織が有する，あるいは，利用する情報システム
や制御システムの運用を阻害するようなセキュリティ上の問題から，組織ないし組織の業務を守る
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のが CSIRT の役割である。
　コンピュータセキュリティインシデントに初めて関心が集まったのは，1988 年のアメリカの
MIT（マサチューセッツ工科大学；Massachusetts Institute of Technology）に送り込まれたモリ
スワームの問題であったとされている。モリスワームはインターネットを通じ，約 6,000 台のマシ
ンに感染し，それらのマシンに過大な負担を与えることでサービスを停止させるという事態を発生
させた。これがコンピュータセキュリティインシデントへの対応ということが注目される契機と
なった（cf. Eisenberg et al, 1989; Orman, 2003; 寺田 , 2016；萩原・杉浦，2017）。
　この事件に対応するために， 同年， CMU （カーネギーメロン大学；Carnegie Mellon University）
内に，DARPA（アメリカ国防高等研究計画局；Defense Advanced Research Projects Agency）
主導で対策チームである CERT/CC（Computer Emergency Response Team Coordination Cen-
ter）が設置された。これが CSIRT の源流であるとされている。CERT/CC は，CSIRT の構築や
運営を円滑なものにするためのガイドラインとして West-Brown et al. （2003）“Handbook for 
Computer Security Incident Response Teams （CSIRTs）”を作成している。このハンドブックに
書かれた CSIRT の構築・運営方法が一種のスタンダードとみなされており，CERT/CC が置かれ
ている CMU にちなんで CMU モデルと呼ばれている。その意味では，CERT/CC は，いまなおア
メリカの中心的な国家 CSIRT として影響力を持っているともいえる。
　また，コンピュータセキュリティインシデントはインターネットを介して爆発的に広がる恐れが
あるため，世界各国の CSIRT と情報共有などの連携をする必要がある。このような考え方をもと
に，CERT/CC が中心となって FIRST（The Forum of Incident Response and Security Teams）
が 1990 年に設立され，今尚，国際的な CSIRT 同士の連携を支えている。2020 年 6 月現在，
FIRST には 96 の国と地域から 531 のチームが参加しており，我が国からも 37 チームが参加して
い る（FIRST Members around the world https://www.first.org/members/map （2020 年 6 月 1
日））。
　CSIRT の役割については，一致した見解は見られないもののいくつかのパターンを見ることが
できる。West-Brown et al. （2003） によれば，CSIRT は通常，事前対応，事後対応，品質管理の 3
つのサービスの内のどれか，どれかを組み合わせて，あるいは，全ての業務を行うとされている

（West-Brown，2003；25）。事前対応とは，セキュリティインシデントについての情報収集・モニ
タリング，セキュリティ情報の配信や，インシデントの検知などのコンピュータセキュリティイン
シデントが起こったときの準備である。事後対応は，実際にインシデントが起こった後の対応とし
て，被害を最小化するように，インシデントのハンドリング，さらには解析などを行うサービスを
指し示す。品質管理とは，例えば現在多くの製品がインターネットにつながるように設計されてい
るが，そのように設計された製品や技術の評価・管理を行ったり，組織のメンバーたちに教育やト
レーニングを実施したり，啓蒙活動を行うことである。West-Brown et al （2003） では，それぞれ
の CSIRT が設定している目標や課せられた任務に応じて，これらのサービスを選択し，組み合わ
せたりしながら役割を全うすべきであるとしている。
　他方で，寺田（2016）は，CSIRT は消防署をメタファーとして説明可能であるとして，その役
割を特徴づけている。消防署は，火事などの災害が起こったときに出動し，それらに対応すること
だけが任務ではない。消防署は災害が起こらないように見回りをしたり，災害が起こったときに備
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えて訓練をしたり，防災設備の点検をしたりしている。CSIRT もそれを同様に，インシデントレ
ディネス（事前対処）とインシデントレスポンス（事後対処）の両方を行う必要があるとしている

（寺田，2016；99）。
　我が国においては，1996 年に JPCERT/CC が日本情報処理開発協会のセキュリティ対策室の分
室として設置されたのがはじめの CSIRT とされている。2007 年には当時 6 チーム存在していた
CSIRT が NCA（日本シーサート協議会；Nippon CSIRT Association）を発足した。これは，日本
国内の CSIRT 同士の連携を促進することを目的としていた。さらに，2012 年には NISC（内閣サ
イバーセキュリティセンター：National Center of Incident Readiness and Strategy for Cyberse-
curity）の情報セキュリティ対策推進会議における「情報セキュリティ対策に関する官民連携のあ
り方について」の中で，政府の調達契約において情報セキュリティの保全を目的に CSIRT の設置
について言及された。これを契機に，それまで情報セキュリティに無頓着であった企業も CSIRT
を設置するようになり，我が国における CSIRT の数は急激に増加することとなる。
　2007 年に 6 チームからスタートした NCA は，2020 年 6 月 8 日時点で 395 ものチームが加盟す
るようになっている。

⑵　CSIRT の問題点

　以上に見てきたように，CSIRT 自体の数は急激に増加しており，より実行力のある情報セキュ
リティ体制を構築することが重要事項になりつつある。しかし，この現状について様々な問題が提
起されている。
　IPA（（独）情報処理推進機構：Information-technology Promotion Agency）がまとめた 2020 年
現在の最新の報告書において，セイバーセキュリティ体制についてのいくつかの問題点が挙げられ
ている。第 1 に，サイバーセキュリティの予算が，人材ではなく技術投資に集中していることが挙
げられている。どうしてもサイバーセキュリティは，技術的な課題であると認識されがちであり，
組織の課題と認識されていない。IPA（2020）では，サイバーセキュリティが経営上のリスクとし
て認識され，短期的に効果を発揮する技術的投資が優先されることは自然な流れではあるものの，
中長期的な目線で考えるならば人材の育成・確保が必要であるとしている。 
　萩原・杉浦（2017）によれば，現在，我が国の CSIRT には 2 つの課題があると指摘している。
第 1 に，CSIRT が経営層の真の承認が得られないことを上げている。彼らは，予算に着目し，
CSIRT の多くが明確な形で予算が確保されていないことを根拠に，組織として真の承認が得られ
ていないと考察している。また，第 2 に現業との差別化の難しさを課題として挙げている。
CSIRT は専門的で技術的な知識の必要性が高いため ICT やセキュリティ知識に富んだ人物や組織，
具体的には情報システム管理部門が中心となって構築している傾向が強い。部署横断的な連携が必
要であり，且つ，現業との差別化を図るためにも，本来はリスク対策そのものを担う部門や総務部
門等のほうが適していると指摘されている（萩原・杉浦，2017；951）。また，彼らの研究の背景に
は，CSIRT の数が増えてきている反面，「名ばかり CSIRT」と言われる，活動実態のないものや，
あっても質の低い CSIRT が登場しているという問題意識も述べられている。
　 杉原（2018）も，人員や予算といった問題を指摘しているが，さらに，人事異動や査定・考課・
報酬についても問題を指摘している。CSIRT は専門性の高い部門であるにも拘らず，多くの企業
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で定期ローテーションが行われており，専門的技術の蓄積が阻害されていると述べられている。
IPA（2020）でも指摘されているように，コンピュータセキュリティの人材育成が我が国全体で遅
れており，専門性の高さから人材育成に時間がかかるという事情のなか，専門的技術の蓄積が遅れ
るのは問題である。また，CSIRT の活動は，経営層から業務内容が理解されにくく，評価もされ
にくいといった問題が挙げられている。
　以上のように，現在，組織の情報セキュリティに関する話題は，技術的要因は当然のこと，組織
的要因にまで拡大している。IPA（2020）の指摘にもあるように，組織の情報セキュリティに関す
る認識は，一般的には技術的要因と捉えられる傾向にある。あるいは，少なくともその予算配分と
しては，技術的投資に重きが置かれ，組織への投資がなされていない。しかしながら，IPA（2020）
の指摘にもあるように，そして，萩原・杉浦（2017），杉原（2018）が指摘するように，組織のコ
ンピュータセキュリティインシデントは組織的対応が重要になりつつある。その意味では，技術的
要因の重要性が一般的に認識されている現状においては，むしろ，コンピュータセキュリティイン
シデントに関わる組織的要因こそが問題であり，問題となりつつあるということである

2．CSIRT 研究の動向

⑴　CSIRT 研究の現状

　以上に述べてきたように，CSIRT やコンピュータセキュリティインシデント自体がまだ歴史が
浅いこともあって，CSIRT や情報セキュリティ組織の研究自体の蓄積はそれほど多くはない。し
かしながら，その重要性などから，最近増えつつあるのも事実である。
　先にも触れた West-Brown et al.（2003）が，最も古い CSIRT についての研究書である。2003
年版は 2 版であり，初版は 1998 年であるからひときわ古いものであるといえる。これは，CSIRT
という存在の解説であり，その要件や運用方法などを解説するものである。さらに，Penedo（2006）
は，CSIRT を普及させていくために，CSIRT の必要性や CSIRT の設立に必要な設備やコストな
どを示している。また，Globler et al. （2010） は，CSIRT の設立の際に直面する問題について分析
をしている。Penedo（2006）や Globler et al.（2010）も，学会報告での予稿集に掲載されたもの
であり，一連の研究成果として展開されているものは，国際的にも少ないといえる。 
　我が国においても，日本シーサート協議会編著（2016）は，NCA が主体となって CSIRT の構
築から運用までを解説している。また，IPA などが中心となって CSIRT を含めて，組織の情報セ
キュリティ体制についての現状調査について多く報告されている。他方で，横浜（2018）や松原

（2019）が，コンピュータセキュリティインシデントの企業にとっての脅威と，コンピュータセ
キュリティインシデントに対応することの重要性を説いている。彼らの文献には CSIRT について
の言及もされており，組織の情報セキュリティ体制の強化の具体的な方法にも触れられている。
　他方で，CSIRT あるいは情報セキュリティ体制について経営組織論の視点から分析・研究をし
たものについてもやはり関連学会における予稿集ないし報告書に掲載されたものが中心（e.g. 近藤
ら，2013a；近藤ら，2013b；近藤ら，2015；寺本・中西，2014；寺本ら，2015）で，体系だった
研究はそれほど多くない。
　それは海外においても同様で，たとえば Sawicka et al.（2005）は CSIRT そのものの分析ではな
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く，CSIRT が組織に及ぼす影響，とりわけ，組織の変革を促す影響について分析している。もち
ろん，このような視点は，経営組織研究を進めていくうえでは重要であり，興味深いものでもある
が，やはり報告書としてしか研究成果が蓄積されていない。
　我が国においては，CSIRT の現状についての分析を行っている文献がいくつか見られる。例え
ば，萩原・杉浦（2017）や寺田（2016）は，CSIRT の現状を，CSIRT の運用者の視点から分析し
ている。また杉原（2018）は，CSIRT のメンバーに対してアンケート調査を行い，現状の CSIRT
が抱える問題について定量的に実態を明らかにいている。
　また，CSIRT の現状調査・分析を業績として残した上記の研究に対して，CSIRT をケースとし
て積極的に経営組織の理論的拡張を目指した研究も見られる。たとえば，Takagi & Hoshi（2012）
は，CSIRT のメンバーたちが組織や技術を継承していくプロセスを，ストーリーテリングの視点
から分析している。また，Teramoto（2016）は，CSIRT メンバーの学習について，ゲーミフィ
ケーションと実践論の立場から，そのプロセスを明らかにしようと試みている。近藤ら（2018）
は，CSIRT が機能不全に陥っていくプロセスをレジリエンスの観点から明らかにし，「レジリエン
スの罠」という概念の提言を行っている。これらの研究は，我が国における CSIRT を組織論的に
分析した研究であるといえる。
　コンピュータセキュリティインシデントが組織に及ぼす影響についての研究や分析もここ最近に
なって急進展している。Clearfield and Tilcsik（2018）は，情報インフラや ICT が組織のシステム
を複雑かつタイトカップリングな状態にするが故に，大きな失敗・不祥事につながるということを
明らかにした。とはいえ，これはどちらかというと，Perrow（1999）のノーマル・アクシデント
理論をベースとした組織の失敗・不祥事研究であり，如何に組織が情報セキュリティ体制自体を解
明したり，強化したりするかといったことに焦点が当てられているわけではない。しかしながら，
Clearfield and Tilcsik（2018）の見解は，コンピュータセキュリティインシデントによる失敗を技
術的な問題ではなく，組織的な問題として扱っているという視点は本稿とも一致するものである。

⑵　CSIRT 研究の貢献と限界

　上述してきた，主に CSIRT の研究は，その原点にある West-Brown et al. （2003） の議論を前提
に進められてきているという特徴がある。West-Brown et al. （2003） は，世界で初めて社会的な問
題となったコンピュータセキュリティインシデントであったモリスワームへの対応を行ったコン
ピュータセキュリティインシデントチームに関わる諸団体が，その構築・運用の方法について解説
しているものである。そのため，CSIRT の構築・運用の教科書・参考書的な存在であると指摘す
ることができる。 West-Brown et al. （2003） は JPCERT/CC によってを邦訳され，JPCERT/CC
はこのハンドブックを我が国における経営組織が CSIRT を導入する際のガイダンス的な資料と位
置付けている。West-Brown et al. （2003） は，JPCERT/CC の Web ページからダウンロードでき
るようになっている。そこには，「この文書は 2003 年に公開されたものであるため，想定している
脅威や個別の対応策にはやや古いと捉えられるかもしれないが，背景にある概念は現在でも，また
どのような形態の CSIRT 組織でも同じように役立つ（JPCERT/CC Web ページ　https://www.
jpcert.or.jp/research/csirt　handbook.html）。」と述べられている。さらに続けて「本ハンドブッ
クが日本国内のインシデント対応組織とこれから作ろうとする組織へのガイダンスとなることを期



― 49 ―

待する（JPCERT/CC Web ページ　https://www.jpcert.or.jp/research/csirthandbook.html）.」と
述べられている。このことからも，少なくとも我が国における West-Brown et al. （2003）  が
CSIRT 構築・運用の教科書的存在と位置付けることができる。
　さて，我が国における CSIRT 研究は，この West-Brown et al. （2003）の議論を前提として展開
されてきた。たしかに West-Brown et al. （2003） の業績はコンピュータセキュリティインシデント
の対応事例として最も先進的な見解であったということができ，キャッチアップする立場であった
日本企業にとって，また，日本企業全体のコンピュータセキュリティインシデント対策を強化して
いきたい JPCERT/CC にとっては，有用な資料であったといえる。そのため，West-Brown et al. 

（2003）の議論を前提としてきた CSIRT 研究は，コンピュータセキュリティインシデント対策の
キャッチアップを測る組織や，組織にコンピュータセキュリティインシデント対策について理解さ
せたい立場の研究者たちにとって有用であったといえる。
　実際，CSIRT のサービス範囲についての議論や，CSIRT の権限についての議論（萩原・杉浦，
2017；寺田，2016）は West-Brown et al. （2003） の議論を原典として利用している。また，杉原

（2018）もアンケート項目のうちサービス範囲についての項目や権限についての項目は West-
Brown et al. （2003） の議論から抜粋されている。
　また，上述したように現状の CSIRT についての研究・調査は，IPA や NCA，JPCERT/CC と
いった機関の現状調査報告が中心である。
　以上に挙げた諸業績は，CSIRT ないし企業の情報セキュリティ体制に対して理念型を提示する
とともに，実際の解決策の参照点となり得るであろうという貢献を見出すことができる。
　その反面，これらの業績は実務的な記事であり，要件や構築方法の解説にとどまっており，様々
な境遇に立たされている CSIRT 自体の分析に踏み込めていないといった限界が共通してみられる。
特に本稿がめざす，CSIRT あるいは情報セキュリティ体制の経営組織論的な分析とは視点を異に
している。
　既存の CSIRT 研究は，規範論的な側面が重視されてきたということが指摘できる。もともと，
コンピュータセキュリティインシデントの対策は，コンピュータサイエンスやコンピュータセキュ
リティといったか科学の一分野として確立してきたものであるものの，CSIRT の構築や運用といっ
た問題は，コンピュータサイエンスやコンピュータセキュリティの文脈とは切り離されて，一歩遅
れて議論されてきた。それは，West-Brown et al. （2003） の「（コンピュータサイエンスが，科学
の一分野と認められるようになり，コンピュータセキュリティもコンピュータサイエンスの不可欠
な要素として認められてきたのと）同様に，セキュリティ分野において CSIRT の必要性が認めら
れるべきです（West-Brown et al., 2003; Ⅺ）。」という主張に表れている。この引用は，初版にむ
けたものであることから 1997 年時点で書かれた一節であることになる。そこには 1997 年時点での
問題を知ることができる。様々な組織のコンピュータセキュリティインシデントの脅威を認識し，
これに対応したいメンバーが CSIRT を構築したくても，経営層からコンピュータセキュリティに
関する問題に関する支持や理解を得ることが困難であるという問題が現場にはあったと考えられ
る。さらに，指示や理解を得られ CSIRT の構築が完了し，運用していくことになったとしても，
CSIRT とは何かを他の組織のメンバーやステークホルダーに理解させられるような文書情報がな
いことが問題であったとされている。そのような中から「CSIRT とはかくあるべし」といった規
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範が CSIRT 研究の主要な位置を占めてきたと分析することができる。
　しかし，このハンドブックが 2003 年に公開され，さらに 2007 年には日本語訳されて，誰でも利
用できる形で公開されているにも拘らず，CSIRT を取り巻く問題はいまだ未解決のままである。
それどころか問題がさらに多様化し複雑化している。未解決の問題としては，CSIRT の活動が，
経営層に理解されず，いまだに真の承認が得られないという課題があるとの萩原・杉浦（2017）の
指摘が挙げられよう。West-Brown et al. （2003） の問題意識の出発点は，まさにその経営層に活動
の重要性が認識・理解されず，構築に至らない，あるいは，構築が認められても運用が困難である
という CSIRT が多いということであった。にも拘らず，その問題意識がいまだに解決されていな
い。
　また，West-Brown et al. （2003） の時代に比べると，CSIRT の設置が必要とされる業種が増加
しつつある。例えば，NCA は当初，HIRT （日立製作所），IIJ-SECT （インターネットイニシアティ
ブ） ，JPCERT/CC，JSOC （ラック） ，NTT-CERT （日本電信電話） ，SBCSIRT （ソフトバンク 
BB） の 6 チームから発足している（NCA Web ページ，「設立趣意書」http://www.nca.gr.jp/out-
line/prospectus.html （2020 年 6 月 1 日））。この 6 チームは，我が国における最初期の CSIRT 群と
いうことができるが，これらの企業は全て情報通信産業に位置する企業群であった。当初 CSIRT
が必要とされていたのは，このような情報通信産業を営む組織であると考えられていた。しかしな
がら，特に我が国では上述したように，政府調達にかかる条件として CSIRT の設置を義務つけら
れたことから，情報通信産業に属せず，インターネットや ICT をユーザーとして利用する企業（＝
ユーザー企業）も CSIRT の設置が必要となっている。
　ここには少なくとも 2 つの問題点が存在する。第 1 に，萩原・杉浦（2017）の問題意識にあるよ
うな「名ばかり CSIRT」の問題である。政府調達という，いわば外部の圧力によって CSIRT とい
うものを作らなければならなくなったという事情から CSIRT が構築された場合，CSIRT があると
いうことを，政府調達の際に政府にアピールできればよいといった事態が起こりうる。そこで，
CSIRT という名前のチームのみを作成したものの，運用方法が理解されなかったり，実際に運用
することの重要性が理解されなかったりして，活動実態がなくなってしまうという問題が「名ばか
り CSIRT」問題である。
　第 2 の問題として，CSIRT の重要性・必要性が理解されることの難易度が上がっているという
ことである。当初，CSIRT が必要とされてきたのは，多くが情報通信産業を専ら営む組織であっ
たため，経営層まで比較的コンピュータセキュリティインシデントの脅威が理解されやすい環境で
あったと考えられる。他方で，ユーザー企業の場合，現場のコンピュータに詳しいメンバーがコン
ピュータセキュリティインシデントを脅威に感じ，CSIRT の重要性・必要性を認識したとしても，
経営層は情報通信産業の企業に比べると，コンピュータセキュリティインシデントに詳しくない，
ないし全く理解できない状態であることが考えられる。その場合，ユーザー企業において CSIRT
の重要性・必要性を認識させることは，情報通信産業の企業に比べると難しくなることが考えられ
る。また，この業界の違いは，設立後の運用にも関わってくる。特にユーザー企業の場合，現場の
コンピュータに詳しいメンバーに，コンピュータセキュリティインシデントの対応を頼り切ってし
まうということが起こりやすい。杉原（2018）の調査からも明らかなように，ジョブローテーショ
ンによってコンピュータセキュリティインシデントの対応のノウハウが蓄積されないといった問題
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も，現場のコンピュータに詳しいメンバーに，コンピュータセキュリティインシデントの対応を頼
り切ってしまうといったことにも起因している。
　このように，規範的な研究は CSIRT のあり方を解明し，確かに多くの企業・組織において
CSIRT のあり方について啓蒙してきたといった貢献をしてきた。しかしながら，その反面，特に
West-Brown et al. （2003） を前提とした研究や調査報告は，現状の多くの企業が抱えている問題の
解決には至っていない。また，そのような問題を抱える CSIRT や成功している CSIRT の構築・
運用過程に関する描写について，その枠組みを提供できていないという研究上の限界を有してい
る。

3．CSIRT 研究の言語論的転回そして実践論的転回へ

　以上のような，CSIRT あるいは CSIRT 研究の現状の限界を乗り越えるため，本稿では CSIRT
研究の言語論的転回そして実践論的転回の重要性を指摘したい。経営組織論において，実践論的な
転回が重要視されるようになって久しい。これは，組織現象を客観的な事物としてみなすという潮
流を見直すことに起源をもち，組織現象を言語による産物としてみなそうという第 1 段階の転回，
さらに，組織現象を組織のメンバーによる実践による産物とみなそうという第 2 段階の転回をさ
す。
　本章では，これらの組織論上の転回がどのようなもので，それが CSIRT 研究に展開されること
によって得られる示唆について考察する。

⑴　経営組織論における言語論的転回そして実践論的転回へ

　伝統的な経営組織研究においては，組織のリアリティは客観的な実在であった。すなわち，組織
のリアリティは，組織のメンバーとは独立に存在し，組織のメンバーの行動を決定づける力を持つ
ものであると考えられてきた。このパースペクティブからすると，組織のリアリティは所与であ
り，疑いようもなく存在するものと捉えられてきた。これは，伝統的な機能主義的な社会科学の伝
統によるものでもあった。
　それに対し，社会学で起こった言語論的転回が，経営組織研究にも影響を及ぼすようになった。
社会学においては，Berger & Luckmann（1966）を中心とした社会構成主義とよばれる潮流が興
り，社会現象の見方について根本的な見直しを迫った。社会構成主義のパースペクティブによれ
ば，社会現象は社会と構成する人々によって構成されるものであり，所与の条件とは見なされな
い。つまり，社会現象は客観的な実在ではない。そして，Burr（1995）によれば，社会現象を構
築しているのは言語によってである。
　この見方が経営組織研究に影響を及ぼすようになると，組織のリアリティもまた，組織メンバー
の言語によって構築されていると考えられるようになった。これが，経営組織研究における言語論
的転回である。
　たとえば，Orr（1996）は，ゼロックス社のコピー機の修理技術者に対するエスノグラフィー研
究を行い，修理技術者たちが言語によって組織のリアリティを構築しているプロセスについて解明
した。Orr（1996）は，技術者たちが自らの仕事について話すとき，問題処理や故障修理について
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の知識を共有するだけでなく，それによってアイデンティティを確立していることを指摘してい
る。また，これらの技術者たちの語りは，会社が準備したマニュアルや研修以上に，技術者たちの
知識の共有に活かされ，彼ら自身の意味世界，つまり組織のリアリティを構成していたのである。
　このように，組織を構成する人々の言語に着目し，その言語がどのような意味をもち，どのよう
に組織を構成しているのかを解明していくことを目指したのが，組織の言語論的転回であった。
　それに対し，さらに新たな潮流として出てきているのが，実践論的転回であった。これは，言語
論的転回が着目した言語の限界に着目している。言語についての限界は，例えば，Polanyi（1966）
の人間が持つ暗黙の次元についての議論などに表れてくる。人間は語り得ない次元の知識を持ちう
ることを考慮すれば，社会のリアリティを言語によって全て説明することは不可能である。ここ
で，実践への注目が要求されるのである。
　Schatzki（2001）によれば，実践とは「共有された実質的な理解の周辺に中心的に組織化された，
実体化され物質的に媒介された一連の人間の活動（Schatzki，2001：2）」と定義される。このパー
スペクティブからは，社会のリアリティは言語ではなく，実践，すなわち人間の活動によって構成
されていると考えられる。
　また，実践論的転回は，言語の限界を越えようとするだけでなく，伝統的な社会科学と言語論的
転回を架橋するものでもある。伝統的な社会科学における社会についての前提に疑義を唱える形
で，言語論的転回が出現してきたことは上述の通りである。これらは，伝統的な社会科学が，専ら
社会現象から社会の構成員の行動について説明しようと試みていたのに対し，言語論的なアプロー
チは，社会成員の言語の使用から社会の構成について説明しようと試みてきた。これらの両者の見
方は，社会から成員，ないし，成員から社会という一方向的な構成を想定していると，実践論的転
回を試みる議論では考えられている。しかしながら，これらは実際は両方向的，相互的に作用して
いる。社会成員の行為は，社会的なコンテクストの中から形成され，また同時に，社会的な行為は
社会的なコンテクストを構成するのである。
　この実践論的転回は，経営組織研究においては，実践共同体の議論以降注目されてきた。Lave 
& Wenger（1991）は，多様なコミュニティにおける学習の様態を実践という視点から解明した。
彼らは実践共同体とよばれる実践によって構成されているコミュニティへの参加することによって
あるコミュニティで一人前と認められる過程を明らかにしている。実践共同体の中で新人は，その
コミュニティでの作法を知らないために，周りの人々の真似をしながら，周辺的な実践を再生産す
る。この参加様態を正統的周辺参加と呼ぶ。これが，一人前になるにつれて，中心的な実践を生産
できるようになり，これを十全参加と呼ぶ。この実践共同体への正統的周辺参加から十全参加への
参加形態の変容を通して人間はコミュニティにおけるアイデンティティを確立すると同時に学習し
ていくことを明らかにした。　
　ここで重視されるのは，知識や技能といったものの客観性への疑義である。学習とは，本来，知
識や技能といったものが客観的実在物であるという前提から，それらは記述可能であると考えら
れ，その効率的・合理的な習得が議論されてきた。しかしながら，Blackler（1995）は①知識は静
的なものでなく動的であり，②客観的でなく主観的なものであり，③経験的なだけでなくアプリオ
リな認識によっても認識される　と伝統的な知識についての前提を批判した。彼は，知識（knowl-
edge）という言葉と使うのをやめ，知識化（knowing）という言葉を使うべきだと主張する。
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Blackler（1995）にあっては，この知識化の過程こそが実践そのものであった。
　Nicolini et al.  （2003） は，すでに実践という概念をベースにした組織における学習・知識化アプ
ローチは一つの確立した研究分野になりつつあると評価している。また，この実践の概念は，Wit-
tington（1996）, Wittington（2003）や Johnson et al.（2003），Johnson et al.（2007）によって経営
戦略論にまでその影響力が拡大されることになる。

⑵　CSIRT 研究の実践論的転回

　このように，社会科学あるいは経営組織研究における伝統的な方法，言語論的転回，そして実践
論的転回の議論を踏まえて，CSIRT 研究の実践論的転回とその可能性について考えていきたい。
　今までの CSIRT 研究は，伝統的な社会科学ないし経営組織研究に則ったものであったといえる。
既存の CSIRT 研究の多くは，West-Brown et al. （2003） に代表されるような規範的な CSIRT 像に
過度に依存していた。それらは，理想の CSIRT 像という客体があたかも存在するかのように前提
とし，その CSIRT 像の中でその組織のメンバーが従事すべき業務やサービスを明らかにしてきた。
また，現状についての調査・分析についても，客観的な実在として理想化された CSIRT と，眼前
にある問題を抱えた CSIRT，ないし，問題をクリアした CSIRT との差分を求める形で展開されて
きた。このような見方は，自然科学的な方法を用いて客観的な法則や真理を追究しようとしてきた
伝統的な社会科学の見方と一致する。
　他方で，これらの見方は，人間によって組織が構成されているという視点を欠くものであると考
えられる。言語論的なアプローチが，組織を構成する要素として，組織成員の言語に注目してきた
ように，CSIRT は CSIRT を構成する人々の言語によって多元的に存在し得る。そのような見方が
いままであまりなされてこなかった。
　現状，CSIRT が抱える問題の多くは，CSIRT をめぐる認識の問題であった。コンピュータセ
キュリティインシデントに脅威を覚える組織メンバーと，それを理解できない経営層の認識の違い
や，コンピュータセキュリティインシデントの対応を強化したい政府と，とにかく政府調達さえで
きればいい企業の認識の違いが，現状の CSIRT の問題として挙げられていた。これらは，伝統的
な社会科学における分析によって解決する問題ではない。なぜなら，これらの認識は，全て
CSIRT をめぐる多元的なリアリティだからである。伝統的な社会科学的方法論を用いた経営組織
研究として CSIRT 研究を進めるということは，このような CSIRT についての多元的な現実を前
提に議論することができない。しかし，CSIRT・CSIRT 研究が抱える問題を解明していくために
は，この多元的なリアリティの生成過程を解明していく必要がでてくる。このように CSIRT 研究
を言語論的アプローチで見ていくことによって，CSIRT・CSIRT 研究が抱える問題について解明
することができるということである。
　とはいえ，言語論的転回によって可能なのは現象の描写である。言語論的アプローチによる
CSIRT 研究では，CSIRT に関わる多元的な現実を描写することが主なミッションになる。また，
成功事例や失敗事例の質的研究を通した構築・運用プロセスの解明に留まることになる。実際，
CSIRT に関わる人々の活動が，CSIRT の活動を構成するのと同時に，CSIRT に関わる人々は，彼
らの立ち位置から活動を規定されている。その側面もまた解明される必要がある。
　とくに，長きにわたって JPCERT/CC や NCA では，West-Brown et al. （2003） を前提として，
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新出の CSIRT に教育を施してきた。また，IPA や JPCERT/CC は，West-Brown et al. （2003） を
前提として，あるべき姿の CSIRT を前提に様々な報告や提言を行ってきた。それが意味するとこ
ろは，West-Brown et al. （2003）  やそれらの報告書・提言は，実際に多くの CSIRT あるいは
CSIRT のメンバーの行為を形成しているであろうということである。また他方で，そのように構
成された CSIRT あるいは CSIRT のメンバーの行為が CSIRT を構成している。もはや公式の記述
や報告書やプランといった産物によるコントロールは限界であり，CSIRT 自体あるいは CSIRT に
関わる世界は，実践とその相互作用によって生起される場と認識するのが CSIRT 研究の実践論的
転回である。この規範としての CSIRT 論と，言語としての CSIRT 論を架橋していくことによっ
て，CSIRT 活動の実態を解明するとともに，現状多くの CSIRT が抱える問題の多くを解決できる
ものと考えられるのである。

結びに代えて

　本稿では，多くの経営組織がコンピュータセキュリティインシデントの対応を強化していかなけ
ればならないという現状に鑑みて，コンピュータセキュリティインシデントの対応組織である
CSIRT の組織論的な研究の今後の動向について論じてきた。
　多くの CSIRT は，その社会的背景とは裏腹に，構築や運用に対して様々な障害に直面している。
CSIRT 自体の認知度を上げたり，重要度を理解してもらうことが問題になっているということが，
多くの研究や調査によって明らかになってきた。
　既存の CSIRT 研究の多くは，伝統的な社会科学の認識論・方法論によってなされてきた。これ
は，CSIRT の理想の姿について啓蒙するという貢献をしてきた。他方で，既存の CSIRT 研究は必
ずしも，上述の CISRT が抱える問題に対して有効な分析がなされていたわけではなかった。
　本稿では，経営組織論の言語論的転回および実践論的転回に着目し，CSIRT 研究の言語論的転
回，実践論的転回の可能性について論じた。現在，CSIRT が抱える諸問題は，CSIRT についての
多元的なリアリティの葛藤状態であると考えることができる。そのようなリアリティが多様に存在
することを前提として，それらを記述・解明していくことが CSIRT の言語論的転回を通して可能
となる。また，今までの伝統的な CSIRT 研究と，CSIRT の言語論的な研究を架橋し。CSIRT の
活動自体の実態を解明し，今ある諸問題を解決していくために，実践論的な見方が必要になってく
ると考えられる。
　最後に本稿の限界あるいは今後の研究の展開について考えていきたい。第 1 に，研究方法につい
ての検討がなされていない。本稿では，社会科学および経営組織研究の潮流から，CSIRT 研究の
今後について論じてきたが，それらの研究がどのようになされるかといったことには言及していな
い。言語論的アプローチにおいても，実践論的アプローチにおいても，質的研究，特に，エスノグ
ラフィックな研究や参与観察，インタビュー法などの，いわゆる解釈的な方法がとられ得る。これ
は，言語論的アプローチ・実践論的アプローチが志向する社会や組織についての存在論上ないし認
識論上の特性から記述的な分析が求められることが明らかであるからである。とはいえ，本稿で言
及可能なのはここまでである。実際に，現状の CSIRT が抱える問題を効果的に記述・解明・解決
するための，より具体的な研究方法論について今後議論していかなければならない。
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　第 2 に，本稿では CSIRT の個別で運用される特性しか論じていない。本来，CSIRT は個別で運
用されるという側面以外に，企業内で横断的に他部署・他のメンバーと協力しあって運用されると
いう側面と，他社・他業種の CSIRT 同士で連携しあうという側面が存在する。CSIRT の活動は，
自己完結的な業務ではなく，常に企業内外との連携が必要であり，場合によっては，競合他社との
連携ですら必要となる場合がある。本稿では，そのような CSIRT の他部門との連携や CSIRT 同
志の連携を通した相互作用を前提とした活動形態について言及していない。より CSIRT の活動に
ついて明らかにするためには，この連携を前提としているという側面についても焦点を当てて，議
論していく必要があるだろう。
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〈研究ノート〉

銀行簿記精法の怪

三代川　正　秀

要　　約

　スコットランド人アレキサンダー・アラン・シャンドは，幕末から明治 10 年に至る約 10 年の間，
この国の金融・銀行制度，なかんずく銀行会計制度の確立に努めた。これが後世「シャンド式簿記」
と言われ全国に普及することとなる。産業革命を早期に経て近代工業国家となったユナイテッド・キ
ングダムから，極東の果てにやって来たお雇い外国人が教授した簿記とその会計報告書に関わる多く
の疑問，大志なかばにして帰国を余儀なくした理由やその後の政・財界邦人との交流など，シャンド
について不明な点が多い。これらの疑問を簡明にするのが本稿である。

キーワード： 国立銀行条例，銀行簿記精法，シャンド式現金出納仕訳帳，英国式貸借対照表，配当宣
言型財務表，世界一周の交通手段と所要日数

経営経理研究　第 118 号
2020 年 10 月　pp.�59-83

問題の所在

　昭和 48，9 年のころに配当宣言型の財務表について考えたことがあった（三代川 1976）。「配当
宣言」とは，昨今見受ける，株主総会の議を経ず取締役会で剰余金の配当を決定した財務表の形式
のことである。これは株主総会で取締役が毎年信任を受けている場合，会計監査人により適正が確
保された計算書類を取締役会が確定（宣言）し，（総会の議を経ずに）剰余金の配当を可能とする
新設会社法の規定にある。既に筆者は拙稿「英米法と大陸法の会計思考の相異」（三代川 2019）で
これを紹介した。
　昭和 49 年に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（商法特例法）」が制定され，
資本金 10 億円以上の会社への強制監査が始まった当時は，未だ商法監査役監査（原始商法第 218
条「会社ハ…利息又ハ配當金ノ分配案ヲ作リ監査役ノ検査ヲ受ケ総会ノ認定ヲ得」とある） の時代
であった。まして商法典制定以前の株式会社創設期には，不完全な会社自治のもと，配当の決定等
の利益処分が監督官庁の許諾事項であるケースが多かった。
　明治の初め，近代株式会社制度の手本となる銀行創設期に，（取締役会の declared）配当宣言型
の財務表が実践されたことはあまり知られていないが，そこで実践された伝票起票を伴う「銀行簿
記」は第一国立銀行をはじめとする国内隅々の金融会社に普及していった。わが国銀行経理の教師
とされるアレキサンダー・アラン・シャンドが教授したこの簿記システムは，昭和三十年代後半か
ら機械会計が導入され，四十年代に入りコンピュータが導入されると，百年を待たずして姿を消し
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てしまった。
　シャンド・システムと言われるこの銀行簿記を論ずる研究者は多くはなかったが，片野一郎をは
じめ，久野秀男，西川孝治郎，高寺貞男などの著名な論考を参考に稚拙な小稿を 45 年前に綴った。
最近シャンド・システムにスポットを当てた優れた論述を見かけるようになり，シャンド簿記ない
しその経理に抱いていた疑問を再度紐解こうと筆を執った次第である。
　　片岡泰彦稿「アラン・シャンド『銀行簿記精法』に関する一考察」
  大東文化大学『経営論集』第 15 号（2008 年 2 月）
　　片岡泰彦稿「マルシュの簿記書」大東文化大学『経済論集』第 98 号（2012 年 10 月）
　　白坂　亨稿「『銀行簿記精法』の成立過程における問題点に関する一考察」
  会計史学会報『会計史』No. 29 （2010 年）
　　白坂　亨著『わが国会社財務制度の形成過程に関する研究』
  大東文化大学研究叢書 31（2013 年 3 月）
　一介の銀行員シャンドが何故この極東の地にやってきたのか。この国初の銀行経理を設計すると
いう大仕事をなし，この異国の地で幸せな家族に恵まれた矢先，突然長男を亡くした悲しみはいか
ばかりであったか。一年ほど帰英のため休職したのち，家族をイングランドに残し単身復職するに
は遠く辛い旅路であったに違いない。
　シャンド式簿記と言われる二重螺旋もどき記帳方法はいったい誰が考え出したのか，そしてシャ
ンドの口述録とされる『銀行簿記精法』に示された財務表が英国式でなく，なぜ大陸式であったの
か。さらには，この国に定着したかに見られた配当宣言型財務表が実務から消えていった経緯は，
等々の疑問が湧き上がってくる。
　本稿が学究の場を鑑みず西洋と東洋の旅程に紙幅を割くのは，アラン・シャンドに代表される遠
くスコットランドから来日した技師や講師，さらにはスコットランドへ渡った邦人留学生らの旅の
苦労がこの国の近代化の礎となった，その環境を把握しておきたいからである。彼らが望郷の念に
駆られて口ずさんだ蛍の光，アニーローリー，故郷の空，マイボニーなどのスコットランド民謡が
当事者のスピリッツを我々に語りかけてくる。

Ⅰ　幕末の極東地理

　四方を大海原に囲まれた幕末の日本は，まさに極東（Far East）の地であった。古代から知られ
る西洋への便路はラクダの背に揺られるシルクロードである。のちに東シナ海からインド洋・アフ
リカ大陸に通じる海のシルクロードが開拓されると貿易風に乗った船団が大量の物資を運ぶように
なった。大航海時代に入ると西洋の冒険家たちがアフリカ大陸南端・喜望峰を回って北に舵を取り
インド洋に進むと，地中海から東方に向かった砂漠のキャラバン，貿易風を捕えて海のシルクロー
ドを航行する三本マストのジャンク船に乗る中国商人，そしてアフリカ東海岸伝いに三角帆のダウ
船を操るムスリム商人らと巡り合い，さらにはこれらとは真逆の南米最南端ホーン岬に船首を向け
て危険極まる海域を潜りぬけて1）太平洋・インド洋に向かう海路のあることもわかった。
　アメリカ合衆国・海軍省東インド艦隊司令長官ペリー（Matthew Calbraith Perry, 1794-1858）
大佐の日本遠征は 10 隻の艦船（旗艦は 1841 年就役の外輪船ミシシッピー号 1,692 トン，他二隻が
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内燃機関）に 2,000 人にのぼる乗組員を乗せ，1852 年 11 月 24 日合衆国バージニア州ノーフォーク
港を出帆（石炭運送帆船二隻をケープタウンとモーリシャスに先航させる）した。先ず大西洋を横
断してジブラルタル海峡近くのポルトガル領マディラ島に停泊（12 月 12～15 日）して薪（石炭）
水の補給を受ける。次いで大西洋を南下し，赤道を越えて翌年の 1 月 24 日にアフリカ最南端ケー
プタウンを周ってインド洋に入り，モーリシャス，シンガポール（3 月 25 日），香港に停泊し，そ
の都度補給を繋ぐ。翌年 5 月 17 日に上海で外輪蒸気船サスケハナ号（Susqehanna：就役 1850 年
2,450 トン）と合流 （沖縄到着後 5 月 1 日～26 日にかけて父島に向い貯炭所設置を取り付ける），7
月に沖縄を再出発し，新たに旗艦となったサスケハナが帆船サラトガ号を，ミシシッピー（Missis-
sippi）が帆船プリマス号を曳航して，地球の四分の三を巡って，合衆国を発って 7 カ月後の 1853
年 7 月 8 日（嘉永 6 年 6 月 3 日）に第 13 代アメリカ大統領フィルモアの親書を携えて浦賀に入港
した2）。なお，1854 年にペリー提督が再来日した折の，そのペリーの帰路は香港で艦隊を下船して，
陸路と海路を駆使して香港→インド→スエズ→アレキサンドリア→トリエステ→ウイーン→ドレス
デン→ベルリン→ハーグ，そしてイギリス経由でニューヨークに渡っている。
　スエズ運河（162 km）が開通するのは 1869 年，太平洋と大西洋を穿つパナマ運河（82 km）は
第一次大戦が勃発した 1914 年まで待たなければならなかった。1848 年に端を発するサンフランシ
スコのゴールドラッシュにはニューヨーク～ニューオリンズ～パナマ間，パナマ～オレゴン間の航
路を米国太平洋郵便会社（Pacific Mail Steamship Co.）が開拓し，金発掘ブームに便乗したフォー
ティ・ナイナーズをサンフランシスコの内陸に送り出した3）。徒歩で横断を余儀なくしていたパナ
マ地峡を鉄道（77 km）が 1855 年に開通し，合衆国を横断する鉄道 （ユニオン・パシフィック鉄
道がネブラスカ州オマハから，セントラル・パシフィック鉄道がサクラメントから各々敷設した鉄
路，ユタ州プロモントリーサミットでジョイント）全長 2,826 km が開通したのが 1869 年である。
アジア大陸ではシベリア鉄道（9,289 km）モスクワ・ウラジオストク間の完成は 1905 年である。
参考までに，グレート・ノーザン電信会社が上海・長崎・ウラジオストク間に海底ケーブルを設置
してヨーロッパと電信がつながるのは 1871（明治 4）年で，アメリカへもヨーロッパ経由で連絡で
きるようになった。
　ペリーの訪日から 18 年後の明治 4（1871）年 11 月 12 日に，不平等条約改定交渉と各国の制度
や文化を調査する目的で，横浜から太平洋郵便会社の蒸気船アメリカ号（4,554 トン）で旅たち，
東周りで世界一周を果たした岩倉具視を特命全権大使とする遣欧使節団の場合は，サンフランシス
コに明治 4 年 12 月 6 日（1872 年 1 月 15 日）上陸（全米には約 8 カ月滞在）し，大西洋岸に繋が
る大陸横断鉄道を乗り継いで東海岸に向かい，ボストンからキュナード社蒸気船でリバプールを経
由して明治 5 年 7 月 14 日にロンドンに着いた。
　ユニオン・ジャックの翻るところ太陽の没することがない世界最強の，マンチェスター，スコッ
トランド（グラスゴー，エジンバラ，ハイランド地方など 2 カ月滞在），ニューカッスル，シェ
フィールト，バーミンガムなどユナイテッド・キングダムを 4 カ月かけて巡り，フランスやドイツ

（3 週間滞在）へ，そのほか周辺諸国を訪ねて，地中海からは開通したばかりのスエズ運河を経て
紅海に出る。その後東洋の各地にも立ち寄り，米国太平洋郵便会社のゴールデンエージ号（2,453
トン）で 1873 年 9 月 13 日に 22 カ月の長旅を経て横浜に戻ってきた。
　スコットランド商人ジャーディン・マジソン商会パートナーの W. ゲズウィック（1834-1912）
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やグラバー4）らの極東ネットワーク（アバディーン・コネクション）を介して文久 3（1863）年に
4 カ月かけて英国に密航した伊藤博文（工部大輔）や工部寮の「お雇い教師」採用の権限をもつた
山尾庸三などの渡航経験者がこの使節団には多かった。また，使節団に「公家・旧藩主・士族の子
弟や開拓使派遣の女子学生など」50 名ほどの留学を志す若者が同行し，エジンバラ大学にはのち
に工部大学教授となる杉甲一郎（図学，測量学を学び，灯台実習をへて帰国）を預け，その他ロン
ドン周辺の大学の聴講生として中江兆民（思想家，ジャーナリスト，政治家）ら 6 名を置いてき
た。
　1859（安政 6）年の通商条約から改正条約が実施される 1899（明治 32）年までの安政条約時代
に日本に進出した外国銀行は 23 行（多くはイギリス系であったが，フランス，ドイツ，ロシア系
の銀行も含まれる）もあり，横浜など開港場の外国人居留地は治外法権が認められ，幕府当局の監
督権限はなかった。当局の免許状も業務（外国為替，当座・定期預金及び貸出等）報告も，銀行検
査も行われず（立脇和夫 1987：1-2），特に外国通貨（洋銀）の国内流通及び金銀の自由な輸出入
が認められていた。開港当初の外国銀行の取引相手は外国商社，幕府及び諸藩であり，本邦商人と
の直接取引はなかった（立脇和夫 1987：4）。
　横浜開港当時に開設された外国銀行は 5 店，そのうち圧倒的に大きな存在はオリエンタル・バン
ク5）であった。同行はイギリス公使パークスの積極的な対日政策を背景に，日本政府と密接な関係
をもち，借款供与，新貨鋳造，鉄道建設，外貨導入など多面的な協力作戦を展開し，わが国の近代
的通貨金融制度の形成にも大きな影響を及ぼした（立脇和夫 1987：5）。特に横浜支店の 2 代目支
店長に John Robertson が着任すると，大隈重信，伊藤博文など新政府首脳と親交をもち，50 万ド
ル借款（1868 年），造幣局の建設（1869-71 年），1870 年の英人 H・ネルソン・レイによる鉄道建
設借款計略事後処理など，多数の重要案件を手掛けて，ロバートソンは 1880（明治 13）年 2 月こ
ろに帰国した（立脇和夫 1987：7-8）。

Ⅱ　シャンド氏横浜に現れる

　スコットランド人は海外進出に積極的な気概を持っていたと『国際日本を拓いた人々』の著者北
政巳は言う。「1707 年にイングランドとの経済的『併合』を余儀なくされて以来，常にスコットラ
ンド（筆者挿入：ケルト系の建国）はイングランド（筆者挿入：ゲルマン系アングロサクソンの建
国）の後進・従属的地位に置かれてきた。そして大英帝国の繁栄のなかでも，…彼等弱小者の『立
身出世』は，植民地の臨時外交官職から栄進するか，または，『手を汚して働く』銀行家，技師，
商人として有名になることであった。彼等の夢は，成功して認められてロンドンの社交界に入り，
さらに『故郷に錦を飾る』こと」（北政己 1984：26-27）にあった。その彼らが，実学の精神とと
もに大英帝国を支える気概に燃えて海外に雄飛していった「サザランド6），シャンド，グラバー達
アバディーン生まれであった」（北政巳 1984：27）のである。
　ちなみに， “Self-Help, with Illustrations of Character and Conduct” の著者 Samuel Smiles（1912-

1904）もエジンバラで医師業を開業していたスコットランド人である。原著は 1859 年に出版され
たもので，明治 4（1871）年に「天は自ら助くる者を助く」に始まる Self-Help の翻訳書が中村正
直訳『西国立志編』として刊行されると明治の青年たちに独立自尊の精神が鼓舞された。その中村
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は 1866 年英国派遣の江戸幕府留学生であった。
　シャンド姓は北スコットランドに縁がある名前である。本稿の主人公 Alexander Allan Shand

（1844. 2. 11-1930. 4. 12）の「実家は，アバディーン在のホール造船所の船舶を商取引していた。一
族のウイリアム・シャンドは，インドのポンペイを拠点に中古船舶の仲介商であった。さらに一族
の J. S, Shand は，1865 年頃から横浜を中心に商業活動をしていた」（北政巳 1984：13）という。
　彼はスコットランドのアバディーン・ターリフに外科医のジェームズと母マーガレットの長男と
して生まれ（エァクレーレン 2017：23），学校教育終了後地元スコットランドの銀行に 7 年間勤務
した7）。
　シャンド 15 歳のころ（1859 年 9 月）に，アバディーンで開かれた英国科学促進会議にスコット
ランド人外交官オルファント（Sir Laurence Oliphant）が「日本地理」の講演を行なっている。そ
のオルファントは 1865 年に長崎商人グラバーを介し，森有礼らと連れ立ってアメリカに渡る。
シャンド少年がこの講演内容を見聞きして，東洋への立身出世を鼓舞されたのかもしれない。
　文久 3 （1863） 年ころに日本に進出したチャタード・バンク8）横浜支店に 22 歳（1866 年，慶應 2
年）のときに入行して，ここに約 6 年間勤務した。

〈シャンド氏の経歴〉
1844.�2.�11　アバディーンシャー・ターリフに誕生
1848.�11.�13　妻となる Emmeline�Christmas 誕生
　　学校教育終了�（1859 年 ?）�後地元銀行に 7 年勤務
1863 年　マーカンタイル銀行香港支店勤務（出典：

エァクレーレン 2017：23）

1865 年頃　J.�S,�Shand 横浜にて商業活動

1866 年（22 歳）　マーカンタイル横浜店に勤務
1871 年　双子の男女誕生

1872.�10.�1（明治 5.�8.�29）　大蔵省 3 年契約で勤務
� （駿河台町 11 番に居住）
明治 6（1873）年 8 月 8 日　長男 3 歳箱根にて急逝
明治 6 年 10 月　一時帰国
明治 6 年 12 月　『銀行簿記精法』全五巻刊行
明治 7 年 10 月　米船リパブリック号で再来日
明治 7 年 11 月 30 日　再雇用（溜池葵町 2 番地居住）
明治 9 年 10 月　国立銀行条例改正意見書提出
明治 10 年 2 月 7 日　解職・帰国
1877（明治 10）年 3 月　翌年 Alliance�Bank 入行
1898 ～1904　高橋是清複数回面会
1911（明治 41）年 2 月　勲二等瑞宝章授与
1913.�9.�20　愛妻逝去
1918.�3　�パース銀行取締役を最後に南英チャドレイ

に隠居
1930.4.12　逝去（行年 86 歳）

〈関連の社会情勢など〉
1842 年　阿片戦争後英領香港が誕生

1853.�7.�8　ペリー浦賀へ到着
　　1859 年 9 月　Aberdeen にて「日本地理」に関

する外交官オルファントの講演会あり
1863（文久 3）年　伊藤博文ら英国に密航
1864 年　マーカンタイル銀行
� 横浜店開設（横浜 76 番）
1869 年　スエズ運河開通
1871.�11.�12　岩倉遣欧使節団出発，
1872 年　岩倉使節団スコットランド訪問
1872 年 11 月　国立銀行条例制定
明治 6（1873）年 6 月　第一国立銀行設立

明治 6 年 12 月　国立銀行差出方規則制定

明治 9（1876）年　『馬耳蘇氏記簿法』刊行

→�1892 年　パース銀行�（Parr’s�Bank�Limited）�に吸収

→�1918 年　�パース銀行合併によりウエストミンス
ター・バンクに吸収

（明治 5 年 12 月 3 日に新暦同 6 年 1 月 1 日と改暦）

図 1　シャンドとその時代
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　第二十代総理大臣となる高橋是清（1854-1936）口述の『是清翁一代記』によれば，慶應 2 年高
橋 13 歳の折，英語の先生太田栄次郎の勧めで，イギリスの「バンキング・コーポレーション・オ
ブ・ロンドン・インデャ・アンド・チャイナ」という銀行8）のボーイとなった。その銀行の支配人
シャンドが大田にボーイの周旋方を頼んでいたことから，少年の高橋がその銀行のボーイとして雇
われ，支配人シャンド付きのボーイ9）となった（土屋喬雄 1966：3）。それから 34 年後，日本銀行
副総裁となった高橋が政府の命を受け日露戦争の戦費調達にロンドンに赴いた折，パースバンク・
ロンドン支店副支配人となったシャンドはその援助を惜しまなかったという。
　なお，シャンド夫妻には 1871 年日本生まれの双子の男女児がいたことから， 愛妻 Emmeline 
Christmas Shand（1848. 11. 13-1913. 9. 20）とは横浜の銀行員時代に結婚したと思われる。

Ⅲ　銀行経理取扱書の口述

　銀行制度を導入するため新政府は，1869（明治 2）年全国主要都市に為替（バンクの訳語）会社
を設立させたが，ことごとく失敗した。伊藤博文が政府の命で明治 3 年末に芳川顕正，福地源一郎
らと渡米し，彼の国の財政並びに金融諸制度を調査した。オリエンタル・バンク監査役の William 
W.Cargill や横浜支店長 John Robertson が反対したにもかかわらず，大蔵小輔伊藤博文の建言で金
本位制を採用し，かつ米国の National Currency Act of 1864（発券銀行法規）を範に「円」を貨
幣単位とした「新貨条例」（明治 4 年太政官布告）と，その兌換券を発行する National Bank Act 
of 1864 に範をとる「国立銀行条例」（明治 5 年 6 月　太政官布告第 349 号）と「同成規」を公布

（同 5 年 11 月 15 日）した。こうして，わが国最初の株式会社第一国立銀行（明治 6 年 6 月創立）
以下 150 行がこれを準拠に逐次設立された。
　国立銀行の経営を行員に指導するため大蔵省は外国人教師を招聘した。それが郷里スコットラン
ドで 7 年間，Chartered Mercantile Bank of India,London and China 横浜支店で 6 年間実務につい
てきた当時 28 歳のアラン ･ シャンドであった。1872 年 10 月 1 日（明治 5 年 8 月 29 日）からの 3
年契約で大蔵省御雇（紙幣頭附属書記官 Secretary）となった。
　アラン・シャンドの研究家である経営史学者土屋喬雄は「シャンドは箱根で木戸孝光と相知り，
彼の推薦で大蔵省に入った」（土屋喬雄 1966：38）と述べ，澁澤栄一は「大蔵大輔であった井上馨
の推薦」（土屋喬雄 1966：39）とある。シャンド雇い入れから一カ月後に明治 5 年 11 月 1 日付井
上馨と澁澤栄一連名の，外債募集で渡英していた吉田清成に送った書状（大蔵省所蔵，三井文庫写
本あり）に「…第一国立銀行…開業之手筈ニ御座候。追々横浜為替会社（筆者挿入：後の第二国立
銀行）…等之事務順序ハ，下民の未ダ慣習セザルより従全之儀ニも不レ至。今程シャンドと申外人
ヲ紙幣寮ニ傭入，ブックキープラル又ハエカウント之方法等逐件取調罷在候間，整備次第」とある
から，明らかに銀行経理（簿記・会計）のマニュアルを託していたのである。
　シャンドは本邦初の銀行業務を掌る行員らに講義する英文原稿を明治 6 年 7 月末の頃には完了
し（箱根に家族して静養に出かける），これを芳川顕正が責任者となって海老原　濟・梅原精一が
翻訳して『銀行諸帳面取扱手續書』（以下『手續書』と略す）という題をつけて下書きした。この
素訳下書き原稿『手續書』は会計史家西川孝治郎の努力で昭和 13 年春に発見されている（西川孝
治郎 1938）。
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　さらに小林雄七郎・宇佐川秀次郎・丹吉人らが刪補・校正を担当して，『手續書』に各種帳票を
加えた刊本『銀行簿記精法』（和綴り・木版刷り全五巻：以下『精法』と略す）を明治 6 年 12 月に
大蔵省から 1,000 部出版した。『手續書』をベースに第一類（取締役並びに株主に関する諸帳面及
び会議録：書体 1～2），第二類（株主規則に関わる諸帳面：書体 3～19），第三類（会計業務に関わ
る主要簿，補助簿，諸記入帳など：書体 20～61）に分類された全様式 61 種の説明書式を組み込ん
だものが『精法』である。
　『手續書』に記載はないが，『精法』に新たに挿入した「序文」（明治 6 年 8 月 13 日附）に紙幣頭
芳川顕正が「国立銀行ヲ興スニ当ッテ…其方法ヲ知レル者アラスシテ會計ヲ録スルノ法…英人暹度
ナルモノ善ク銀行ノ事務ニ通セリ…之ヲ傭招シ以テ銀行ノ事ヲ助ケシメンニ…先ッ暹度ヲシテ銀行
計算ノ簿冊書式ヲ草定セシメ…他書（筆者挿入：マルシュ簿記書）ニ就テ凡例ヲ編入シ簿冊書式始
メ完備スル事ヲ得タリ」（巻 1-2,3 丁）とある。
　『手續書』中のシャンド「呈　芳川紙幣頭閣下」の節は，『精法』刊行に当たってその訳出を再吟
味して，「謹テ　英人啊爾嗹暹度」献言（明治 6 年 11 月 24 日附）となった。すなわち，以下の通
り。
　　 　謹テ　芳川紙幣頭閣下ニ曰ス　西暦千八百六十四年亜米利加合衆國ニ於テ議定アリシ國立銀

行條例ノ趣旨ニ從ヒ創立スル銀行ニ適當ト愚考スル諸帳面書体及ヒ申達書ヲ製作シ謹テ閣下ノ
閲覧ニ供ス帝國日本政府ニ於テ國立銀行條例ノ頒布アリシヨリ日巳ニ久シ…因テ今般創立スヘ
キ銀行ヨリ政府ヘ呈スル申達書及ヒ銀行ニ備ヘ置クベキ諸帳面ノ組立方ヲ右合衆國銀行條例ノ
要件ニ基キ設ケタル方法ヲ貴覧ニ供セン事欲スル所ナリ  英人啊爾嗹暹度（巻 1-1 丁裏表）

Ⅳ　シャンド式簿記とは

　『精法』（巻 1-1 丁）『手續書』（3，4 丁）ともその初めのページに「『ギルバルト』氏著ス所ノ
『プラクチカル，ティリーテース，オン，バンキング』（銀行事務経験論ト云フ義）ト題セル書中第
十四章『バンキングドキューメンツ』（銀行諸証書）ノ部ニ見エタリ」（巻 1-17 丁）と記述がある
ことから，James William Gilbart の A Practical Treatise on Banking. 6th ed.,London 1856 をシャ
ンドが参考文献としたことは鮮明である。
　ここで，ギルバルドの（仕訳）日記帳面に①から③の簡単な会計事例を伝票集計してみよう。な
お，銀行会計上預金科目は負債，手形貸付けは「割引手形※（資産）」，その利子ないしは割引料

（収益）に限定してみた。

　　　　①　現　　金　40,000　　　借 入 金　　40,000

　　　　②　当座預金　10,000　　　現　　金　　10,000

　　　　③　割引手形　45,000　　　割 引 料　　　 100
　　　　　　　　　　　　　　　　  当座預金　  44,900
　　＊ 約束手形または為替手形に対し期日までの利息を手形額面金額より割引して持参人より買取
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る手形を整理する勘定（西川・池本 1909：12）

　伝票会計を想定して，一営業日毎に起票したすべての伝票を入出金別・科目別に集計の上，①入
金伝票（赤伝）相手勘定金額を日記帳当該科目現金欄貸方に，②出金伝票（青伝）相手勘定金額を
当該科目現金欄借方に記入し，そして入金伝票すべての合計額（40,000）は現金科目現金欄借方に，
出金伝票すべての合計額（10,000）を現金科目現金欄貸方に記入する。③の振替取引は，仕訳通り
に各勘定科目振替欄に集計して，その現金・振替各欄の合計額を一括して元帳に転記する。同様に
他の勘定の合計額もそれぞれの勘定元帳に転記することで，仕訳と転記が完成する（貸借式仕訳
法）。これが一般企業で実施してきた伝票会計であって，転記の正確性検証は日記帳合計欄（現金
欄ブラス振替欄 95,000）が転記後の合計試算表（95,000）と一致することで確認できる。

日 記 帳

��合計欄 振替欄 現金欄 勘定科目 現金欄 振替欄 合計欄

②→ 10,000 10,000 当座預金 44,900 44,900 ←③
借 入 金 40,000 40,000 ←①

〈借方側に支払相手科目を転記〉 ： 〈貸方科目に入金相手科目転記〉

③→ 45,000 45,000 割引手形
割 引 料 100 　�100 ←③

40,000 40,000 現　　金 10,000 10,000

95,000 45,000 50,000 合　����計 50,000 45,000 95,000

当座預金（負債） 通　貨（資産）

日記帳　10,000 日記帳　44,900 日記帳　40,000 日記帳　10,000

図 2　ギルバルドの日記帳と元帳の関係

　シャンドの場合は，入金手形 Credit Slip と仕拂手形 Debit Slip の説明が「凡例」にあり，入出
金をこれらの手形（伝票）に記入したうえで諸帳簿に記帳することが明記されている。すなわち，

「（日記帳の）借方其當日ニ入来リタル入金手形ヨリ登記スルモノナリ（巻 3-27 丁）… （日記帳の）
貸方ニ其金高ヲ仕払手形ヨリ登記スル（巻 3-28 丁）」と。それが図 3 の①②の矢印である。
　問題は『精法』の「書体第四十三　総勘定元帳」の説明である。「日記帳及日締帳ニハ借方勘定
ヲ貸方ニ入レ貸方勘定ヲ借方ニ記入スル事既ニ前文ニ辨セリ然レトモ總勘定元帳ヘハ借方ヲ借方ノ
桁貸方ヲ貸方ノ桁ニ登記スレハ日記帳記入ノ仕方トハ相反スルモノナリ（巻 4-16 丁）」とある。
　これにしたがって記帳したものが図 3 に示した記帳面である。なお，通貨勘定に×××（前日
残）を，△△△（本日残）の欄を設けてみた。日々の入出金を管理するには優れている。また，振
替取引は明治 10 年ころになると借方票と貸方票に切り離すせる伝票の工夫がなされた。
　シャンドは続けて「支配人ハ不断元帳中ノ勘定ヲ時間ヲ移サズ一目瞭然ニスル事ヲ得ベクシテ残
高桁面ノ上部ヨリ下部マデ注目スルトキハ其残高ニ生スル日々ノ變差モ容易ニ発見シ得ルベシ」

（巻 4-17 丁表）とその肝要を指摘している。
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図 3　銀行簿記精法の集計システム（1）

図 4　銀行簿記精法の集計システム（2）

①
↓

入金伝票（借入金）￥40,000
摘要：甲氏より証書借入

仕払伝票（当座預金）￥10,000
摘要：他行振出小切手

②
↓

③ A
↓　

�振�替�伝�票�
③�B
↓　

貸方（入金）伝票
（通貨）/ 割引料�　100
　　 �当座預金��44,900

キ
リ
ト
リ

借方（仕払）伝票
割引手形��45,000　/（通貨）

シャンドの日記帳（現金出納仕訳帳）�

貸方伝票科目（受入通貨高） 借方伝票科目（仕払通貨髙）

振　替 通　　貨 勘定科目 通　貨 振　替

③ A →�44,900 当座預金 10,000 　　←②
①→ 40,000 借 入 金

：
割引手形 45,000 ←③ B

③ A →����100 割 引 料
40,000 通貨合計 10,000
××× 前期 / 次期 △△△

　　　 45,000 〇〇〇 合��　��計 〇〇〇 45,000　　　

総勘定元帳

当座預金

（借方伝票科目）
日記帳　10,000

（貸方伝票科目）
日記帳　44,900

割引手形

日記帳　45,000

割 引 料

日記帳　　100

通��　貨

前期末　×××
日記帳 　40,000

日記帳　10,000
当期末 �△△△
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　『精法』上「貸方手形」とされる入金伝票と「借方手形」とされる出金伝票は「それを日記帳の
貸借反対側に記入し，日記帳から総勘定元帳へ転記の際，もういちど逆転して正常な借方・貸方関
係にもどす仕組みである。…その様式は『左方が入方・右方が出方』で，普通の仕訳と貸借が反対
である。後年これを『現金式仕訳法（Cash Journal Method）』またこのような主簿組織―伝票制
度→現金式総合仕訳帳→総勘定元帳―を『シャンド式簿記法』という」（西川孝治郎 1981：12）と
ある。同様に，当座預金取引は増補日記帳から，他支店取引は日締帳から日記帳経由で（その後日
締帳からは直接）総勘定元帳に転記されることから，日記帳は現金式仕訳で記入する総合仕訳帳で
あった。
　『精法』は伝票を日記帳に集計する際に，ギルバルトとは貸借逆に集計する。これが問題となる
最大の疑問である。このように仕訳の逆転の逆転（二重螺旋状態）によって書体第四十四に示す正
常な合計残高試算表（總勘定差引残髙記入帳）10）となる。何故このような複雑極まる手続きを踏ん
だのかは不明であるが，日記帳を単純に集計すると「毎月実際報告」（英国式）に，「總勘定差引残
高記入帳」からは「半季実際報告」（大陸式）になり，おそらく日々の通貨管理にこの「日記帳」
面が便利だったのであろう。
　この国に普及した類似の独自簿記システムが別にある。それが「収支簿記法」である11）。これは
借方に入金を，貸方に出金原因科目を集め，そのまま英国式12）財務表が作成できてシンプルであ
る。この論議は本稿Ⅵ（C）へ繋ぐこととする。

Ⅴ　銀行簿記精法の著者

　土屋喬雄は「シャンドは，明治 5 年（1872）10 月 1 日勤務についてから，10 カ月ほどの間に
『精法』を編述することと，一応できたその原稿に基づいて大蔵省役人や第一国立銀行行員に教え
ることの二つの仕事をなした」（土屋喬雄 1969：74）と書いている。
　しかし，太田哲三は随筆『近代会計側面誌』で「ここでその著者が問題である。伝承によれば，
明治五年，政府は国立銀行条例を発布して銀行の設立を慫

しょうよう

慂したが，その実務を伝えるために，
英人アーレン・シャンドを招いて講習せしめた。その口述したものを翻訳したのが此の『銀行簿記
精法』であるとのことである」（大田哲三 1968：55）と述べ，「シャンドは実在の人間であり，当
時日本に在留したこともたしかである。けれども精法の著者であるかは疑問のないこともない。
シャンドは日本から帰り，銀行員として成功し，倫敦五大銀行の一つであるパース・ユニオンの取
締役となり，晩年は南英パークストンに引退していた。彼を識っている二，三の人も英国で同氏と
面会している。（筆者挿入：横浜正金銀行の）守田藤之助君などもその一人である。ところがその
話によると，シャンドは日本で銀行簿記の組織を作った覚えはないと云っているそうである。そこ
が問題である」（大田哲三 1968：55-56）という。
　さらに我国の銀行「簿記はシャンドの創作であると考えられていたが，さてシャンドがこれを否
定したとなると誰の考え出したものだろう」（大田哲三 1968：56）と，太田哲三は更に踏み込んで

「校訂者たる日本人達の合作かも知れないが，兎に角シャンド述の名において流布した。殆ど全部
の銀行が此の様式を採用したのであって，世界最初の統一簿記制度となった」（大田哲三 1968：
57）のである。
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　ここに言う「校訂者」とは翻訳者とは別の刪補・校正を担当した紙幣権助小林雄七郎，紙幣寮九
等出仕宇佐川秀次郎，同九等出仕丹吉人のことである13）。注目すべきは，この三名が明治 2 年，3
年にかけて慶應義塾に進み，文部省版『馬耳蘇氏記簿法』（明治 9 年 9 月出版）の翻訳者小林儀

のり

秀
もまた慶應義塾最古の入門帳初筆に「文久三年入門　松平隠岐守内　小林小太郎」とある。校訂者
らが揃って慶應義塾出身者であり，福澤諭吉に学び，官途に就いた有識者たちである。『精法』を
刊行するにあたり，帳面類を通じて一貫したルールを「凡例」の冒頭で説明する必要に迫われて，
マルシュ（Christopher Columbus Marsh,1806-1884）氏の仕訳原則を挿入したとみると，『精法』
は「日本人が挿入した凡例とシャンドが編集した本文・銀行諸帳面取扱手続書とから成り」（西川
孝治郎 1977：105），西川孝治郎によれば「凡例には借方・貸方の六原則が示してあり，その中の
四項目は同じマルシュの『銀行簿記書』（C. C. Marsh,The Theory and Practive of Bank Book-keep-
ing and  Joint Stok Accounts.1864）からとったことが明らかである。凡例は福澤諭吉の『帳合之
法』（Bryant & Stratton’s Common School Book-Keeping の訳書）から「借・貸は金銭の収支とい
うも同じ」というアイデアを引用している」（西川孝治郎 1981：14）と続けている。福沢門下の複
式簿記を知る彼ら校訂者は口述されたシャンドの簿記システムに悩み，そこで「凡例」に本来の簿
記ルールを簡明に示したものと思われる。
　マルシュの簿記書については片岡泰彦の研究が詳しく，「（筆者挿入以下同じ：マルシュの）複式
簿記（書）については，日記帳，仕訳帳，そして元帳の三帳簿制を採用…日記帳については，単な
るメモではなく，取引のすべての情報を詳細に記入する帳簿と考えた。… （マルシュの）銀行簿記

（書）については，仕訳帳と元帳の二帳簿制を採用した。なぜか日記帳は採用しなかった。…銀行
取引に関するすべての取引をまず仕訳帳に記入し，仕訳帳に示された勘定と金額をすべて元帳へ転
記した…」（片岡泰彦 2012：63）と解説している。
　さらに白坂亨によればマルシュ銀行簿記書を「検討の結果，『銀行簿記精法』に掲載されている
凡例の中の借方・貸方の原則の解説と，仕訳帳および元帳の仕訳例題は，『マルシュ銀行簿記書』
のイントロダクションに示されている借方・貸方の原則の解説と仕訳帳・元帳の仕訳例題を参照し
て作成されたことが明らかになった」（白坂亨 2010：57）と結論付けている。
　「凡例」は「簿記法ハ勘定ヲ附込ム法ト云フ義ニシテ其法ニ（筆者挿入以下同じ：単式と複式の）
二種アリ…（後者は）元帳即大帳ニ於テ各勘定ヲ貸方借方ノ両桁ニ二重ニ附込ムト云フ義ニシテ其
元帳大帳ニ於テ既ニ甲ノ部ノ貸方ニ記シタル金髙ヲ又重テ乙ノ部ノ借方ニ記シ丙ノ部ノ借方ニ載セ
タル勘定ヲ又重テ丁ノ部ノ貸方ニ記スル者ヲ云フ」と優しく説明している。続けてこの「凡例」で

『マルシュ簿記書』にある取引例中 7 例を引用（ドル表記を円に置き換え）して，仕訳並びに元帳
転記面を示し，記録計算に誤りがないかどうかを知りたければ，借方と貸方の総額を突き合わせ
て，金額が一致すれば正しく，一致しなければ正しくない，と記述する。
　このように見てくると先の守田藤之助氏が聞いたところのシャンドの言「日本で銀行簿記の組織
を作った覚えはない」と整合するのではなかろうか。少なくとも『精法』担当「校訂者」の合意で
挿入したもので，シャンドの知る処ではなかった，と想像する。
　さらなる怪が『精法』の書体第三に紹介された財務表のサンプル（香港上海銀行の通常形式ない
しは大陸式の貸借対照表）である。明治 6 年 12 月刊行の『銀行簿記精法』（大蔵省刊）は国立銀行
の「記帳マニュアル」であり，この国最初の複式簿記書と考えると，その簿記システムの最終段階



― 70 ―

で作成する公表「財務表」の作り方が欠けているのである。『精法』出版の為に下書した『手續書』
では書体第二に当該する箇所は空白であり，また同書体第三は「割賦入金受取書」の書面となって
いる。『精法』では突然そこに（書体第二）「香港上海銀行（定會要件録）」と書体第三「香港上海
銀行ノ身代及ヒ負債ノ抜書」が挿入されたのである。香港上海銀行は英本土（Companies Act of 
1862）の勅許会社ではなく，香港政庁が認可（Ordinance of 1866 of  the Colony of Hong Kong）
した会社でした。それゆえ借方が「負債・資本」，貸方が「資産」を表示する（1856 会社法及び
1862 年総括会社法にある）英国式貸借対照表を要求するものではなかった。
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図 5　銀行簿記精法（1872 年 6 月 29 日　香港上海銀行）

　この「身代及ヒ負債ノ抜書」は 1872 年 6 月 29 日付の貸借対照表等を上下に（縦書き）書き分
け，上部が資産，下部が負債・資本に並び替えているが，明らかに上欄が借方，下欄が貸方であ
る。貸借対照表に処分可能利益（処分前）を示し，損益勘定書上欄で役員給料や配当などが，下欄
にはその財源となる利益金が表示され，「…報告書等比較検査候處前書ノ通リ相違無之候也」と計
算検査役の署名がある。これは明らかに配当提案型（proposed type）の，決算日現在の損益勘定
書（利益剰余金処分計算書）に利益処分が掲載される不完結な財務諸表とみることができる。　
　明治 6 年 12 月 31 日決算の第一回国立銀行の財務表（明治 6 年 12 月 31 日決算）は図 6 の通り，

（第一期につき前季繰越金がないことから）純利益から配当金・積立金などを処分した後（de-
clared）の貸借対照表となり，損益計算部分（損益計算と利益処分計算の混合計算）では計上した
利益処分項目を控除して次期繰越額を表示（完全配当宣言）している。
　明治 5 年発布の「国立銀行条例」第十三条（銀行利益金分割ノ手續ヲ明ニス）には，「第一節　
國立銀行ノ頭取取締役等ハ毎年両度宛銀行ノ聰勘定ヲナシ其純益ヲ正算シ株髙ニ應シテ公平ニ之ヲ
分割ス可シ　第二節　右分割ノ前ニ其利益ノ正算ヲ株主一同ヘ通知シ且新聞紙ニテ世上ニ公告スヘ
シ　第三節　其公告セシ日ヨリ十日内ニテ未タ株主ヘ分割ヲ爲サヽル前ニ其計算ヲ明瞭ニシテ紙幣
頭ニ差出ス可シ」とある。
　利益処分とその株主並びに世上への公告（第十三条第二節）をして 10 日以内に，株主配当の未
分割状態の考課状を監督官庁へ届け出る（同上第三節）と規定していたが，実際は第一国立銀行の



― 71 ―

第一回考課状（図 6 では利益処分済み）は明治 7 年 1 月 17 日に紙幣寮へ報告し，同月 21 日に株主
総会，同月 29 日に公告，その経緯が翌 2 月 2 日の東京日日新聞に掲載されたと白坂の調べにある

（白坂亨 2013：98-100）14）。
　明治 8 年の改正「国立銀行条例」は第七十九条一箇条で利益処分につき「利益ノ計算ハ株主ニ分
配セサル前十日以内ニ紙幣頭ヘ差出シ其承認ヲ得テ後チ之ヲ株主一同ヘ通知シ且新聞紙ヲ以テ世上
ニ公告シ而シテ之ヲ株主一同ヘ分配スヘシ」（①紙幣頭の承認→②株主に通知→③公告→④配当金
分配）と紙幣頭の（頭取取締役の提案 proposed を）承認が先行する不完全配当宣言形式になる。

実際報告（決算貸借対照表） 利益金割合報告�（損益計算と利益処分計算書）
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図 6　第 1 回第一国立銀行（明治 6 年 12 月 31 日）
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図 7　第一国立銀行（明治 9 年 6 月 30 日）
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　国立銀行報告差出方規則の簿冊雛形の「実際報告は…英国式で，銀行（又は資本主：筆者挿入）
を主格として，その『借方」に『政府ヨリ借』（などの負債・資本勘定）…『純益金』をおき，そ
の『貸方』に（資産勘定），『金銀有高』をもってきた…第一国立銀行では「第五季（明治 8 年下半
季）から負債が借方，資産が貸方に計上」（高寺貞男 1971：505）としたことから，図 8 に変化す
る。なお，明治 12 年 4 月発売の山田十畝著『銀行簿記用法』第三巻には明治 10 年の国立銀行定期
報告差出方規則に則った書式（図 8 参考）が掲載されている（片野一郎 1976：162-165）。

Ⅵ　シャンド帰国中の混乱

　銀行経理手続書の一応の完成を見たシャンドは明治 6 年 8 月初旬，家族を伴って箱根へ避暑に出
かけた。そこで突然愛児を失い，その悲しみから妻は病に伏し，残された長女三歳のマーガレット
を抱いてこの異国でおのろいたことであろう。家庭生活を立て直すため，紙幣寮での三年契約の勤
務を中断して帰国の途に就いた。
　慶應義塾で洋式簿記を学んだ『銀行簿記精法』の校正者らは，シャンド一家に降りかかった不幸
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図 8   国立銀行報告差出方規則附録（明治 10 年）
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と国家的事業である銀行経理の教師の，そのマニュアル本刊行目前の突然の帰国に慌てふためいた
に違いない。大蔵省あげて待ち焦がれた銀行諸帳面取扱手続書を年末には完了しなければならず，
その著者シャンドの最終アドバイスが必要であったに違いない。
　そこで校訂者らが，（A）銀行業務の全体を貫く記帳システム・洋式簿記原理の解説を『精法』
の端緒「凡例」に設けることにして，文部省の小林儀秀がマルシュ氏の簿記書（『馬耳蘇氏記簿法』）
を翻訳作業中であったことから，マルシュの銀行簿記書に行き着いた。幸い同書には香港上海銀行
の財務表（書体第三）に類似した大陸式の財務表もあったのである（片岡泰彦 2012：61）。
　校訂者たちは特に，（B）シャンドの「現金式仕訳法」に悩んだに違いない。銀行内の経理連絡
に便宜である伝票を終業時に日記帳に集計し，これを一括して総勘定元帳に転記することを教授さ
れたが，入金伝票（手形）や仕払伝票（手形）の書き方，これを日記帳に転記することまでは納得
しても，日記帳から総勘定元帳当該勘定に貸借逆に転記する（ないし通常の仕訳に戻さねばならな
い）ことに抵抗があった。
　この手法はシャンドが勤務していたマーカンタイル銀行の会計制度を『精法』に導入したものと
推定されるが，「イギリス本国の多くの銀行が，これと同じシステムを採用していたかどうかにつ
いては，今日ではこれを実証する文献および歴史的資料は存在しない」（黒澤清 1990：44-45）と
黒澤清が指摘している。
　（C）英国の銀行実務書であるギルバルトの書に開示された財務表（1855 年 6 月 30 日付ウエスト
ミンスター銀行貸借対照表…ギルバルド自身この銀行の総支配人であった時期がある）はいわゆる
英国式（借方：負債・資本，貸方：資産）であるにもかかわらず，『精法』書体第三の（1872 年 8
月 6 日付香港上海銀行）財務表がこれとは貸借逆の大陸式であった。さらに明治 6（1873）年 12
月 24 日付け「国立銀行定期報告差出方規則」には月次報告が「英国式」，半季報告が「大陸式」と
ある 15）。ならば「英国式」の状態にあるシャンドの日記帳から総勘定元帳に貸借逆に戻して「大
陸式」（書体第四十四「總勘定差引残髙記入帳」）に直す必要があったのか（いわば二重螺旋構造）。
短絡的ではあるが，この貸借逆の元帳転記の作業がなければ財務表は英国式となった。なお，一般
に「英国式」と言われる貸借対照表は翌期首の「開始残高勘定」に由来する。その詳細は別稿に譲
る。
　西川孝治郎は熟慮の末に，凡例で「米人 C.C.Marsh の貸借仕訳の原則を説明しているので，す
ぐその次の本文の初めに，それと反対の英国式の借方　負債・資本，貸方　資産の例示が好ましく
なかったと推定することは不当ではない」（西川孝治郎 1977：109）と述べる。
　こうしてシャンド渡英中の明治 6 年 12 月に『精法』も完成し，同 7 年 10 月にシャンドが再来日
するのを待った。（D）紙幣寮に戻ったシャンドを待ち受けていたのは国立銀行条例改正の具申作
業であり，また既に刊行されていた『精法』の見直し，特に財務表がギルバルトのテキスト（英国
の実務）にある英国式ではなかったことに当然気付いた。そこで第一国立銀行第五季目（明治 8 年
12 月期）あたりから「英国式」ひな型を指導して，明治 10 年の国立銀行差出方規則では英国式の，
かつ不完全配当宣言財務表（図 8）を定めたものと思われる。
　シャンドの請暇帰国の混乱のなか，明治 6 年下半季「第一回考課状」が株主一同に公示されたの
である（高寺貞男 1971：504）。シャンドは明治 7 年 10 月来朝し，直ちにそのことに気付いて訂正
させたらしく，明治 8 年 1 月 7 日に国立銀行定期報告差出方規則を改正し，本店毎月実際報告は大
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陸式に，半季実際報告は明治 8 年下季から英国式に切り替えられた （高寺貞男 1971：505）。内部
管理のための月次報告は「大陸式」，外部報告の半季集計は「英国式」という，なんともチグハグ
である。それだけ現場実務が混乱していたのであろう。そこで先の図表 5～8 に示した（形態表示）
財務表とは別視点（機能重視）で見比べたのが図 9 である。
　英国式とは「借方」負債・資本，「貸方」資産と表示した貸借対照表である。 損益勘定  は前季繰
越金と当季利益金を一括（未処分利益）した表示，図 9 では損益勘定書部分の内容が「損益並びに
利益剰余金処分計算書（Profit and Loss and Appropriation Account）」であるか，「利益剰余金処
分計算書（Profit and Loss Appropriation Account）」であるかを示した。国立銀行の公告を意図
したものであるが，その形式はバラバラであった。左側の貸借対照表の名称や大陸式又は英国式な
どの違いが，損益勘定書（損益並びに利益剰余金処分計算）にあっては，純粋な損益計算書はな
く，名称もさることながら，入方，出方と分けるなどこもごもである。

銀行簿記精法（1872.�6.�29）
身代及ヒ負債ノ抜書（利益処分前） 損益勘定書（剰余金処分計算）

（借方） （貸方）
損益勘定

（借方）
利益処分

　後季繰越金

（貸方）
損益勘定

〈大陸式〉

明治六年実際報告（明治 6.�12.�31）
半季実際報告（配当宣言済） 半季利益金割合報告（損益並びに利益剰余金処分）

（借方） （貸方）
利益処分額
後季繰越金

（借方）
損　　費
利益処分

　後季繰越金

（貸方）
（前季繰越金）

利　　益
〈大陸式〉

明治九年上季実際報告（明治 9.�6.�30）
総勘定書及差引表（利益処分前） 損益勘定（剰余金処分計算）

（借方）
損益勘定

（貸方） （入方）
損益勘定

（出方）
利益処分

　後季繰越金
〈英国式〉

明治 10 年国立銀行報告差出方規則附録
半季実際報告（利益処分前） 半季利益金割合報告（損益並びに利益剰余金処分）

（借方）
損益勘定

（貸方） （借方）
総益金

　　前季繰越金

（貸方）
損失金

　利益処分
　　後季繰越金

〈英国式〉

出典：片野一郎著『日本財務諸表制度の展開』（同文舘　43 年 11 月）pp.�35-53 参照

図 9　財務表の構造比較
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　更なる「怪」が生じた。それがシャンドの帰国後に起きた（E）半季実際報告の「英国式」から
「大陸式」への変更である。明治 10 年 2 月に旧紙幣寮銀行学局廃止に伴い銀行学伝習所が大蔵省銀
行課所属として開設され，教師を藤尾祿郎・田中三郎・大野新十郎ら旧翻訳掛の中堅が担当し，翌
年 11 月には宇佐川秀次郎が学頭となる。藤尾・田中が伝習所の資料を整理し，大蔵省銀行課編纂

『銀行簿記例題』上巻（本店編），同下巻（支店編）を明治 12 年 5 月に出版した（西川孝治郎
1971：204-205）。その「序」で銀行課長岩崎小次郎が英人暹度氏，藤尾録郎，田中三郎ら教師の伝
習所における成果を詳述している。「凡例」で藤尾が各種帳簿と仕訳形式を解説し，本文・設例で
は明治 12 年 1 月 15 日の銀行設立に始まり，同 6 月 30 日に毎月実際報告表，半期実際報告表，利
益金割合報告などの調製を求めている。
　本書『例題』は『銀行簿記精法』に基づいて学ぶ会計学徒に記帳・報告書類の作成を目的とする
ワーク・ブックであった。この『銀行簿記例題』の姉妹編（記帳結果と作成された報告書類）が明
治 14 年 8 月版権免許・明治 17 年 12 月に至って出版された『銀行簿記例題觧式』（壱～四）で，凡
例に「本書ハ大蔵省銀行局編纂銀行簿記例題ニ基ツキ之レカ記入式及半季決算法ヲ示シタルモノナ
リ…明治 17 年 12 月大野新十郎志」（『同書（壱）』）とある。本書四冊目巻末に「附半季決算法」が
あり，示された（例題の解答となる）明治 12 年「上季毎月」並びに「半季」の實際報告表は大陸
式であつた。同年同季の利益金割合報告は『同書（壱）』の凡例に「利益ニ属スルモノハ借方ニ叉
ハ損失ニ属スルモノハ貸方ニ記載スヘシ」と，図 9 にある「明治 10 年国立銀行差出方規則附録」
と同じである。続けて凡例に「利益金分配ハ国立銀行条例ニ拠リ大蔵卿ノ認可ヲ得テ始メテ其割合
確定シ而シテ之レカ實際割附ヲナスモノナリ故ニ大蔵卿ノ指令ヲ得タルトキハ直ニ其割合ヲ日記帳
ヘ（翌期の日付で…筆者挿入）振替記入スヘシ」とあって，敢えて「配当提案型」であることを強
調している。
　明治 14 年上半季の横濱正金銀行實際報告表は（利益処分前の）「大陸式」貸借対照表にして，利
益金割合報告（損益並びに利益剰余金処分）表は左側に「損金之方」，右側に「益金之方」（片野一
郎 1976：170-172）と，上記の差出方規則とは整合性を欠いているが，これは（明治 12 年 5 月刊
行『銀行簿記例題』の解答編）『銀行簿記例題觧式』の版権特許明治 14 年 8 月，その出版が同 17
年 12 月と相当遅れたことから生じたものかもしれない。
　明治の初めの会社制度はお上（業種別監督官庁）の管理下にあり，日本郵船にあっても，自明治
18 年 10 月 1 日至明治 19 年 9 月 30 日の第一回考課状に「（株主総会での決議事項を）逓信大臣ヘ
請願シテ其許可ヲ得」とあるが，日本郵船や王子製紙，小野田セメントなどの政府規制の少ない一
般会社が僅かな間，配当宣言財務表を採用してきた。その配当宣言型財務表とは，取締役会の業務
執行成果の確定とその稼得損益の処分をもって当該（取締役の）受託責任（accountability）の完
結を示すものである。
　明治 23 年公布，同 26 年一部実施となる大陸法商法が実施されるようになる。これが会社を政府
統制から会社自治へと方向づけたため，（お上に代わって）監査役検査を義務付け，財務表の確定
と利益処分が株主総会でなされる Proposed type の計算書類に統一された。 
　すでに職業（勅許）会計士（Chartered Accountant）が社会的に認められていた英国では「監
査役は帳簿検査に際し，会計士其の他の人を会社の費用において委嘱することを妨げない」と
1862 年会社法（Companies Act 1862,c.93）が認め，取締役の配当宣言型（declare type）財務表を
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可能としたのである。英国に遅れること実に 140 年，日本の会計士制度が充実してきたことから 
（平成 17 年） 会社法に配当宣言方式が盛り込まれた。小稿はこの財務表の揺籃期の話である。

Ⅶ　箱根の萬福寺

　箱根・芦ノ湖湖畔，船着場（駅伝広場）近くにある真宗大谷派萬福寺（神奈川県足柄下郡箱根町
箱根 228）山門に，「アラン・シャンド氏　縁の地」と彫られた真新しい石碑がある。ここを潜っ
て奥に進むとこの寺が提供した 4 坪ほどの敷地に，桜御影石（横幅 67㎝×高さ 54㎝）で再建され
た三歳でなくなったシャンド長男の墓と新たに建立されたシャンド氏顕彰碑（幅 174㎝×高さ 97
㎝）がある。前者のモンテーギュ墓碑は赤子の肌を思わせるほど美しく，その表面に明治の旧墓石
に彫られていた碑文と同一の墓誌が刻まれている。
　　 　In Loving Remembrance of Montague Shand. eldest son of Alexander Allan and Emme-

line Christmas Shand, born 1871, died 8 Aug. 1873.
　後者の顕彰碑には，「明治の初め，わが国に複式簿記・銀行簿記を教えた恩師英国人シャンド氏
は，明治六年「銀行簿記精法」完成の後　この地に逗留中，旅籠駒にて参歳の長男を亡くす。童子
の墓は当萬福寺にあつたが， 昭和五年の北伊豆地震の山津波で埋没」 と刻まれている。

2008 年 8 月 8 日 再建　アラン・シャンドを顕彰する会

　この寺の奥に土砂にうずもれた旧萬福寺があり，大正 12 年 9 月の関東大震災の折に童児モン
テーギユの墳墓が大破，シャンドの友人・三井信託銀行創立者の米山梅吉が墓を補修したことも
あった（土屋喬雄 1966：140）が，その後昭和 5 年に再度地震に見舞われ寺共に埋没してしまっ
た。　
　1983 年の秋，センチュリー監査法人鈴木豊明公認会計士が第一勧業銀行（旧第一国立銀行）ロ
ンドン支店の会計監査に赴いた折に，同監査法人の名誉顧問河野一英大東文化大学教授が，シェ
フィールド大学に留学中の前川邦生助教授を紹介し，前川から第一銀行設立時の大恩人シャンド氏
の墓地の話が語られた 16）。
　その折ロンドンに居合わせた面々が，四半世紀後の 2007 年 8 月 8 日にこの萬福寺に集まりシャ
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ンドの子息，シャンド，それにシャンド夫人の法要を行い，翌年 2008 年の子息 135 回忌に合せて
墓所再興のプロジェクトを開始した。これが「アラン・シャンドを顕彰する会」である。
　前川教授や鈴木会計士が発起人となって各界に呼びかけた結果，澁澤栄一記念財団，大原学園，
大東文化大学前川ゼミ，租税実務研究会［菊谷正人］，心友会，旧第一勧業銀行関係者，会計人な
どの協力を求めた結果，墓石・顕彰碑の購入や・設置の浄財が集まった （前川邦雄 2007）。
　本稿を締めくくるにあたり，アレキサンダー・アラン・シャンドの情緒面に触れておこう。『国
際日本を拓いた人々』著者の北政巳はスコットランド人気質17）を鋭く描写している（北政巳
1984：27）。

　　 　スコットランド人は，現在でも英語圏でスコッチ（Scotch）と呼ばれ，「倹約家」の蔑称で
知られる。そのスコットランド人の間でもアバディーン人（Aberdonian）は「ケチ」（mean）
と呼ばれる。気候や自然資源に恵まれない北スコットランドの狭い地域のなかで，この節約の
慣習は一方で独特の宗教・教育・伝統による実業思想と，他方で就業機会に恵まれない地域的
疎外状況から醸成された「生きる知恵」ではなかろうか。そして実学のこの精神とともに大英
帝国を支える気概に燃えて海外へ雄飛していったのである。

　　 　イギリス人移民・出稼ぎの流れは 19 世紀中葉に新大陸アメリカから南アフリカ，インド以
東の東へ向かった。さらに東に向かった分流の一つが南下してオーストラリアへ向かい，他方
は東進して中国から日本へと向かった。それゆえ幕末・維新の日本を舞台に企業活動を展開し
たサザランド，シャンド，グラバー，そしてエルギン卿（筆者挿入：中国に派遣された全権委
任大使，インド総督 62 歳の折に客死））やオルファント等のスコットランド人外交官らがとも
に「縁」あってアバディーン出身者であった。

　スコットランド生まれのシャンドは，血縁や学歴に恵まれず，故国で働いていたところで高が知
れていることから，海外，特に開国早々の文化程度もほどほど魅力のある横浜にたどり着き，サク
セス・ストーリを夢見たことであろう。故国スコットランド人の勤勉な精神を謳ったサミュエル・
スマイルズの「自助の精神（Self-help）」を座右に，公に身を捧げたのである。
　シャンドが初めて来日した 1866 年には未だスエズ運河は開通（1869 年）しておらず，おそらく
はアフリカ南端ケープタウン・香港経由で，また長男の不幸から家族して帰英した 1873 年 10 月は
北米大陸を横断する鉄道（1869 年）が開
通18）し，あるいはサンフランシスコから
パナマに南下する郵便蒸気船に乗れば，
1855 年に開通しパナマ地峡鉄道で大西洋
に出られた。しかし，交通が発達したとは
いえ，三歳児を伴った家族には船と鉄道を
乗り継ぐ長旅は過酷なものに違いない。
　翌 74 年 10 月のシャンドの帰日は米国太
平洋郵便蒸気船会社の外輪船グレィト・リ
パブリック号（就役 1867 年 3,881 トン） スエズ運河開通 150 年記念切手
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であったが，それが東回りであったのか，それとも西回りであったかは不明であるが，この香港・
横浜・サンフランシスコ航路は当時，中国人移民や出稼ぎ労働者で賑わっていた。
　箱根での不幸が端となった家族三人がロンドンに一時帰国し，次女ヘレンが生まれる。長男の死
は疫痢であったとも言われ，日本の衛生状態を忌み嫌い夫人と長女・次女を故国に残す決断をした
のであろう。ロンドン・横浜間の往復におおよそ 3 カ月，残された滞英期間は多くても 9 カ月ほ
ど，家族のための新居をロンドンに探し，単身での帰日に向けて準備を始めた。再来日したシャン
ドが，明治 10（1877）年仕事に落胆して妻子のもとに帰国19）するまでの 2 年 4 カ月の別居生活を
余儀なくした。
　フランス日刊紙『ル・タン』1872 年 11 月 6 日から 12 月 22 日に連載されたジュールヴェルヌの
冒険小説「80 日間世界一周　Le tour du monde en quatre-vingt jours.」は無駄ない最短時間とあ
らゆる乗り物を駆使した仮想世界旅行であった。この旅程表から概算するとロンドン～スエズ～横
浜間を 35 日間，横浜～大陸横断鉄道～ロンドン間を 38 日ほどで到達する20）。これには乗り継ぎ便
のタイミングや船外宿泊を加味しておらず，西回りも東周りもおそらく 50 日ほどかかったものと
思われる。ペリー來日から 20 年を経ても，極東の地へ赴くには相当な覚悟が必要であった。
　北政己の著述に「シャンドは，青年時代から自由・民主主義の熱心な信奉者でリバプール選出の
スコットランド人グラッドストーン（William E.Gladstone,1809-1895）の崇拝者であった。また，
彼の弟ハンス（Hans G.L.Shand）は，1892-94 年の間，グラッドストーン氏の私設秘書であった」

（北政巳 1984：13）とある。これを裏付けるように，前出三井家重役米山梅吉が英国でシャンドに
面会した折，自由党のクラブに案内され，そこに高らかに架かるグラッドストーンの肖像画を指
し，米山の肩をたたいて，「これが私の宗教であり，また哲学である」と言われたという（土屋喬
雄 1966：141）。
　その米山は，彼の『銀行行余録』でシャンドを「英国紳士の典型で我が国銀行業の大功労者」と
讃えて，また土屋喬雄はシャンドを描いた高橋是清の回想談『是清翁一代記』から，「立派な英国
紳士であり，親切・ていねい・篤実・綿密・堅実・地味な，典型的な英国流バンカーと見るべきで
ある」（土屋喬雄 1966：9）と感想を述べる。このほか，日銀総裁を務めた木村征四郎，高橋是清
の秘書津島寿一らも友人であったし，大隈重信，木戸孝充，井上馨，益田孝などに重用された。そ
れは日本人好みの律儀で礼儀正しい好青年だったからである。
　シャンドの帰国から数年たって，当時正金銀行副頭取小泉信吉が参議大隈重信の意向を受け渡英
し，正金銀行本店で為替業務の指導者になってほしい旨を告げると，たいそう喜んだそうだが，熟
慮の末断っている（土屋喬雄 1966：vi-vii）21）。
　アレキサンダー・アラン・シャンド氏は，22 歳から 10 年間を独り極東のはてに立ち，一つの国
家と国民のためにもてる技能を存分に発揮し（寺井順一 2014：107），この国の銀行制度を完成さ
せ，近代国家建設を六十年余見守ってきた。帰国後も日本の真の友人として財政・金融の安定に心
血を注いだスコットランド人バンカーであった。

《注》
1）  杉浦昭典著『大航海時代』によると，ホーン岬を周る航海で犠牲者を出さない船はなかったという。ど

の船でも，舵輪を握っていた舵手，ヤード（帆桁）やジブブーム（クレーンの腕木）にいた水夫が波にさ
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らわれ，むごい経験を避けることはできなかった（杉浦昭典 1984：189）と。
2）  ペリーは翌年 1854 年 2 月 13 日に，外輪船ポーハタン号（Pawhatan：1852 年就役 2,415 トン）を旗艦

とする 9 隻の艦隊を率いて再度横浜に入港し，1854 年 3 月末（嘉永 7 年）に日米和親条約も結んでいる。
その後 1858（安政 5）年 7 月 29 日にポーハタン号上で日米通商条約を結んだ。日蘭が 8 月 18 日に，日露
が 8 月 19 日に，英国と 8 月 26 日に，仏国と 10 月 9 日に相次いで結んだこの不平等通商条約によって関
税自主権の回復と治外法権の撤廃に維新政府が苦慮することとなった。なお，このポーハタン号は 1860
年 2 月 9 日に日本人が操船する咸臨丸の太平洋横断（往路 37 日，復路 49 日）に伴走し，サンフランシス
コからは（地峡経由で東海岸に向かう）使節団を乗せパナマまで送り届けている。その後南北戦争（1860-
65）ではメキシコ湾艦隊の旗艦として活躍した。

3）  ちなみに，1851 年 6 月 2 日ニューヨークを出帆したフライング・クラウド型の帆船はホーン岬を経由
してサンフランシスコに 8 月 31 日に到着し，89 日 21 時間の短期間航海記録を作った（杉浦昭典 1984：
38）。

4）  Thomas Blake Glover は，1838 年 6 月 6 日税関吏の息子としてアバディーンに生まれ，ジムナジアム
を卒業し，20 歳のとき，父と共に上海に渡航して商社に勤務した。安政 6（1859）年長崎に到着して，
スコットランド系デント（Dent）商会の代理人となった（北政巳 1984：19）。

5）  Oriental Bank は 1842 年に設立（本店ロンドン）し，当時ポンペイ，カルカッタ，コロンボ，香港，
マドラス，メルボルン，上海，シンガポール，シドニー，横浜（開設 1864 年）に各支店を設置した。

6）  このうちの一人，Thomas Sutherland は 1834 年 8 月アバディーンに生まれ，アハディーン大学を中退
して，52 年に P&O 汽船会社ロンドン事務所に勤めた。54 年から 12 年間同社の南アジアの企業活動の指
揮を執り，スコットランド銀行業をモデルにした香港上海銀行を創立した。また，1861 年から上海・長
崎間 16 ～18 日の航海と上海・長崎・横浜間に二週間ごとの定期便を運航した（北政巳 1984：7-12）。

7）  土屋喬雄氏が駐日イギリス大使館経由で問い合わせた 1963 年 4 月 5 日付回答では「シャンドの両親や
兄弟，彼の生家が裕福であったか，貧乏であったかはわからない。どのような学歴かも，明かすことはな
かった」とある（土屋喬雄 1976：17）。

8）  マーカンタイル・バンクは 1853 年ポンペイに設立，58 年に商号を Chartered Mercantile Bank of 
India,London and China と改め，本店をロンドンに移した。ポンペイ，カルカッタ，マドラス，コロン
ボ，カンディ，シンガポール，ベナン，香港，上海，モーリシャス，横浜（開設 1863 年）に各支店を展
開した（立脇和夫 1987：34）。なお同じ年に横浜へ進出したセントラル・バンクやコマーシャル・バンク
は 4 年後に撤退している。

9）  高橋は 14 歳になって，こんなことをしていても見込みがないと悟り，一念発起して仙台藩の留学生に
選ばれ，1867 年 8 月 24 日アメリカ船コロラド号で渡米している（立脇和夫 1987：392）。

10）  『銀行簿記精法』書体第四十四

總勘定差引残髙記入帳

（借 方）
内　譯　勘　定

（貸 方）

金　�額　 差引残髙　 差引残髙　 金　�額

株主勘定
拂済入金高�� 1,500,000 1,500,000
貯 蓄 金 50,000 50,000

100,000 70,000 創業入費 30,000
150,000 150,000 割賦金勘定

割賦積金 25,000 25,000
得意先之負債

180,000 90,000 府内通用割引手形 90,000
343,500 93,500 當坐貸シ金 250,000
18,500 13,000 期附過手形 5,500
5,200 5,200 当座預金勘定貸越

32,800 21,300 入金銀行手形 11,500
政府之負債

1,000,000 1,000,000 通用紙幣引宛公債證書



― 80 ―

負  　債
93,000 當坐預金 187,000 280,000
51,600 定期預金 118,400 170,000

300,000 通用紙幣 700,000 1,000,000
63,000 仕拂銀行手形 22,200 85,200
5,700 代金取立手形 3,300 9,000

出店勘定
40,000 13,500 横　　濱 26,500
20,000 大　　阪 33,000 53,000
10,000 5,800 兵　　庫 4,200

損益勘定

105,000 3,000 損　　益 102,000
割引勘定 153,920 153,920

15,400 利足勘定 14,600 30,000
手数料勘定 28,000 28,000
公債証書賣買打歩并割引 7,000 7,000

30,000 30,000 給　　料
520 520 地　　代

8,000 8,000 銀 行 税
5,000 5,000 筆 墨 紙
7,000 7,000 小 雑 費

雑 勘 定
10,000 10,000 地　　所
6,000 6,000 家　　作
4,000�� 4,000�� 用所器具

10,000 10,000 家　　具
財　　貨

220,000 213,000 公債証書 7,000
185,000 89,000 地 金 銀 96,000

4,011,820 994,600 金銀有高 3,017,220

7,031,040 2,840,420 2,840,420 7,031,040
＊単位を示す縦罫線は省略し，漢数字は算用数字に直す　　　　　

11）  下記の図（久野秀男 1969：52）は大原信久に代表される「収支簿記」である。現金勘定へは収入の合
計を支出側勘定へ，支出の合計を収入側へ，反対転記する。

　 〈収支簿記法〉

出納日記帳

入金相手勘定 出金相手勘定

↓ ↓

元������帳

収入 支出 総勘定元帳（現金）

↓ ↓ 支出の合計 収入の合計

貸借対照表

負債・資本 資産

↓ ↓

損益計算書

収益 費用
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12）  仮に British form と呼ぶ「英国式」は一般方式 Universal form ないし大陸式 Continental form と峻別
される。以下英国式に関する河野一英教授の論説を要約する（河野英一 1983：23）。

    産業的経済基盤の強いスコットランドの簿記法は「有価物の受渡」を根底に組み立てられた一般方式を
19 世紀末頃まで抱いていた。これに対して金銭の受渡に立ち，一般方式とは逆の資産・負債・資本を配
置する英国式は，金融業・貿易業を中心にしたイングランドにおいて，（オランダの一部の金融業者が
行っていたこの）独自の金銭的思考に立つ簿記法が受け入れられた。やがて 19 世紀末に法制化（1862 年
会社法別表 A）が進み，スコットランドを含めてイギリス全土で英国式が強制されるようになった。ロ
ンドンのシティの金融業者を中心としたイングランドでは金銭的思考が強かったのである。

13）  彼らの経歴を西川が詳述している（西川孝治郎 1982：25-2）。
  ⑴ 海老原濟：当時 30 歳ぐらい，シャンド氏の通訳を担当し，短命に終わる。『簿記精法』翻訳のほかに一

般銀行条例・同成規，シャンド述一般銀行条例案の弁などがある。
  ⑵ 梅浦精一：嘉永 5 年 2 月長岡の医家に生まれ，藩士から蘭学を学んだあと慶応 4 年江戸に出て石井謙道

（医学），箕作秋坪，尺振八（英学）らにつき，明治 5 年に紙幣寮九等出仕，シャンド原本の翻訳を担当
する。その後実業界に入り，明治 45 年 3 月 17 日石川島造船会社社長在職中に長逝した。

  ⑶ 小林雄七郎：弘化 2 年 12 月 23 日長岡藩士の家に生まれ，明治 3 年 5 月慶應義塾に入り，のちに教員と
なる。明治 6 年 4 月紙幣寮七等出仕，著書に百科全書法律沿革事体，馬爾加摩氏日耳曼国史，経済学講
義，自由鏡，薩長土肥など，明治 24 年 4 月 4 日死去。

  ⑷ 宇佐川秀次郎：嘉永 2 年 2 月長州萩に生まれ，明治元年 8 月上京し同 3 年 7 月慶応義塾に入り，明治 5
年 6 月紙幣寮に奉職，銀行学局長となる。同 14 年 11 月 19 日逝去。簿記精法，チャールズ・ハットン
の日用簿記法，アーサー・クルップ銀行実験論などの業績があり，銀行検査にも貢献した。

  ⑸ 丹吉人：嘉永 5 年伊予西条藩士の家に生まれ，明治 2 年 11 月慶応義塾に進むが，肺を病んで，明治 9
年 9 月 2 日（24 歳 8 カ月）没す。

14）  そこで，白坂は「創設段階から利益処分のルールが決められていたのであるから，先に提出する紙幣頭
には利益処分前の計算書類になり，紙幣頭より認可が下りて処分がなされるという順序が当初より設定さ
れていたとみるべきである」と結論付ける。しかし，法は「紙幣頭ニ差出ス可シ」とあるだけ（申告義
務）で，「認可」に当たらないし，実際報告に未確定の利益処分額が計上される訳もない，と思うがいか
がであろう。

15）  明治 6 年 12 月 24 日付「国立銀行定期報告差出方規則」には紙幣頭に差し出す書類，書式第一から第八
書式が示され，第一書式「本店毎月実際報告」，第二書式「半季実際報告」，第三書式「本店半季実際報
告」，第四書式「出店半季実際報告」，第五書式「半季利益金割合報告」などがあり，久野教授の手許にあ
る『第一国立銀行半季実際考課状綴』（第一回至第十一回）に収録された毛筆の第一回考課状を照合して
みると第一書式が「英国式」，第二，第三，第四がこぞって「大陸式」であったという（久野秀男 1987：
26）。なお，同書（pp.134-135）に第四国立銀行の以下の財務表が収録されている。

第二回半季報告（明治 7 年 12 月 31 日） 損益勘定

（借方）　資��　産 （貸方） 資　　本
　　　 負　　債
　　　 前季繰越金
　　　 本店益入
　　　 支店益入

諸 入 費
役員賞与
利益処分
後季繰越金

本店益入
支店益入

16）  当時のシャンド夫妻には日本で生まれた双子の三歳男女児がいて，その内の男児モンテーギュが明治 6
年 8 月 8 日に（疫痢で？）急逝し，旧萬福寺に埋葬した。悲しさのあまり，シャンド夫人が体調を崩し，
三年契約の途中で官を辞し，心身ともに疲弊しきった家族は 10 月に日本を離れ故郷に帰った。

    明治 10 年にシャンドが最終的に帰英を果たしたのち，ロンドンの銀行に勤め，老後はドーゼット州
パークスストンで（双子女児の）長女マーガレット（1871-1955.3.9），次女ヘレン（1874-1939.12.23），
1878 年生まれの三女アイーダ（1877.3-1963.6.18），そして四女（1880-1962）と共に自適の生活を送る。
ほかに次男ノルマン（1887-1957），三男イワン（ニュージーランド在），四男（カナダ在）が居たという

（西川孝治郎 1971：182-184）。
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    1930（昭和 5）年 4 月 12 日に 86 歳で亡くなると，ブルックウッド墓地に埋葬されていたシャンド夫人
（1848.11.13-1913.9.20）の墓所に重ねて埋葬されたようである。それがロンドン郊外サレー州南ブルック
ウッド霊園 22 区墓番号 195378 である。シャンド夫人の番号 172686 も同様に地面すれすれに長方形の石
枠だけが残されている（西川孝治郎 1971：170-171）。

17）  三菱信託銀行の国際畑を歩まれ，英国で国際業務に長らく従事された伊藤芳康氏から，グラスゴーに留
学した川田龍吉（1856-1951）と竹鶴政孝（1894-1979）の話が聞けた。前者は岩崎弥太郎が興した三菱商
会に参画した土佐出身の川田小一郎（日本銀行第三代総裁，男爵）の長男として生まれ，明治 10 年グラ
スゴー大学技芸科に進み，7 年後の 28 歳のとき帰国した。現地女性ジェニー・イーディと恋に落ち，引
き裂かれる辛い別れをした彼女とのジャガイモ料理を思い出し，北海道でその種芋の交配に成功し，定
植・普及に務めたあの「ジャガイモ男爵」のことである。

    後者もグラスゴー大学で有機化学や応用化学を学び，ウイスキー醸造技術を積んだ竹鶴が，留学を終え
てジェシー・ロベルタ・カウン（通称リタ）と連れ立って大正 9 年に帰国した。彼はのちに余市に大日本
果汁株式会社を設立したニッカ・ウヰスキーの創業者である。ともに留学先のスコットランドの気候（緯
度 57 度 2 分のアバディーンの 1 月の平均気温 3.4 度，7 月の平均気温 14.2 度，イギリスで最も寒い都市
の一つと）が似ている北海道を選び，事業に成功した者同士であった。

18）  サンフランシスコから大陸横断鉄道に乗車すると，すぐにシェラ・ネバタの山岳地帯に迷い込み，喘ぎ
ながら急峻なロッキー山脈を潜ってデンバーに出るまでは，断崖に敷かれた危険極まる鉄路である。神戸
高等商業学校教授であった東奭五郎が 1908  ( 明治 41) 年に米国へ渡った折「桑港ヨリハ米大陸横断ノ汽車
ニ乗込タルカ，二日斗リノ後ニハロッキー山ヲ通過シタルガ，ソノ頂上ヨリ下リガケニ汽車ガ脱線シテ火
災ヲ起シ，…乗客ハ全部汽車外ニ出サレタルガ，…多数ノ人足ヲ乗セタ汽車カ参リタル所，コノ人足等ハ
日本語ヲ話スヲ聞キタルハ案外ナリキ。聞ケハ，コノ人足ハ鉄道工事ニ雇ハレイタル日本人ナリト」記し
ている ( 東奭五郎自伝『ある会計人の半生』昭和 52 年 5 月　pp.71-72)。この描写から判るように，未だ
鉄道も快適な交通手段でなく，また，中国人に代わって日本人鉄道工夫が出稼ぎ労働者として流入し，排
日運動が再燃する時期である。

19）  シャンドが明治 10 年解職され帰国に至った点につき，大田哲三は「シャンドが日本へ来たのは幣制改
革のためであったそうである。明治初年に濫発された不換紙幣の整理について立案を依頼されたのであっ
た。そこで中央銀行設立による整理案を立てたところが，…伊藤博文の勧告にしたがって，米国風の国立
銀行を多数設立することとなった。そこでシャンドは意見が容れられないで，悄然と帰途についた」（大
田哲三 1968：56）と認識している。この辺の事情について西川孝治郎は，当時，日本政府は明治維新以
来巨額の国費を不換紙幣の増発でまかなっていて，「明治五年の国立銀行条例は，国立銀行の兌換券を
もってそれを整理することが目的の一つであったが，うまくいかなかったので，明治九年（筆者挿入：国
立銀行）条令を改正して，今度は国立銀行券の兌換をやめてしまった。シャンドにはその結果が想像でき
たから，不兌換紙幣の弊害を述べて（欧州諸国にある中央銀行創立の必要性の）説得に努めたけれども，
遂に紙幣頭得能良助に強引に押し切られた。彼は『怒りにもえて日本を立ち，船が大洋に出てから荷物を
海に投げ棄てた』が，…不兌換紙幣の害悪は，シャンドが去って間もなく現れた。…紙幣と金銀貨との間
の開きができ始め，…物価は騰貴し商工業は一時は活発を呈したが，やがて国民の生活は困難の極みに達
し深刻な不況が襲ってきた」（西川孝治郎 1971：146）という。

20）  ジュールヴェルヌによるとロンドン～スエズは 1871 年開通した仏・伊間モン・スニ峠のトンネル（Col 
du Mont-Cenis,12,220 m）を鉄道で越え，プリンディシ（Brindisi：イタリア長靴形半島のヒール部分に
ある欧亜航路の起点）から汽船を乗り継いで 7 日。スエズ～ポンペイには郵便汽船で 13 日，ポンペイ～
カルカッタ間は 1870 年に開通した鉄道で 3 日。カルカッタ～香港は郵便汽船で 6 日，香港～横浜間郵便
汽船で 6 日。横浜～サンフランシスコは郵便汽船で 22 日，サンフランシスコ～ニューヨークは鉄道で 7
日，ニューヨーク～ロンドンは郵便汽船で 9 日とある。

21）  大田哲三は「明治十四年に日本銀行が設立される時その顧問にとの招聘を受けたが，支配人でなければ
嫌だと云って断った」（大田哲三 1968：56）と高橋是清の自叙伝にあるという。

　
　引用文献

アレクサンダ―・アラン・シャンド口述［1873］海老原濟・梅浦精一訳『銀行簿記精法（全五冊）』（大蔵省　
明治 6 年 12 月）

 エァクレーレン［2017］『明治期に金融制度の確立等に貢献した人物』に関する研究調査」（金融庁　平成



― 83 ―

29 年 12 月）
大蔵省銀行課編纂［1879］『銀行簿記例題』上・下（佐久間貞一　明治 12 年 5 月）
大蔵省銀行課編纂［1884］『銀行簿記例題觧式』壱～四 （佐久間貞一　明治 17 年 12 月）
大田哲三［1968］『近代会計側面誌』（中央経済社 昭和 43 年 5 月）
片岡泰彦［2008］「アラン・シャンド『銀行簿記精法』に関する一考察」大東文化大学『経営論集』第 15 巻

（2008 年 2 月） 
片岡泰彦［2012］「『マルシュの簿記書』に関する一考察」大東文化大学『経済論集』第 98 巻 （2012 年 10

月）
片野一郎［1968］『日本財務諸表制度の展開』（同文舘　昭和 43 年 11 月）
片野一郎［1976］『日本・銀行会計制度史』（全国地方銀行協会　昭和 51 年 2 月）
北政巳［1984］『国際日本を拓いた人々』（同文舘　昭和 59 年 5 月）
黒澤清［1990］『日本会計制度発展史』（財経詳報社　平成 2 年 10 月）
河野一英［1983］「イギリス簿記法について」明治大学『経理研究』62 巻 （1983 年 3 月）
白坂亨［2010］「『銀行簿記精法』の成立過程における問題点に関する一考察』会計史学会報『会計史』2010

年（No. 29） 
白坂亨［2013］『わが国会社財務制度の形成過程に関する研究』大東文化大学研究叢書 31（2013 年 3 月）
杉浦昭典［1984］『大帆船時代』（中央公論社　昭和 59 年 3 月）
立脇和夫［1987］『在日外国銀行史』（日本経済評論社　1987 年 11 月）
高寺貞男［1971］『会計政策と簿記の展開』（ミネルヴァ書房 昭和 46 年 2 月）
土屋喬雄［1966］『シャンド　わが国銀行史上の教師―』（東洋経済新報社　昭和 41 年 7 月）
土屋喬雄［1969］『お雇い外国人⑧金融財政』（鹿島研究所出版会　昭和 44 年）
土屋喬雄［1976］「Alexander Allan Shand の事歴と人間像について」『日本學士院紀要』34 巻 1 号（1976

年）
寺井順一［2004］「アラン・シャンドと大蔵省」雑誌『ファイナンス』No. 464（財務省　2004 年 7 月）
西川孝治郎［1938］「稿本銀行簿記精法の発見」雑誌『会計』43 巻 4 号（昭和 13 年 10 月）
西川孝治郎［1971］『日本簿記史談』（同文舘 昭和 46 年 1 月）
西川孝治郎［1981］『復刻銀行簿記精法』（雄松堂書店　昭和 56 年 1 月）
西川孝治郎編集解説［1981］『銀行諸帳面取扱手続書』（雄松堂書店 昭和 56 年 1 月）
西川孝治郎［1982］『文献改題　日本簿記学生成史』（雄松堂書店　昭和 57 年 6 月）
西川孝治郎［1977］「『銀行簿記精法』財務表原本発見報告」雑誌『会計』111 巻 6 号（昭和 52 年 6 月）
西川正次・池本純吉［1909］『実践銀行簿記法』（同文舘　明治 39 年 6 月） 
久野秀男［1969］『銀行簿記』（評論社 昭和 44 年 7 月）
久野秀男［1987］『わが国財務諸表制度生成史の研究』学習院大学研究叢書 15（昭和 62 年 10 月）
前川邦生［2007］「井戸を掘った人」雑誌『税経セミナー』2007 年 12 月号
三代川正秀［1976］「我が国配当宣言財務諸表の系譜」 （拓殖大学会計人会『会計人界』1975・76 合併号）
三代川正秀［2019］「英米法と大陸法の会計思考の相異」拓殖大学『経営経理研究』114 号（2019 年 1 月）

� （原稿受付　2020 年 6月 17 日）





―�85�―

� 和令 2 年 3 月 1 日

拓殖大学研究所紀要投稿規則

（目的）
第 1 条　拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経済研究所，言語

文化研究所，理工学総合研究所，人文科学研究所，国際開発研究所，日本語教育研究所および地
方政治行政研究所（以下，「研究所」という。）が刊行する紀要には，多様な研究成果及び学術情
報の発表の場を提供し，研究活動の促進に供することを目的とする。

（紀要他）
第 2 条　研究所の紀要は，次の各号のとおりとする。
　⑴　経営経理研究所紀要『拓殖大学　経営経理研究』
　⑵　政治経済研究所紀要『拓殖大学論集　政治・経済・法律研究』
　⑶　言語文化研究所紀要『拓殖大学　語学研究』
　⑷　理工学総合研究所紀要『拓殖大学　理工学研究報告』
　⑸　人文科学研究所紀要『拓殖大学論集　人文・自然・人間科学研究』
　⑹　国際開発研究所紀要『国際開発学研究』
　⑺　日本語教育研究所紀要『拓殖大学　日本語教育研究』
　⑻　地方政治行政研究所紀要『拓殖大学　政治行政研究』
２　研究所長は，次の事項について毎年度決定する。
　⑴　紀要の『執筆予定表』の提出日�
　⑵　投稿する原稿（以下，「投稿原稿」という。）及び紀要の『投稿原稿表紙』の提出日
　⑶　投稿原稿の査読等の日程

（投稿資格）
第 3 条　紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも 1 名）は，原則として研究所の専任

教員，兼担研究員および兼任研究員（以下「研究所員」という。）とする。
２　研究所の編集委員会が認める場合には，研究所員以外も投稿することができる。
３　研究所の編集委員会は，前項に規定する研究所員以外のうち，講師（非常勤）の投稿につい

て，年度 1 回を限度に認めることができる。

（著作権）
第 4 条　投稿者は，紀要に掲載された著作物が，本学機関リポジトリ（以下「リポジトリ」とい

う。）において公開されることおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使
を研究所に委託することを許諾しなければならない。

２　共同執筆として紀要に掲載する場合には，共同執筆者全員がリポジトリにおいて公開されるこ
とおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使を研究所に委託することにつ
いて承諾し，投稿代表者に承諾書を提出しなければならない。投稿代表者は，共同執筆者全員の
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承諾書を投稿する原稿と一緒に研究所に提出しなければならない。

（執筆要領および投稿原稿）
第 5 条　投稿原稿は，研究所の紀要執筆要領の指示に従って作成する。
２　投稿原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。
３　学会等の刊行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，紀要に投稿すること

はできない（二重投稿の禁止）。

（原稿区分他）
第 6 条　投稿原稿区分は，次の表 1，2 のとおり定める。

表 1　投稿原稿区分：第 2 条に規定する理工学総合研究所を除く研究所

⑴論文 研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について明確であり，独創性および学術
的価値のある研究成果をまとめたもの。

⑵研究ノート 研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に準じる）。新しい方法の提示，
新しい知見の速報などを含む。

⑶抄録 本条第　5 項に該当するもの。

⑷その他 上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（公開講座記録等）については，編集委員会にお
いて取り扱いを判断する。また，編集委員会が必要と認めた場合には，新たな種類の原稿を
掲載することができる。

表 2　投稿原稿区別：理工学総合研究所

⑴論文，⑵研究速報，⑶展望・解説，⑷設計・製図，⑸抄録（発表作品の概要を含む），⑹その他（公開講座
記録等）

２　投稿原稿区分は，投稿者が選定する。ただし，紀要への掲載にあたっては，査読結果に基づい
て，編集委員会の議を以て，投稿者に掲載の可否等を通知する。

３　紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は 600 字以内で要旨を作成し，投稿した原稿のキー
ワードを 3～5 個選定する。ただし，要旨には，図・表や文献の使用あるいは引用は，認めない。

４　研究所研究助成を受けた研究所員の研究成果発表（原稿）の投稿原稿区分は，原則として論文
とする。

５　研究所研究助成を受けた研究所員が，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録として
掲載することができる。

（投稿料他）
第 7 条　投稿者には，一切の原稿料を支払わない。
２　投稿者には，抜き刷りを 30 部まで無料で贈呈する。但し，査読を受けた論文等に限る。

（リポジトリへの公開の停止及び削除）
第 8 条　投稿者よりリポジトリへの公開の停止及び削除の申し出があった場合または編集委員会が

リポジトリへの公開の停止及び削除が必要と判断した場合には，リポジトリへの公開の停止及び
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削除をおこなうことができる。

（その他）
第 9 条　本投稿規則に規定されていない事柄については，編集委員会の議を以て決定する。

（改廃）
第10条　この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営委員会委員長が決定する。

　附　則
　この規則は，令和 2 年 3 月 1 日から施行する。
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� 平成 31 年 4 月 1 日

拓殖大学経営経理研究所紀要『拓殖大学　経営経理研究』執筆要領

 1 ．発行回数
　　本紀要は，原則として年 2 回発行する。各回の発行について，以下の原稿提出締切日を設ける。

第 1 回 原稿は，6 月末日締切－10 月発行

第 2 回 原稿は，10 月末日締切－3 月発行

 2 ．執筆予定表の提出
　��　本紀要に投稿を希望する者は，『拓殖大学経営経理研究』執筆予定表を当研究所に提出しなけ

ればならない。
 3 ．使用言語
　��　使用言語は，原則として日本語又は英語とする。ただし，これら以外の言語で執筆を希望する

場合には，事前に経営経理研究所編集委員会（以下，「編集委員会」という）に申し出て，その
承諾を得るものとする。また，日本語以外の原稿は，提出前に必ずその外国語に通じた人の入念
な校閲を受けたものに限る。

 4 ．様　式
　⑴　投稿区分の指定
　　��　投稿規則に示された，「論文」，「研究ノート」，「抄録」以外の「その他」にあたる投稿原稿�

は，「資料」，「調査報告」，「判例研究」，「書評」，「公開講座」，「文献紹介」，「学会展望」，「そ
の他」のいずれかに区分される。

　⑵　字数の制限
　　　投稿原稿は，A4 縦版，横書きで作成し，原則として下記の字数を上限とする。
　　��　図表についても挿入部分に対応した文字数で換算し，制限に含める。日本語以外の言語によ

る原稿についてもこれに準ずる。

Ⅰ 論文，研究ノート 24,000 字

Ⅱ 資料，調査報告 20,000 字

Ⅲ Ⅰ，Ⅱ以外  6,000 字

　　��　ただし編集委員会が許可した場合に限り，同一タイトルの原稿を複数回に分割して投稿する
ことができる。その場合，最初の稿で投稿記事の全体像と分割回数を明示しなければならない。

　⑶　投稿原稿の取扱
　　　投稿原稿の受理日は，完成原稿が編集委員会に到着した日とする。
　　　投稿原稿原本は編集委員会に提出された原稿とし，その写しを投稿者が保管する。
　⑷　投稿原稿は，原則としてワープロ・ソフトで作成したものに限定する。
　⑸��　原稿作成にあたっては，A4 用紙を使用し，原則として，日本語原稿は横書きで 1 行 33 文

字×27 行，英文原稿はスペースを含め 1 行に半角 66 文字，ダブルスペースで作成すること。
　⑹　数字はアラビア数字を用いること。
　⑺　上記以外の様式で投稿する場合には，編集委員会と協議する。
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 5 ．表　紙
　��　投稿原稿の提出に際しては，『拓殖大学経営経理研究』投稿原稿表紙に必要事項を記入し「拓

殖大学機関リポジトリへの公開等の許諾」に捺印を行った上で提出すること。
 6 ．図・表・数式の表示
　⑴��　図・表の使用は必要最小限にとどめ，それぞれに通し番号と図・表名を付け，本文中の挿入

位置を指定する。図表についても挿入部分に対応した文字数で換算し，制限に含める。
　⑵��　図・表は，そのまま印刷できる形式で作成すること。
　⑶　数式は，専用ソフトを用いて正確に表現すること。
 7 ．注・引用・参考文献
　⑴��　注は，必要箇所の右肩にアラビア数字で通し番号をつけることで，記載があることを示すこと。
　　　また，注記内容は文末，あるいは注をつけた部分の記載頁の下に記載するものとする。
　　　参考文献の表記は，文末に一括して記載するものとする。
　⑵　英文の場合は，The Chicago Manual of Style を準用する。
 8 ．電子媒体の提出
　��　投稿者は，編集委員会による審査後，編集委員会により指示された修正・加筆などが済み次第，

完成原稿のデジタルデータと，それをプリントした出力原稿 1 部を提出すること。
　　なお，手元には，必ずオリジナルの投稿論文等データを保管しておくこと。
 9 ．掲載の可否，区分の変更，再提出
　⑴　投稿原稿の採否は，編集委員会が指名する査読者の査読結果に基づいて決定する。
　⑵　投稿した原稿を，編集委員会の許可なしに変更してはならない。
　⑶　編集委員会は，投稿者に若干の訂正や部分的な書き直しを求めることができる。
　⑷��　編集委員会において本紀要に掲載しないことを決定した場合には，拓殖大学経営経理研究所

長（以下「所長」という。）より，その旨を執筆者に通達する。
10．校　正
　��　掲載が認められた投稿原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，編集委員会と

所長が三校を行う。
　　校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。
　　校正は，所長の指示に従い迅速に行う。
　��　投稿者による校正が決められた期日までに行われない場合，紀要掲載の許可を取り消すことが

ある。
11．改　廃
　　この要領の改廃は，経営経理研究所会議の議を経て，経営経理研究所長が決定する。

附則
　本要領は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
附則
　本要領は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
� 以上
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